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別紙様式 

ふくしまから はじめよう。「食」と「ふるさと」新生運動推進事業（継続） 

 

１ 趣    旨  

「ふくしま農林水産業新生プラン」のめざす姿の実現に向けて、生産者自らの積極的な取組はもとより、生産から流通・消費に至る 

様々な立場の組織・団体等が一体となり、相互に連携しながら「ふくしまから はじめよう。『食』と『ふるさと』新生運動」を展開する。 

 

２ 事 業 内 容 

（１） 「食」と「ふるさと」新生運動推進本部の運営 

推進本部総会、幹事会及び地方推進本部総会を開催し、運動の推進に関する基本的な事項や事業計画の策定、構成団体間の情報共 

有を行うとともに、運動最終年度として、これまでの取組成果や残された課題、運動終了後の取組の方向性などの総括を行う。 

（２） 農林水産業再生セミナーの開催 

各構成団体等のこれまでの取組とその成果や、今後も引き続き取り組むべき課題等について意見交換を行うとともに、残された課 

題等の解決のための道筋となるようなテーマを選定し、各構成団体及び農林漁業者を対象としたセミナーを開催する。 

 

３ 事業実施主体   県 

 

４ 予 算 額   １，０２３千円 

 

５ 補 助 率   － 

 

６ 事業実施期間   平成２６年度～令和２年度                                         

 

 

【担当課：農林水産総室農林企画課 ０２４－５２１－８０２７】  

1

食の祭典『おいしい ふくしま いただきます!』フェスティバル（H26～29）

ふくしまから はじめよう。「食」と「ふるさと」新生運動推進事業

ふくしま農林水産業新生プラン（平成２５年３月策定） 基本目標「“いのち”を支え 未来につなぐ 新生ふくしまの『食』と『ふるさと』」

プランの目指す姿の実現に向けて

食の安全・安心運動
○安全対策の徹底に

よる食の安全確保
○消費者の安心感の

醸成

生産再生運動
○力強い農林水産業

の生産体制の確立
○ふくしまブランドﾞの

回復・強化

風評払拭・消費拡大
運動

○消費者の理解促進
○地産地消等による消

費拡大と食育の推進

情報発信運動
○県内外への情報発信
○世界へ向けた情報発信

≪本部設置・
運動目標≫

本県農林水産業・農村
漁村が複合災害から
復興・再生を成し遂げ、
次世代に引き継ぐ豊か
で魅力ある農林水産
業・農村漁村を創造

関係者一体となった取組を県民、県外消費者等
に理解・浸透させる唯一の推進母体

＜推進本部の構成員（３１構成機関・団体）＞【本部長：知事、幹事長：農林水産部長】
生産：ＪＡ中央会等 商工：商工会議所連合会等 流通：生活協同組合連合会等 消費者：消費者団体連絡協議会等 行政：県・市町村・国
＜行動理念＞

生産者自らの積極的な取組はもとより、生産から流通・消費に至る様々な立場の組織・団体等が一体となり、その思いと力を一つにして
取り組む運動を展開

＜推進本部の重点取組事項＞
①食の安全・安心 ②運動生産再生運動 ③風評払拭・消費拡大運動 ④情報発信運動

ふくしまから はじめよう。｢食」と「ふるさと」新生運動（平成２５年１０月５日推進本部設立）

関係機関・団体が一体となった本県農林水産業復興をけん引する推進母体

■ 食の安全・安心運動
○県産農林水産物安全・

安心実感ツアー実施
○消費者対象イベントに

おけるＰＲ活動

県産農林水産物
安全・安心実感ツアー（H26～28）

25～29年度
30年度

R1年度

R2年度

重点取組事項
≪目標≫

ふくしまから はじ

めよう。｢食」と
「ふるさと」新生
運動本部（県段
階・地方段階）

生産

商工

流通消費者

行政

復興・創生期間

■ 生産再生運動

○農林水産業再生セミナー
○がんばる農林漁業者事例

集の発行（H26～29）

農林水産業・農山漁村の
東日本大震災及び

原子力災害からの復興・再生

■ 風評払拭・消費拡大運動
○食の祭典イベント（H26～29）
○｢おいしいふくしま いただきます!｣

キャンペーンの実施（年間約30回）

Ｒ２年度の予算の考え方
【予算】 1,023千円

○ 運動の効率的な実施のための
情報共有と発信

○ これまでの取組の振り返り
○ 残された課題の共有
○ 課題解決に向けた方向性の提案

■ 情報発信運動
○ＩＣＴを活用した情報発信

（ﾒﾙﾏｶﾞ、ＬＩＮＥ、ｸｯｸﾊﾟｯﾄﾞ等）
○ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ映像の制作・公開

農林水産業再生セミナー
（H30ﾃｰﾏ：産地の強化）

2



別紙様式 

アグリイノベーション活用型営農モデル推進事業（継続） 

 

１ 趣    旨  

  被災地域において、意欲ある農業法人や企業等が、農林水産分野イノベーション・プロジェクトの成果（ロボット技術、ＩＣＴ等の

先進技術活用による営農モデル提案等）を導入するとともに、業務需要等の新たな流通・販売を取り入れた生産性の高い営農モデルの

実践を支援し、被災地域における営農再開と雇用を促進する。 

 

２ 事 業 内 容 

（１） イノベーション活用型営農モデル支援事業 

    被災地域において、農業法人・企業等が関係民間企業等と共同で作成する事業計画に沿って、ＩＣＴ等の先進技術、機械化体系

等の低コスト生産体技術の導入と併せて、カット・冷凍等の業務需要等の新たな流通・販売体系の確立などの営農モデルを実践す

るために必要となる機械・施設・資材の導入や、技術者及び栽培者の確保等を支援する。 

（２） イノベーション活用型営農モデル連携体制構築事業 

    イノベーション営農モデル実践支援事業の効果的な実施（営農モデルの提案公募・選定、営農モデル実践計画策定支援、営農モ

デル実践支援等）、実施結果の普及啓発活動（検討会・研修会の開催、実践成果を活用した農業関連企業の誘致等）を実施する。 

 

３ 事業実施主体   （１）農業法人、企業等、（２）県 

 

４ 予 算 額   ４０，６００千円 

 

５ 補 助 率   （１）定額 

 

６ 事業実施期間   平成３０年度～令和２年度                                         

【担当課：農業支援総室農業振興課 ０２４－５２１－７３４４】  

3

ＦＳ調査～アグリイノベーション活用型営農モデル推進事業の展開～目指す姿 農 業 振 興 課

目指す姿
⽣産 流通(加工) 販売対策まで

・先進的な技術を活⽤した⼟地利⽤型園芸作
物の実現可能性の調査

①イノベーション活用型営農モデル支援事業
（実践スキームイメージ、公募・採択

＝営農モデル2地区/年×3年）

農業法人（企業）・農業者等
（加工業者、外食産業、販売業者、

農業者等と仲卸の連携組織 等）

ＪＡ、機械メーカー、ICTベンチャー
市町村、⾦融機関、研究機関 等

ほうれんそう(業務用･加工用)（30ha）
機械化栽培＋加工技術＋⼤⼿流通ﾒｰｶｰ

タマネギ（20ha)
機械化栽培＋調製･貯蔵技術＋仲卸･外食

長ネギ（30ha）
機械化栽培＋調製技術＋仲卸･加工ﾒｰｶｰ

ダイコン（20ha）
機械化栽培＋調製･保冷技術＋仲卸･外食

農業ビジネス参入上の課題
・農地集約・地⼒回復(栽培環境整備)
・栽培技術の確⽴（栽培試験）
・加工調製技術の確⽴（加工試験）
・販売先の確保（流通調査）

農業ビジネス参入
（加工業者、外食産業、販売業者 等）

生産 流通（加工） 販売

支援

②イノベーション活用型営農モデル
推進体制構築事業

・コンソーシアムの支援
・実践結果の普及啓発

○実践経過の報告など現地検討会・営農モデルの確⽴
○営農モデルの周知と普及活動
（県HPへの掲載、マスコミ活⽤、農業者・市町村・団体等

への普及活動・経営支援）
○実践成果を活⽤した農業関連企業の誘致 等

営農モデルの提案

提案例

雇用拡大

大規模
経営体の

創出

営農再開
の加速化

他地域へ
の波及

先
端
技
術
活
用
に
よ
る
営
農
モ
デ
ル
の
確
立

ＦＳ調査 （H29)

コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム

総事業費 182,200千円（H30 R2）
R2年度事業費 40,600千円

アグリイノベーション活用型
営農モデル推進事業 (H30～R2)

イノベ
15市町村

H30採択
・ふくしま未来農業協同組合
加工用など新たな販売を取り

入れた長ネギの産地化（70ha）

・マルヤス産業株式会社
被災地域へ参入し、業務加工

用野菜（ダイコン、カブ等） を栽
培（20ha）
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別紙様式 

避難農業者経営再開支援事業（継続） 

 

１ 趣    旨  

  原子力被災１２市町村（田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘

村。）から避難を余儀なくされた農業者の避難先や移住先における農業経営の再開を支援することによって、避難農業者の生活再建を図

る。 

 

２ 事 業 内 容 

（１） 避難農業者が原子力被災１２市町村外（県外を含む。）の避難先や移住先で農業経営を開始する際に必要な農業用機械、施設等の

導入等と、避難元市町村が避難農業者の農業経営の開始に向けて、各種調整等に要する事務経費を支援する。     

 

３ 事業実施主体   避難農業者（※直近の事業年度にかかる農産物の販売金額が、被災前と比べて５０パーセント以下である者） 

 

４ 予 算 額   ３５，０７７千円 

 

５ 補 助 率   （１）経営再開支援補助金    １／３以内 

ただし、帰還困難区域等農業者が将来原子力被災１２市町村で農業経営を再開する意志がある場合は、 

３／４以内 

 

（２）市町村事務費    定額 

 

６ 事業実施期間   平成２９年度～令和２年度                                         

【担当課：農業支援総室農業振興課 ０２４－５２１－７３４４】  
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避難農業者経営再開支援事業
令和２年１月２４日
農 業 振 興 課

 原⼦⼒被災12市町村農業者の⽣活再建を図るため、原⼦⼒被災12市町村外（県外を含む）の移住先や避難先における農業経営の
再開に必要な機械・施設の導入等を支援

【令和２年度予算額 ３５,０７７千円】

⻑期にわたる避難⽣活や帰還困難区域の取扱
い方針の決定（H28.8.31）等により、当面、
地元への帰還の⾒通しが⽴てられない状況

避難の⻑期化、営農意欲の減退等により今なお、
就業に至っていない避難農業者がいることから、
生活再建を後押しする支援策が必要

避難農業者から営農再開に向けた支援策として、
最も多い要望は、避難に伴い使用できなくなった
農業用機械・施設等の再整備に対する支援

当面、帰還等の⾒通しがたたない避難農業者が、避難先等で農業経営を再開する際に必要な機械・施設の導⼊等を支援

避難農業者経営再開支援事業

原⼦⼒災害により避難を余儀なくされている農業者の営農意欲を⾼め、
移住先、避難先における農業経営の再開を支援することで、原⼦⼒被災
12市町村農業者の早期の⽣活再建を図る。

①事業の目的

• 原⼦⼒被災12市町村農業者が、当該市町村外（県外を含む）の
移住先、避難先で農業経営を再開する際に必要となる農業用機械・
施設の導 入等に要する経費を支援する。

• 避難元市町村が避難農業者の営農再開に向けて、各種調整等に要
する経費を支援する。

②事業の内容

避難元市町村（原⼦⼒被災12市町村）
助成対象者 原⼦⼒被災12市町村外（県外を含む）の移住先、

避難先で営農を再開する原⼦⼒被災12市町村農業者
【令和２年度補助対象件数 ５件（想定）】

③事業実施主体

• 農業用機械・家畜等の導入
• ⽣産施設等の整備 など

④対象経費

補助率※ 帰還困難区域内
農業者

帰還困難区域外
農業者

将来帰還する意向がある場合 3/4以内
1/3以内

〃 ない場合 1/3以内

【経営再開支援補助⾦】（補助対象経費の上限額 10,000千円）

【市町村事務費】
定額

⑤補助額

福島県

避難元市町村
（事業実施主体）

②計画申請 ③計画承認、補助⾦交付

①計画作成 ④補助⾦交付

⑥事業の流れ

避難農業者

現状と課題

※「福島県原⼦⼒被災事業者事業再開等支援補助⾦」（商⼯業者向け）と同じ補助率
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ふくしまの畜産復興対策事業（一部新規） 

 

１ 趣    旨 

東日本大震災及び原発事故の影響により大きな被害を受けた本県畜産業の復興を図るため、生産、風評払拭及び経営安定の対策を一体 

的に支援する。 

 

２ 事 業 内 容 

（１） 畜産産地再生支援事業 

畜産産出額の拡大及び雇用の創出を推進するため、企業や市町村への訪問活動及び調査活動を行い、畜産企業の新規参入および 

営農再開を積極的に働きかける。 
（２） 法人化・共同化農場増頭対策事業 

 法人化または作業共同化等により酪農生産基盤強化を図る経営体に、乳用牛の導入経費または自家保留経費の補助を行い飼養頭 

数の増加を図り、県産牛乳生産量を確保する。 

（３） 福島牛改良基盤再生事業 

    福島牛の能力と品質を向上させ、風評に負けないブランド力の強化を図るため、先端技術であるゲノミック評価を活用し優秀な 

県産種雄牛の造成を目指すとともに、遺伝的多様性の向上に向け特色ある系統の繁殖雌牛導入を支援する。 

（４） 未来の畜産創生事業 

    肉用牛の生産基盤を早急に回復させるため、肉用牛一貫経営への転換等による肉用牛の生産基盤を回復させる取組等の支援を行い 

地域一体的な所得向上を目指す。 

（５） 次世代酪農家育成・乳量ＵＰチャレンジ事業（新規） 

次世代の酪農家を育成するため、県内全域の酪農後継者等が組織する団体が行う技術・経営研修の開催経費、及びモデル検定の実 

施に対し補助金を交付する。 

（６） 第１２回全国和牛能力共進会出品対策事業（新規） 

    和牛界のオリンピック的位置づけにある本共進会で優秀な成績を収めるため、県は優秀な種雄牛候補を出品するとともに他部門の 

出品へも積極的に関与し、県内関係者一丸となって、肉用牛振興及び復興に取組む。 
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別紙様式 

 

（７） 優良繁殖雌牛衛生管理向上対策事業（新規） 

県内における牛白血病の感染状況を把握し、県内繁殖農家に対して牛白血病への普及啓発を行うため、パイロット事業により実証 

データを収集し、普及啓発リーフレットの作成や研修会の開催により清浄化の取組を県内へと波及させ、優良繁殖雌牛の生産基盤の 

確保・強化を図る。 

（８） 福島牛ブランド力向上対策事業（新規） 

    先端技術であるゲノミック評価を、種雄牛の造成に加えて、繁殖農家が飼養する繁殖雌牛にも応用することで、福島県肉用牛全体 

のレベルアップを図り、「福島牛」を全国トップレベルのブランド牛へと復活させる。  

 

３ 事業実施主体   ２の（１） 県 

           ２の（２） 福島県酪農業協同組合、全国農業協同組合連合会福島県本部等 

           ２の（３） 県（委託先：公益社団法人全国和牛登録協会福島県支部）、全国農業協同組合連合会福島県本部等 

           ２の（４） 全国農業協同組合連合会福島県本部等（一貫経営に取り組む肥育農家） 

           ２の（５） 福島県酪農青年研究連盟 

           ２の（６） 全国和牛登録協会福島県支部 

           ２の（７） 県 

           ２の（８） 県 

 

４ 予 算 額   １８４，７６７千円 

 

５ 補 助 率   定額、１／２以内 

 

６ 事業実施期間   ２の（１）      平成２９年度～令和２年度 

           ２の（２）      平成３０年度～令和２年度 
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別紙様式 

           ２の（３）      平成３０年度～令和２年度 

           ２の（４）      平成３１年度～令和２年度 

           ２の（５）      令和２年度 

           ２の（６）      令和２年度 

           ２の（７）      令和２年度 

           ２の（８）      令和２年度 

 

【担当課：生産流通総室畜産課 ０２４－５２１－７３６５】  
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畜産産地再生支援事業 

県内の畜産農家戸数は東日本大震災・原子力災害の影響により減少傾向が続いており、全国と比べても減少幅が大きく、生産基盤の弱体化が進んでいる。 

畜産業は畜産物生産のみならず有機性資源の供給元として、他の農業分野の活力低下による耕作放棄地の拡大が懸念されている。 

また原子力災害に伴う避難指示が解除された区域においては、帰還促進・営農再開が課題となっており、市町村等の畜産企業参入に対する期待は高い。 

このため、新たな畜産担い手として、畜産企業の新規参入を図り、本県畜産生産基盤の強化及び被災地域の営農再開を進め、畜産産地再生を図る。 

 

県内への畜産企業の参入を進めるため、以下の取組を行う。 

事業費：合計 926 千円 

(１)畜産企業への訪問活動 

・畜産企業等への訪問等による、畜産企業のニーズ収集、本県への進出を誘導 

【予算】（旅費）336千円（需用費）82千円 

（役務費）24千円（使用料及び賃借料）42千円  計 484 千円 

(２)市町村への訪問・調査活動 

・市町村受入れニーズ調整 

・受入可能市町村への訪問と現地調査による、土地・物件の掘り起こし 

・企業参入について消極的な市町村の畜産業への理解醸成、畜産企業参入の門戸拡大 

【予算】（旅費）24千円（需要費）4千円 

（役務費）6千円（使用料及び賃借料）24千円   計 58千円 

(３)畜産企業相談会の開催、広報活動 

・個別相談会を開催、相談対応 

・畜産雑誌への広告掲載等 

【予算】（旅費）81千円（需要費）2千円 

（役務費）281千円（使用料及び賃借料）20 千円  計 384 千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（被災１２市町村） 

・旧避難指示区域の営農再開、 

新規雇用創出による住民の帰還 

・有機性資源の供給など、 

多品目農業の活性化 

再 生 加 速 化 へ ! 

◆事業内容 

（福島県全域） 

・新たな担い手の確保による、 

本県畜産生産基盤の再生 

・県内の休耕地・遊休地の農地再生 

◆目的 

◆期待される効果 

 

①企業立地相談対応件数 24件 

期間：H29年 4月 

～R1年 8月 

②市町村と企業の立地協議開始件数 

11 件 

内訳：養鶏 5件 

養豚 4件 

肉用牛 2件 

③県内への畜産企業立地件数 2 件（Ｒ元年８月末現在） 

件数 畜種 市町村 飼養規模 雇用創出見込 

１ 養鶏 田村市 100 万羽 70 名程度 

２ 養豚 柳津町 15,000 頭 10 名程度 

 

◆事業活動による実績 
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Ｒ元年度は「乳用牛の増頭」と「経営体の法人化または農作業の共同化」を条件に、「乳用初妊牛の導入」及び「自家
保留牛の生産」の双方に対し経費の補助を行い増頭を進めている。現状は、全国的に各農場が規模拡大に取組むトレンド
であり、初妊牛導入を進めているため導入経費は大きく下がる傾向はなく、また、自家保留牛育成の一時期を担う北海道
預託も受入れ制限があり、自己経営内での育成牛飼養管理が経営を圧迫することから、Ｒ２年度はＲ元年度に引き続き、
２７５事業及びホルトク事業の双方に取組み、酪農生産基盤の強化に努めるものとする。

≪背景≫
◆後継牛不足

・これまで自家保留の割合
は産子の３割であった

・雌牛価格は高騰したまま

≪課題≫
◆被災地域での営農再開酪

農家は牛の導入が必要
◆自家保留牛生産への新た

な投資が必要

法人化・共同化農場増頭対策事業
Ｒ２：事業費68,200千円

◇５年後（R4）の事業効果
・生乳生産量の向上

2万1千ﾄﾝ 、21億円売上 
・乳牛群改良効果

9千ﾄﾝ 、9億円売上 

◇乳飲料等による復興PR

◇乳製品の需要増に対応

背景と課題 期待する効果

法人化・作業共同化等
に取り組む酪農経営体

県内乳用牛の増頭を図る、
足腰の強い経営体を育成

事業内容

ともに事業実施前後で
飼養頭数が110%以上

①優良な雌牛の導入経費（275事業） @275千円補助×150頭

②自家保留牛の育成経費（ﾎﾙﾄｸ
※

事業）@ 68.75千円補助×392頭

※ホルトク･･･ホルスタインの犢（子牛）
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≪背景≫
～肉用牛改良～

・震災後、肉用牛改良が
休止

～生産基盤～
・生産戸数・頭数の激減

≪課題≫
・肉用牛改良の遅れ

・子牛価格の高騰による
肥育農家へのダメージや
繁殖雌牛の更新停滞

【肉用牛】ふくしまの畜産復興対策事業

震災と原発事故で休止していた肉用牛改良を再開し、ブランド回復・風評払拭を図るとともに、一貫経営の推進による生産
体制の改革により、減少した生産基盤の回復を図る

背景と課題

○福島牛改良基盤再生事業～肉用牛改良～

[先端技術]ゲノミック評価
〔遺伝子型による能力評価〕

能力検定の推進
〔県内の農場〕

高能力種雄牛誕生
〔供給開始〕

～肉用牛改良～
・高能力種雄牛の早期造成
・福島牛の能力・品質向上

～生産基盤～
・新たな繁殖基盤の担い手
・生産基盤の強化と安定供給
・肥育農家の経営安定

風評払拭
＆

ブランド力向上

期待する効果事業内容

Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ （Ｈ３３） （Ｈ３４）

福島牛改良基盤
再生事業

種雄牛候補生産 候補牛育成
調査牛生産

調査牛育成 能力検定 能力検定
種雄牛選抜

未来の畜産創生事業 【肥育 一貫経営】
繁殖雌牛の導入

【肥育 一貫経営】
繁殖雌牛の導入
子牛の増加

【一貫経営の増加】
繁殖雌牛の増加
子牛の増加

【一貫経営の増加】
繁殖雌牛の増加
子牛の増加

令和2年度事業
事業費：50,778千円

○未来の畜産創生事業～生産基盤～
【肥育農家】

【一貫経営農家】

繁殖雌牛の導入費用
１／２（上限400千円）助成

相場に左右されずに素牛自給

遺伝的多様性のある高能力な繁殖雌牛（種雄牛の母牛）の導入
 県の改良事業に活用（600千円助成）
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（新）次世代酪農家育成・乳量ＵＰチャレンジ事業

１ 背景・目的
◆県内酪農家数は震災前の６０%に減少。１戸当たりの飼養頭数は増加傾向にあるが全国平均（８８頭/戸）に遠く及ばない（図１）。
◆また、１頭当たりの年間乳量は全国平均に比べ５００kg以上の差となっており、生産上得られたデータを経営に反映させる牛群検

定の低加入率が一因（図２）。
◆結果、全国平均より売上が平均２６５万円少なく、経営成長への投資が行えていない（図３）。
◇次代を担う酪農後継者に対し、規模拡大を誘導する「経営研修」と生産上得られるデータを経営に活かす「モデル検定」を行うこ

とで、着実な経営能力向上と今後の酪農発展の必要条件となるＧＡＰ取得の足掛かりを整え、酪農経営の規模拡大の成長スピード
の加速化を促す（表）。

２ 事業費 １,750千円（研修会開催経費@250千円×２回、@400千円×2回、モデル検定@75千円×6名）

（補助金・定額）

図１ 酪農家数および規模の推移
図２ １頭当たり年間乳量と

牛群検定加入率

表 事業内容

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

300
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500

550

600

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

酪農家戸数 1戸当り飼養頭数

（戸） （頭）（戸） （頭）

全国88.8頭/ 戸
東北44.5頭/戸

福島県35.0頭/戸

7500

8000

8500

9000

2005 2010 2015 2020

乳量（ｋｇ）

年

全国平均

福島県平均

※乳量差５００ｋｇ

福島県 全国

牛群検定加入率（％） ２６．１ ５３．５

※この差を研修効果で縮める

経営規模 牛の能力 売上

福島県 35頭 約8,100kg

全国 88頭 約8,600kg

差 -53頭 -500kg -265万円

（乳価100円/㎏
として）

図３ 全国との差

事業期間：

補助対象：

小事業名： 経営研修事業 モデル検定事業

事業内容：
○法人化誘導
○ＧＡＰ取得　等
年間２回開催

○牛群検定費用1/2補助
　（モデル検定の実施）
○モデル検定の結果を使い
　 牛群検定研修会開催
   年間２回開催

【インプット型】 【アウトプット型】

期待する効果：
◎規模拡大行動
　 の亢進

◎自己経営の向上
◎研修参加者への波及
⇒生産データ活用実践
　　⇒牛の乳量増加

補助額：
○研修会開催経費
　＠２５０千円×２回

○モデル検定
　＠７５千円×６名※
○研修会開催経費
　＠４００千円×２回

令和２年度

福島県酪農青年研究連盟

※６方部×各１経営体
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【肉用牛】ふくしまの畜産復興対策事業（全共出品対策）

和牛界のオリンピック的位置づけにある第12回全国和牛能力共進会で優秀な成績を収めるため、県は優秀な種雄牛候補
を出品するとともに他部門の出品へも積極的に関与し、県内関係者一丸となって、肉用牛振興及び復興に取組む。

令和2年度事業
事業費：5,500千円

○全共対象種雄牛交配支援事業

≪背景≫
～全国和牛能力共進会～
5年に1度の開催

＝「和牛のオリンピック」

○出品牛が風評に関係なく正当
に能力評価
○上位入賞によるＰＲ効果は絶大

≪課題≫

・風評により枝肉の価格差が未
だに1割程度ある

背景と課題

○「勝忠安福」や「福島牛」の市
場評価が高まり、風評払拭、ブ
ランド力が復活。

本県肉用牛が全国から注目さ
れ高値取引となり、農家所得や
生産意欲が向上。

○出品者が地域担い手の中心、
出品牛が地域肉用牛改良の中
心となる。

これらが地域の生産基盤の牽
引役として、本県の畜産活性化
の起爆剤となる。

風評払拭
＆

ブランド力向上

期待する効果事業内容

○高能力牛群整備事業

受精卵生産 １００千円

全共出品条件を満たす雌牛
に「勝忠安福」を交配した農
家に対し交配協力金を交付

交配協力金 10千円
第2区：１００頭
第3区：１００頭
第6区：１５０頭

農家の保有する高能力な雌
牛や地域で受け継がれてき
た遺伝資源を残し、各地に
拡大するために高能力雌牛
からの受精卵生産を支援す
る。 受精卵生産

高能力雌牛の増
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福島牛ブランド力向上対策事業
福島牛を全国トップレベルのブランド牛へ復活させるため、脂肪交雑などの経済形質に優れた種雄牛造成に加え、「おいしさ」に優れ

た牛肉の生産技術や「おいしさ」の指標となる成分のゲノミック評価技術を確立し、牛肉生産技術に活用することで、福島牛の更なるブ
ランド力強化を図る。

背 景

従来の「霜降り」に、赤身肉の「うまみ」「おいしさ」を加える
～ブランド牛である福島牛のグレードアップ！～

事 業 の 内 容 目 指 す 姿

銘柄
『福島牛』

「おいしさ」に
優れた牛肉

福島牛を全国トップレベルのブランド牛へ！

ゲノミック評価を活用し、脂肪交雑に
優れた種雄牛の造成を図ってきた

平成30年度から・・・

しかし！

福島県では種雄牛造成に
関する牛のみ評価実施

●従来の霜降り肉●
脂肪交雑重視高級和牛肉

ゲノミック評価高度化事業
県内繁殖雌牛のゲノミック選抜に活用することにより、

牛群全体のレベルアップを図る。

＋ 牛肉本来のおいしさを
求める消費者の志向

＋ ＝

「霜降り」と
「おいしさ」の
バランスに

優れた牛肉の
生産

純粋な霜降り肉ではなく、「霜降り」と「おいしさ」のバランス
に優れた牛肉に対する嗜好が高まり、注目されている！

県内牛群全体のレベル
アップを図るため、種雄
牛だけでなく、繁殖雌牛
のレベルアップも必要！

全国トップの種雄牛誕生
＋

繁殖雌牛の能力アップ

県内牛群全体の
レベルアップ！

♂

♀

県民への良質な

牛肉の安定供給
が可能となる！

ブランド牛を
抱えた福島県の
『プライド』復活！

オレイン酸等の脂肪酸
組成に係る既存知見

福島大学
食農学類との連携＋

活用

●ゲノミック評価技術の活用●

味覚や牛肉のうまみに影響を及ぼす要因を分析し、

「霜降り」と「おいしさ」に優れた牛肉を探し出すことを目
指すとともに、ゲノミック評価にも活用することで、より
一層のブランド力強化を図る。

分析

今後の展望

＋

15

（空白）
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自給飼料生産復活推進事業（一部新規） 

１ 趣    旨 

収穫機械等による高品質発酵粗飼料の安定生産及び効果的な供給体制の確立に向けた各飼料生産組織等への取組を支援する。 

また、放牧地の利用再開を支援し、飼養管理労力の軽減を図る。 

 

２ 事 業 内 容 

（１） 粗飼料生産・放牧拡大推進事業 

  ア 地域自給飼料品質向上支援 

    県奨励品種の導入、生産履歴管理対策（ラベルプリンター）、品質保持・向上対策（乳酸菌添加剤等）、土壌成分分析、飼料成分 

分析への経費助成。 

イ 放牧再開支援 

  国・県等の試験研究成果を参考として、除染済み水田や放牧地を利用した安全な放牧再開の増加を支援。 

（ア）水田放牧メニュー：水田放牧に向けた放牧場の整備（畜種に応じた草種（県奨励品種）選定、電気柵等）の導入支援。 

（イ）一般放牧メニュー：放牧再開に向けた放牧場の整備（畜種に応じた草種（県奨励品種）選定、電気柵等）の導入支援。 

 

３ 事業実施主体   畜産農家等で構成する飼料生産組織、市町村、農業協同組合 等 

 

４ 予 算 額   ５，６２２千円 

 

５ 補 助 率   定額 

 

６ 事業実施期間   平成３０年度～令和３年度 

 

【担当課：生産流通総室畜産課 ０２４－５２１－７３６４】  
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粗飼料生産・放牧拡大推進事業

飼料生産基盤の回復及び新技術の普及を目指し、畜産農家や飼料
生産組織等が実施する自給飼料の高品質化・品質安定化に向けた取組
を中通り、浜通りを中心に定着
①高品質粗飼料拡大対策

・内 容：県奨励品種の導入、
生産履歴管理対策（ラベルプリンター）、
品質保持・向上対策（乳酸菌添加剤等）、
土壌成分分析、飼料作物成分分析

・補助率：１／２以内（ただし上限412千円/事業実施主体以内）
・所要額：3,708千円（412千円×9事業実施主体）

飼料生産の高度化、放牧再開の取組増加等により
県内自給飼料生産面積及び飼料自給率の目標達成へ

本県の飼料生産基盤は、原子力災害の影響を大きく受け、さらには担い手の高齢化と減少により、避難地域では壊滅的な被害を受けるとともに、避難地域以外でも
放射性物質の飛散に伴う飼料生産の不安から作付面積は減少している。そのなか、除染の進展に合わせて飼料生産組織等への支援を強化した結果、生産者団体で
のＴＭＲ生産供給体制の整備や大規模酪農家でのＴＭＲ調製機械導入が進められ、酪農家を主に一定程度定着した。あわせて、牛の飼料給与に欠かせない発酵粗飼
料の収穫調製等を行う飼料生産組織が６０組織誕生するなど県内飼料生産基盤が出来つつある。

しかし、除染に伴い地力にバラツキが見られるとともに、生産面積増加による大規模作業体系を推進する中で、生産飼料の安定した高品質化が課題となっている。

また、酪農経営における乳量・乳質向上を図る上で、デントコーンサイレージ等の発酵粗飼料は飼料給与技術のベースとなるものであり、高品質な発酵粗飼料生産・
供給が求められている。

そこで、各種事業で導入した収穫機械等による高品質発酵粗飼料の安定生産と、効果的な供給体制を確立するため、飼料生産組織等の取組を支援する

低コスト生産の一手法として定着していた放牧は、震災前に個別農家で２，０５４頭、８２６ｈａが放牧され、低コスト畜産の一手法として定着していたが、震災後、県内
公共牧場は１５牧場のうち７牧場で再開している反面、放射性物質の不安から個別農家では平成３０年度末現在３７１頭、８７ｈａと震災前の２割しか再開できていない。

一方、国・県の試験研究機関では震災後でも安全に放牧再開できる試験研究が進み、参考となる実証例も挙げられていることから、震災前後の国・県における試験
研究機関等での放牧実証事例を参考に、個別農家の放牧利用再開を継続的に支援し、畜産経営の中での飼養管理に係る労力の軽減と飼育方法の定着拡大を図る。

1 地域自給飼料品質向上支援

国・県等試験研究成果を参考として、除染済みの水田や放牧地を利用し
た安全な放牧再開の増加を支援
①水田放牧メニュー

・補助率：定額（ただし上限954千円/事業実施主体以内）
内容：放牧に向けた整備（牧草の品種選定、電気柵等）

・所要額：954千円（954千円×1事業実施主体）
②一般放牧メニュー

・補助率：定額（ただし上限480千円/事業実施主体以内）
内容：放牧に向けた整備（牧草の品種選定、電気柵等）

・所要額：960千円（480千円×2事業実施主体）

２ 放牧再開支援

放牧頭数
増加へ

総事業費 11,244千円（R2～3）
R2事業費 5,622千円
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農林水産分野イノベーション・プロジェクト推進事業（継続） 

 

１ 趣    旨  

浜通り地域等の農林水産業の復興再生を図るため、先進的な農林水産業を全国に先駆けて実践するのに必要な、ＩＣＴやロボット技術 

などの開発・実証を進めるとともに、先端技術や新たな情報を発信するセミナー等を開催する。 

 

２ 事 業 内 容 

（１） 除染後農地の地力の見える化事業 

表土削り取り除染後の土壌の物理化学性、放射性物質濃度の「見える化」技術を活用した地力ムラ改善技術の開発を目指した実証

研究を行う。 

（２） 高解像度衛星による水稲管理技術開発事業 

営農再開地域の水稲栽培において、衛星画像を活用した、生育、食味及び病害虫発生状況等の判断技術を開発する。 

（３） 野菜収穫ロボット開発実証事業 

ブロッコリーの花蕾の大きさを自動で選別して収穫できる機械の開発・実証を行う。 

（４） ＩＣＴ活用による和牛肥育管理技術開発事業 

適切な時期・状態での早期出荷等を図るため、と畜され枝肉となった際の肉質を生体から推定する技術を開発する。 

（５） 先端農林水産業技術普及啓発事業 

ＩＣＴやロボット技術等作業の省力化を図りながら、規模拡大を実現できる、農林水産業の各種先端技術を紹介するとともに、実

際に見て触れる体験型の展示会を開催する。 

 

３ 事業実施主体 

２の（１）、（２）、（４） 県、大学、民間企業等によるコンソーシアム 

２の（３） 県、民間企業によるコンソーシアム 

２の（５） 県 
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４ 予 算 額   １２６，５８９千円 

 

５ 補 助 率   ２の（１）、（２）、（３）、（４）… 定額 

２の（５）… － 

 

６ 事業実施期間   平成２８年度～令和２年度                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課：農林水産総室農林企画課 ０２４－５２１－８０２７  

農業支援総室農業振興課 ０２４－５２１－７３３６  
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先端技術等の導⼊による新しい農業の推進

重点推進計画における「農林⽔産分野」

○⽔稲の超省⼒・⼤規模⽣産の推進
○新たな⼟地利用型農業モデル構築
○環境制御型施設園芸モデルの構築
○「⾒せる農業」としての花きの振興
○⼤規模繁殖農場共同経営モデルの構築

県産材の新たな需要創出

⽔産研究の拠点整備による新たな⽔産業の確⽴

浜地域農業再生研究センター等における研究開発

農林⽔産分野における技術開発・実用化の推進

農林⽔産業の再開支援

⺠間企業等の参⼊促進

県産材の需要創出と生産基盤の整備

新たな⽔産業を実現するための技術開発

農林⽔産分野における技術開発・実用化の推進

先端技術情報等の発信等による技術の普及

【平成30年4⽉認定】

農林⽔産業の成⻑産業化の推進

拠点の整備及び研究開発の推進に関する取組

研
究
開
発
実
証

農林⽔産分野イノベーション・プロジェクト推進事業

除染後農地の地力の見える化事業

高解像度衛星による
水稲管理技術開発事業

ＩＣＴ活用による和牛肥育
管理技術開発事業

先端農林水産業技術普及啓発事業野菜収穫ロボット開発実証事業

ロボットトラクタ・除草ロボット 管理システム 苗木ロボット 水田除草ロボ アシストスーツ

 Ｈ３０まで事業完了

開発技術の導⼊促進

他の先端技術の
導⼊促進

・ 被災地域農業復興総合支援事業（施設の整備等）
・ アグリイノベーション活用型営農モデル推進事業

（先端技術を駆使した営農モデルの実証）
・ 原子力被災12市町村農業者支援事業（個人農家への支援）

各種事業を活⽤し、技術の普及・導⼊を図り、農林⽔産業の成⻑産業化

農林水産分野イノベーション・プロジェクト推進事業
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別紙様式 

福島県営農再開支援事業（継続） 

 

１ 趣    旨  

  原発事故により、農作物等の生産断念を余儀なくされた避難区域等においては、営農再開に向けた環境が整っていないことから、農

業者が帰還して、安心して営農再開できることを目的として行う一連の取組を支援する。 

 

２ 事 業 内 容 

（１） 除染後農地等の保全管理 

原則、除染作業が完了した農地のうち、将来、営農が再開される見込みのある農地であって、営農が再開されるまでの間、当該

農地における除草等の保全管理、地力増進作物の作付や肥料・土壌改良資材の施用等の土づくり、営農再開に必要不可欠な農道及

び用水路等の除草、清掃及び補修の取組を支援する。 

     

（２） 鳥獣被害防止緊急対策 

避難地域等の営農再開に向けて阻害要因となる野生鳥獣対策のため、被害防止活動の実施や被害防止施設の整備などの取組を支

援する。 

 

（３） 放れ畜対策 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径２０km圏内で放れ畜となった牛等について、営農再開や帰還の支障となってい

るものの捕獲に向けた柵等の整備、捕獲、マーキング等の作業等を実施する。 

 

（４） 営農再開に向けた作付・飼養実証 

ア 稲の実証栽培 

平成３０年産稲の作付再開準備区域等において、区域内に農地を有する農家等が帰還後に安心して水稲栽培を再開できる技

術体系を実証する取組を支援する。 
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イ 野菜等の出荷等制限解除 

避難指示解除準備区域等において、ホウレンソウ等の非結球性葉菜類、キャベツ等の結球性葉菜類、ブロッコリー等のアブ

ラナ科花蕾類、カブ等の出荷制限等の解除に向けた実証栽培を行う。 

ウ 野菜、花き及び飼料作物の実証栽培 

避難指示解除準備区域等において、野菜、花き及び飼料作物の営農再開に向け、収量・品質を確保する栽培管理等の手法を

実施するための取組を支援する。 

    エ 家畜の飼養実証 

      地域畜産の営農再開に向けて、安全な畜産物が生産出来ることを確認するための乳牛及び肉用牛の飼養実証に必要な経費を

支援する。 

オ 実証研究 

避難区域等において、農業者の営農再開に対する不安を払拭することで地域の営農再開等を進めるため、県が地域の協力の

もと、営農再開を希望する現地ほ場において、既存研究成果等を活用した実証栽培を行う。 

 

（５） 避難からすぐ帰還しない農家の農地を管理耕作する者への支援 

避難指示の解除や除染の終了等により営農再開が可能となった農地のうち、避難からすぐに帰還しない農家の農地等を作業受託

組織等が一時的に水稲、大豆、飼料作物などを栽培して管理耕作する場合に必要な農業機械の導入等を支援する。 

     

（６） 放射性物質の交差汚染防止対策 

放射性物質が付着した籾すり機等を使用することにより、農産物が放射性物質に汚染されること防止するため、交差汚染防止対

策の実施・指導に係る取組や籾すり機等のとも洗いに係る経費を支援する。 

 

（７） 新たな農業への転換支援 

土地利用型作物における大規模で効率的な生産体制構築のための大区画化・組織的経営による営農再開の取組や園芸作物におけ

る新たな栽培方法・品目への転換による営農再開の取組を支援する。 
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（８） 水稲の作付再開支援 

除染が終了した水田のうち、次年度に作付が再開される見込みの水田について、水稲の作付再開に必要な耕盤再形成や均平化の

ための代かき、獣害により損傷を受けた畦畔の修復に係る取組を支援する。 

 

（９） 除染後農地の地力回復支援 

    ア 堆肥・酸度矯正資材の施用による地力回復 

      除染特別地域で表土剥ぎによる除染を実施したほ場におけるたい肥等の調達経費・散布経費等を支援する。 

    イ 大型機械による深耕 

 除染特別地域で表土剥ぎによる除染を実施したほ場における大型機械による深耕を行うための経費を支援する。 

 

（10） 地域営農再開ビジョン策定支援 

    避難指示区域等の営農再開に向けて、農業者の意向把握、担い手の再編、農地の集積など地域営農の展望（ビジョン）を総合的

に検討するための取組を支援する。 

 

（11） 先端技術等を活用した大規模な営農再開拠点構築に向けた支援 

    ア 大規模な営農再開拠点の構築 

農業生産法人等が、市町村、農業協同組合、機械メーカー及び流通事業者等と連携し、大規模な営農営農再開拠点を構築す

るための先端技術の実装、新規作物の導入、管理耕作等の取組を支援する。 

    イ 大規模な営農再開拠点の構築体制の推進 

      アの成果の普及・啓発活動を実施する。 

 

（12） 放射性物質の吸収抑制対策 

土壌等に蓄積した放射性物質の農作物への移行の低減を図るため、カリ質肥料等の施用、低吸収品目・品種等への転換、果樹等

の改植・剪定、反転耕・深耕の対策を支援する。 
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（13） 放射性物質の吸収抑制対策の効果的な実施体制の整備 

放射性物質の吸収抑制対策等を効果的に実施するため、土壌・農産物等の分析、カリ散布状況等を記載した台帳の整備や現地調

査の実施などの取組を支援する。 

 

（14） 特認事業 

原子力発電所事故によって中止を余儀なくされた農産物生産の再開及び出荷制限等の解除への取組を阻害する課題に迅速に対応

するための取組を支援する。 

ア 営農再開に向けた復興組合支援 

復興組合等が営農再開に向けた農地の保全管理等の事業に取り組む際に必要となる経費を支援する。 

イ 稲作生産環境再生対策 

作付中止期間に獣害により損傷した畦畔等の修復や追加的に必要となった雑草等の防除のほか、避難区域等以外の地域にお

ける交差汚染を防止するための籾すり機等のとも洗いなどの取組を支援する。 

ウ 農業者の安全管理支援 

農業者が安心して営農できるよう、放射線に関する健康講座を開催し、農業者の安全管理を支援する。 

エ 斑点米対策 

カメムシ類による斑点米の被害に対応するため、色彩選別機のリース経費を支援する。 

オ 作付再開水田の漏水対策 

長期間にわたって水稲の作付を休止した水田における作付再開を円滑に推進するため、通常の営農活動に追加して行う漏水

対策を支援する。 

カ 「たらのめ」生産再開支援 

避難地域等において管理を再開した「たらのき」園地における追加的防除及び改植を支援する。 

キ 作付再開に伴う水稲苗の供給支援 

      米全量生産出荷管理等の対象区域において、水稲苗の育苗を他市町村で行う場合、生産した苗の区域内への輸送に必要な掛

かり増し経費を支援する。 

ク 避難指示解除区域における飼料生産供給対策 
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      避難指示解除区域で除染後農地を活用した飼料作物の作付と、生産された飼料の県内流通に必要な供給体制の整備、飼料分

析等を支援する。 

ケ 除染後牧草の品質・生産性回復対策 

      原発事故後に除染と吸収抑制対策（カリ質肥料の散布）を実施した牧草地を対象として、土壌分析結果に基づく苦土石灰の

施用を支援する。 

コ 有害鳥獣生息状況調査に基づく被害防止対策パッケージ実施支援 

県が市町村と連携し、イノシシ、ニホンザル等の生息状況等の把握などにより、対象地域内の状況を踏まえた総合的な対策を

講じる体制整備を支援する。 

    サ 集落単位等で農地を作付管理する地域への支援 

      集落ぐるみでの地域営農の再構築を図るため、実践モデルほ場の設置や農業用機械のリース導入、農地の作付管理等を支援

する。 

    シ 避難区域等における農業者等の確保支援 

      避難区域等における新規就農や企業参入等の実現可能性を把握し、地域営農再開ビジョン等へ反映していくため、活用可能

な支援策等の調査、就農・参入モデルの策定、就農・参入上の課題・要望調査、地域の受け入れ体制の調査、各種調査結果や

情報等のプラットフォームの構築の取組を支援する。 

    ス 担い手への農地集積に向けた準備への支援 

      地域営農再開ビジョン等により担い手への農地集積が見込まれる農地について、当該農地における除草等の荒廃防止、地力

増進作物の作付や肥料・土壌改良資材の施用等の土づくり、営農再開に必要不可欠な農道及び用水路等の除草、清掃及び補修

の取組を支援する。 

    セ 作付再開水田の均平化支援 

      新たに水稲等の作付を再開する農地又は再開して間もない農地において、大型機械による乾土均平の取組を支援する。 

 

３ 事業実施主体   （１）、（５）、（６）、（７）、（８）、（９）、（12）、（14）のセ 市町村、農業協同組合、農業者団体等 

（２）  市町村、協議会等 

（３）  県 
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（４）のイ、オ  県 

（４）のア、ウ、エ  市町村、農業協同組合、農業者団体等 

（10）  市町村、農業協同組合、協議会等 

           （11）のア  農業法人、農業協同組合等 

           （11）のイ 県 

（13）  県、市町村、農業協同組合等 

（14）のア、エ、ク  農業協同組合、農業者団体等 

（14）のイ、オ、カ、ケ、シ、ス  市町村､農業協同組合､農業者団体等 

（14）のウ、コ  県 

（14）のキ  市町村、農業協同組合等 

（14）のサ  農業者団体等 

 

４ 予 算 額   ４，９９６，９１１千円 

 

５ 補 助 率   定額、１／２以内等 

 

６ 事業実施期間   平成２４年度～令和２年度                                         

【担当課：農業支援総室農業振興課 ０２４－５２１－７３４４】  

 

28



福島県営農再開支援事業の活用イメージ

農
地
管
理

再
開
支
援

鳥
獣
害
対
策

●除染後農地等の保全管理（除草・地力増進作物の作付等）

令 和 ２ 年 １ 月
福島県農業振興課

●営農再開に向けた作付・飼養実証
・米・野菜・花き・飼料作物等の作付実証、乳牛・肉用牛の飼養実証 等
・県による展示ほの設置、現地検討会 等

●避難からすぐ帰還しない農家の農地を管理耕作する者への支援
・避難農業者に代わり耕作するための管理費 ・農業機械のリース・レンタル

●放射性物質の交差汚染防止対策（籾すり機等の「とも洗い」、玄米等処分経費）

●新たな農業への転換
・農業用機械・施設のリース ・土地利用型作物の大区画化整地費用
・園芸作物で新たに必要となる生産資機材

●水稲の作付再開支援
・通常営農に追加して実施する耕盤再形成のための代かき
・獣害により損傷を受けた畦畔の修復 等

●除染後農地の地力回復対策（堆肥等の調達・運搬・散布、土壌分析経費等、深耕に要する大型機械レンタル・雇用労賃等）

●地域営農再開ビジョンの策定支援（農業者の意向調査、ビジョン策定に向けた検討会 等）

●先端技術等を活用した大規模な営農再開拠点構築に向けた支援
・地域の営農の核となる新たな経営対等による先端技術の実装 等

●放射性物質の吸収抑制対策
・吸収抑制資材の施用 ・低吸収品目・品種等への転換 等

●放射性物質の吸収抑制対策の効果的な実施体制の整備
・農産物等の分析、訪問指導等に係る経費 等

◎営農再開に向けた復興組合支援（保全管理等に取り組む復興組合の運営事務経費）

◎稲作生産環境再生対策（作付再開等水田における畦畔修復）
◎稲作生産環境再生対策（再掲）
・作付再開水田における追加して行う雑草、病害虫防除費

◎農業者の安全管理支援（農業者を対象とした健康講座）

◎斑点米対策（色彩選別機のリース費用）

◎作付再開水田の漏水対策（通常の営農に追加して実施する漏水対策経費）

◎「たらのめ」生産再開支援（追加防除経費 等）

◎水稲苗の供給支援（他市町村からの苗の輸送費）

◎飼料生産供給対策（広域流通のための体制整備費、飼料分析経費）

◎除染後牧草の品質・生産性回復対策（石灰資材の購入経費）

◎被害防止対策パッケージ実施体制整備支援
・イノシシ、ニホンザル等の生息状況調査、総合的な対策の立案

◎集落等単位で農地を作付管理する地域への支援
・座談会、実践モデル圃場の設置、検討会等 ・農業機械のリース・レンタル
・農地の作付管理費

◎避難地域等における農業者等の確保支援（就農・参入に係る調査・検討の経費等）

◎担い手への農地集積に向けたの準備への支援
・営農再開ビジョン等による担い手への農地集積へ向けた準備としての
除草・地力増進作物の作付等

◎（新）作付再開水田の均平化支援（大型機械による乾土均平）

●鳥獣害被害防止緊急対策
・被害防止活動（箱わなの設置等）
・被害防止施設（電気柵・金網柵等）の整備
・緩衝帯の設置 等

基本事業： ● 特認事業： ◎
※実施時期は図のパターンと必ずしも一致しない。

営農再開に向けた条件整備 営農再開
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原子力被災１２市町村農業者支援事業（継続） 
 

１ 趣    旨  

  原子力被災１２市町村（田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘

村）において、営農再開等を行う場合に必要な農業用機械、施設等の導入を支援する。 

 

２ 事 業 内 容 

（１） 原子力被災１２市町村において、事業実施主体が営農再開等を行う場合、以下の取組に必要な経費について助成する。 

     ア 農業用機械等の導入 

        農作物の生産、流通、販売に必要な機械の導入に要する経費 

     イ 農業用施設整備・撤去 

        農作物の生産に必要な施設の整備・撤去に要する経費 

     ウ 果樹の新植・改植、花き等の種苗等の導入 

      

     

３ 事業実施主体   被災１２市町村において、営農再開や規模拡大、新規作物の導入等を行う農業者等 

（農業者、集落営農組織、農業法人等） 

  

４ 予 算 額   １，８３６，５９９千円 

 

５ 補 助 率   ３／４以内 上限１，０００万円×３／４ 

           （市町村が特に認める場合は、３，０００万円×３／４） 

 

６ 事業実施期間   平成２８年度～令和２年度                                         

【担当課：農業支援総室農業振興課 ０２４－５２１－７３４４】  
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原子力被災１２市町村農業者支援事業

原子力発電所事故の被災１２市町村において、農業の再生を進めるた
め、帰還して営農を再開する場合に必要な初期経費を支援する。

基金を造成し、被災１２市町村における営農再開に必要な機械・施設の
導入等を支援

支援内容

農業用機械の導入 施設の導入

営農を再開する農業者を対象に、
機械・施設の導入等の

初期経費に対して、補助率３/４の補助

【支援対象】

○ 帰還する農業者の初期投資を大幅に軽減
○ 農業者の自立を促進することにより、地域全体

の復興を加速化

国

福島県

帰還する農業者等

基金造成

69.5億円
+9.71億円

初期経費支援
(H28～R4)

令和２年度当初予算

1,836,599千円

(H28)+(R2)
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別紙様式 

放射性物質除去・低減技術開発事業（継続） 

 

１ 趣    旨  

安全・安心な農林水産物の生産に向けて、放射性物質の除去・低減等の技術開発を行う。 

 

２ 事 業 内 容 

（１） 農業における放射性物質の分布状況把握と除去・低減技術の確立（７１，６０４千円） 

放射性物質の分布状況及び動態を明らかにするとともに、地域の課題に応じた農産物からの放射性物質の除去・低減技術、土壌

改良資材等を用いた放射性物質の吸収抑制技術を開発する。 

 

（２） 放射性物質が森林・林産物に与える影響の解明と対策技術の確立（４０，７１４千円） 

森林内における放射性物質の動態を明らかにするとともに、林産物及び特用林産物への影響の把握と汚染低減技術を開発する。 

 

（３） 放射性物質が海面及び内水面漁業に与える影響把握（８５，９３７千円） 

海洋生物及び内水面魚類における放射性物質の移行、蓄積部位や蓄積・排出の過程を解明する。また、加工処理による低減技術

の開発、海底土壌中の放射性物質の動態調査に取り組む。 

 

３ 事業実施主体   県 

 

４ 予 算 額   １９８，２５５千円 

 

５ 事業実施期間   平成２４年度～令和２年度                                         

【担当課：農業支援総室農業振興課 ０２４－５２１－７３３９】  
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〈これまでの成果〉
・農地・果樹の除染技術

の開発

・カリ肥料による吸収
抑制対策技術の確⽴

・⼟壌や農作物中の
放射性セシウム濃度
の経時的変化の把握

など

放射性物質除去・低減技術開発事業（H24～R2） 【Ｒ２予算 １９８，２５５千円】

安全・安⼼な農林⽔産物の⽣産に向けて、東京電⼒(株)福島第⼀原⼦⼒発電所事故により放出された放射性物
質の除去・低減等の技術を開発する。

農業（農業総合センター） 【71,604千円】

令 和 ２ 年 ２ 月
農 業 振 興 課

森林・林業（林業研究センター）【40,714千円】

海面(⽔産海洋研究ｾﾝﾀー ・⽔産資源研究所)【58,347千円】

内⽔面（内⽔面⽔産試験場） 【27,590千円】

〈R2の研究内容〉
○営農再開地域における農作物

栽培のリスク評価

○除染後農地の地⼒回復技術の
確⽴

○カリ肥料施⽤量の最適化

○県内農地土壌の交換性カリ
含量の実態解明

など

〈これまでの成果〉
・樹木や山菜の初期汚染

実態の把握
・コナラ萌芽枝やスギ

材部の放射性セシウム
濃度推移の把握

・森林内の空間線量率
低減⼿法の検討

・スギ樹皮の放射性セシ
ウム濃度簡易推定技術
の開発 など

〈R2の研究内容〉
○コナラへの放射性セシウム

移⾏抑制⼿法の検討
○山菜への放射性セシウム

移⾏抑制⼿法の検討
○きのこ露地栽培における

放射性物質汚染対策技術の
確⽴

○森林内放射性セシウム分布の
モニタリング

など

〈これまでの成果〉
・ヒラメ等の放射性物質

濃度の推移、低減状況
の把握

・松川浦の底質、魚介類
に含まれる放射性物質
濃度の低下傾向の把握

・アオノリ加工工程での
放射性セシウム低減
対策の確⽴

・海底⼟壌中放射性セシ
ウム分布状況把握 など

〈R2の研究内容〉
○ヒラメ等の放射性物質蓄積

メカニズムの解明

○松川浦における放射性物質の
影響低減⼿法の開発

○コウナゴ、シラス等の加工
工程おける放射性セシウムの
効率的低減技術の開発

〇海底土壌中の放射性セシウム
濃度推移予測⼿法の開発など

〈これまでの成果〉
・河川・湖沼に⽣息する

魚類等の放射性物質濃
度の推移、低下傾向の
把握

・アユ、ヤマメ、ウグイ
等の放射性物質蓄積過
程や濃度低下の特徴の
把握

など

〈R2の研究内容〉
○河川・湖沼の魚類及び環境中

の放射性物質モニタリング

○居住制限区域等の河川・湖沼
における放射性物質濃度の
低下特性の把握

○ウグイの放射性セシウムの
蓄積・排出過程の解明

など
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別紙様式 

被災地域農業復興総合支援事業（継続） 

 

１ 趣    旨  

  原子力災害により被災した地域において、農業の復興のため、様々な農業用施設等を一体的に整備する必要がある。 

このため、市町村が実施する農業用施設の整備及び農業用機械の導入を総合的に支援し、地域の意欲ある多様な経営体の育成・確保

及び早期の営農再開を図る。 

 

２ 事 業 内 容 

（１） 被災市町村が被災農業者等への貸与を目的に、農業用施設・機械を整備する経費について補助する。 

    ア 交付対象 

・生産、加工、流通、販売に必要なハウス、水耕栽培施設、育苗施設、乾燥調製貯蔵施設、処理加工施設、集出荷施設等の

農業用施設 

・トラクター、田植機、コンバイン等の農業用機械 

※農業用機械施設補助の整理合理化通知は適応されない。 

     

３ 事業実施主体   原子力災害により被災した市町村（１２市町村） 

 

４ 予 算 額   １４，５７１，８０７千円 

 

５ 補 助 率   ３／４以内（別途、特別交付税措置予定） 

 

６ 事業実施期間   平成２５年度～令和２年度                                         

【担当課：農業支援総室農業振興課 ０２４－５２１－７３４４】  
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別紙様式 

企業農業参入サポート強化事業（復興）(継続) 

 

１ 趣    旨 

浜通り地域等における企業等の農業参入を支援し、本県農業の復興及び多様な担い手の確保に資する。 

 

２ 事 業 内 容 

被災地再生農業参入支援事業 

営農再開に向けた取組を行っている浜通り地域等において、担い手の確保や地域活性化を図るため、市町村や関係団体と連携しながら  

企業等の農業参入を支援する。 

 

３ 事業実施主体   公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構 

 

４ 予 算 額   ４９，６８４千円 

 

５ 補 助 率   定額 

 

６ 事業実施期間   平成３０年度～令和２年度                                         

【担当課：農業支援総室農業担い手課 ０２４－５２１－７３４０】  
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３　年次計画

10～12月 １～３月 ４～６月 ７～９月 10～12月 １～３月 ４～６月 ７～９月 10～12月 １～３月

地
域

企
業

誘
致

福島イノベーション・コースト構想推進基盤整備事業（被災地再生農業参入支援事業）の年次計画
令和２年１月１０日

１　事業目標
　　営農再開に向けた取り組みが始まっている浜通り地域等において、担い手の確保や地域活性化を図るため、市町村や関係団体と連携し、企業の農業参入を支援する。

２　活動内容
　　①浜通り地域等での聞取調査を踏まえた企業参入の受入体制の整備　②基本情報の整理　③課題を踏まえた対策　④現地視察(研修会)
　　⑤既農業参入の訪問による課題等の整理　⑥推進資料の作成　⑦企業参入相談会　⑧経営指標(モデル)作成　⑨誘致候補企業リスト
　　⑩企業の意向把握・現地案内　⑪農業参入にあたっての具体な課題の整理とその対策（地元と企業の合意形成）

平成３０年度 平成３１年度 令和２年度

基
本
情
報

(

候
補
地)

基
本
情
報

(

候
補
地)

企
業
参
入
相
談
会

企業の農業参入の

事例調査等

既農業参入企

業の現地視察

経営

モデル
推
進
資
料

誘
致
候
補
の
企
業
リ
ス
ト

企
業
の
農
業
参
入
・

今
後
の
誘
致
に
あ
た
っ
て
の

課
題
の
整
理

更新

次
年
度
に
取
り
組
む
べ
き
事
項
・方
向
性
等

次
年
度
に
取
り
組
む
べ
き
事
項
・方
向
性
等

更新

次
年
度
に
取
り
組
む
べ
き
事
項
・方
向
性
等

更新

浜通り地域等への

企業の『農業参入』

各市町村対

象の企業参

入研修会

企業の農業参入のための体制整備

整理すべき課題等

企業の農業参入の事例調査
企業訪問活動(意向把握)  誘致活動

企業訪問

参入の可能性・意向のある

企業や既農業参入企業の訪問

(規模拡大意向等のある企業)
【計１０回程度】

聞取調査＋フォローアップ【７市町村２団体】

浜通り地域等の企業参入体制の

整備に係る課題とその対策

聞取調査＋フォローアップ【１５市町村２団体】

浜通り地域等の企業参入体制の

整備に係る課題とその対策

聞取調査＋フォローアップ

【１５市町村２団体】

浜通り地域等の企業参入体制の

整理すべき課題等

企業の現地案内

①

②

②③ ③
③

④

④

① ①
①

① ①
①

⑤ ⑤ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

⑤

⑨
企業訪問・誘致活動⑤

⑤
⑤

⑩ ⑪ 地元と企業の合意形成

参入候補企業の意向確認方法の検討 企業の意向調査

更新

基本情報

（候補地）②

更新

更新

・必要に応じて、誘致候補企業の新規の訪問

・フォロー対応数（現地案内含む）

：１０社以上

誘致候補の企業リスト⑨ 更新
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別紙様式 

農業系汚染廃棄物処理事業（継続） 

１ 趣    旨  
放射性物質に汚染され、利用が困難となった農林業系汚染廃棄物の適切な処理や一時保管場所の巡回・モニタリング、修繕など、適

正かつ安全な保管状態を維持するために必要な経費及び一時保管場所に使用した農地の営農再開に向け、保管に要した資材の処分や農

地の再整備等の原状回復を支援する。 

 

２ 事 業 内 容 

（１）農業系汚染廃棄物処理事業 

   放射性物質に汚染され、利用が困難となった農林産物及び副産物等の農業系汚染廃棄物の適正な保管のための一時保管場所の設

置や廃棄物及び周辺環境のモニタリング等の市町村等が計画した取り組みを支援するともに、廃棄物の焼却等による減容処理終了

後、一時保管に使用した資材の処分や農地の原状回復等の取り組みを支援する。 

 

３ 事業実施主体   市町村、民間団体等 

 

４ 予 算 額   １８８，５３９千円 

 

５ 補 助 率   定額 

 

６ 事業実施期間   平成２３年度～令和２年度 

                                         

【担当課：農業支援総室環境保全農業課 ０２４－５２１－７４５３】 
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農業生産の
現場から、放
射性物質を
除去。

農林業の営
農活動の継
続を図る。

農業系汚染廃棄物処理事業(継続）

放射性物質に汚染され、利用が困難となった農林業系汚染廃棄物の適切な処理や一時保管場所の巡回・モニ
タリング、修繕など、適正かつ安全な保管状態 を維持するために必要な経費及び一時保管場所に使用した農地
の営農再開に向け、保管に要した資材の処分や農地の再整備等の原状回復を支援する。

放射性物質に汚染され
た農林産物とその副産
物、
及び農業生産資材等
（対象）
○暫定許容値以上の

たい肥、果樹剪定枝
○給与制限値以上の

稲わら・牧草
○その他：ほだ木など

対象となる農業系棄物 事業内容（支援の対象となる取り組み等）

○事業実施主体：市町村、民間団体等

○事業内容
・農業系汚染廃棄物の運搬
・農業系汚染廃棄物の一時保管場所の設置
・農業系汚染廃棄物の焼却等の減容化等の処理
・廃棄物及び周辺のモニタリング
・廃棄物の管理計画策定、事前調査
・一時保管場所の修繕・現状回復 など

○補助率： 定額

（減容化）

（廃棄物の一時保管）

（モニタリング）
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別紙様式 

農業近代化資金融通対策事業（継続） 

 

１ 趣    旨 

  意欲と能力をもって農業経営を営む者等に対し、農業経営の展開を図るために必要な長期・低利の資金を円滑に融通するため、当該

資金を融通した農協等融資機関に対し利子補給を行うとともに、原発事故により農業経営に影響を受けている農業者等に対して福島県

農業信用基金協会の債務保証にかかる保証料の一部を補助することで、農業担い手の経営規模拡大や営農再開した被災農業者の営農継

続等を支援し、農業経営の近代化や本県農業の更なる復興を図る。 

 

２ 事 業 内 容 

（１） 利子補給事業：農協等融資機関に対して利子補給を行う。 

区分 融資枠 貸付対象者 貸付利率 貸付限度額 償還期限（うち据置） 

①一般資金 １３億円 認定農業者、認定新規就農者、一定

の要件を満たす農業者（法人、集落

営農組織を含む）        等 

金融情勢に

より変動 

（個人）１，８００万円 

※知事特認 ２億円 

（法人・団体） ２億円 

          他 

原則１５年以内 

（７年以内） 

②復興 ３億 

６千万円 

上記のうち、 

原発事故の被災１２市町村の農業者

で営農再開し２年を経過した者  等 

（２） 保証料補助事業：福島県農業信用基金協会に対して保証料の一部を補助する。 

②復興 補助対象：借受者が福島県農業信用基金協会に支払う債務保証にかかる保証料 

補助条件：一括前取方式を選択する場合 

 

３ 事業実施主体 

（１） 利子補給事業：農業協同組合等融資機関 

（２） 保証料補助事業：福島県農業信用基金協会 
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別紙様式 

 

４ 予 算 額   ①一般資金：５３，０４６千円、②復興：１０，０７５千円 

  ①一般資金 ②復興 

令和２年度 当初 ５３，０４６千円 １０，０７５千円 

令和元年度 ２月補正 ４１，３０９千円  ５，０６２千円 

 

５ 補 助 率（利子補給率等） 

（１） 利子補給率 金融情勢により変動 

（２） 保証料補助 借受者が支払う保証料の１／２ 

 

６ 事業実施期間   ①一般資金：昭和３７年度～令和２年度、②復興：平成３０年度～令和２年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

【担当課：農業支援総室農業経済課 ０２４－５２１－７３４９】  
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①　貸付対象者
認定農業者等

②　貸付限度額
個人　１，８００万円、法人・団体　２億円

③　償還期限
　　原則１５年以内（据置期間７年以内）
③　利子補給
　　　金融情勢により変動
④　取扱融資機関
　　　県と利子補給契約を締結している農協、銀行、信金

①　対象者
　　　上記利子補給事業対象者のうち、原発事故の被災１２

市町村の農業者で営農を再開し２年を経過した者等
②　補助対象

　借受者が福島県農業信用基金協会に支払う債務保証
にかかる保証料

③　補助率
　　　借受者が支払う保証料の１／２

農業近代化資金融通対策事業

【事業イメージ】

《趣旨》
意欲と能力をもって農業経営を営む者等に対し、農業経営の展開を図るために必要な長期・低利の資金を円滑に融通するため、

当該資金を融通した農協等融資機関に対し利子補給を行うとともに、原発事故により農業経営に影響を受けている農業者等に対

して福島県農業信用基金協会の債務保証にかかる保証料を補助することで、農業担い手の経営規模拡大等や営農再開した被災

農業者の営農継続を支援し、農業経営の近代化や本県農業の更なる復興を図る。

県 農協等の

融資機関

借受者

（農業者等）

利子補給

低
利
貸
付

【事業内容】

（１） 利子補給事業（一般資金・復興）

福島県農業

信用基金協会

保証料補助（復興）

債務保証

（２） 保証料補助事業（復興）

保証料

補助
(1/2)

保証料（1/2）

43

（空白）
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別紙様式 

農家経営安定資金融通対策事業（継続） 

 

１ 趣    旨 

原発事故により農業経営に影響を受けた農業者、災害、営農のため生じた負債の解消や農業経営の規模拡大等のために農業者等が必

要とする長期・低利の資金を円滑に融通するため、当該資金を融通した農協等融資機関に対し利子補給を行い、農業経営の維持安定や

営農継続・営農再開を支援する。 

 

２ 事 業 内 容 

農協等融資機関に対して利子補給を行う。 

 

  ①一般資金（小災害資金（一般）、負債整理資金、農業経営高度化資金、中山間地域経営維持資金）、経営支援資金 

融資枠 貸付対象者 貸付利率 貸付限度額 償還期限（うち据置） 

７千１百万円 自ら農業を営み又は農業に従事する個人、

自ら農業を営み又は農業に従事する個人が

主たる構成員又は出資者となっている団体 

※資金により異なる 

金融情勢に

より変動 

３００～５００万円 

 

 

※資金により異なる 

５年以内～７年以内 

（１年以内） 

 

※資金により異なる 

 

  ②東日本大震災農業経営対策特別資金（原発事故対策緊急支援資金） 

融資枠 貸付対象者 貸付利率 貸付限度額 償還期限（うち据置） 

３億５千万円 平成２３年３月に発生した原発事故により

農業経営に影響を受けている農業者等 

４月１日 

時点で固定 

（個人）１，０００万円 

（法人・団体） 

    １，２００万円 

１０年以内 

（３年以内） 

 

３ 事業実施主体   農業協同組合等融資機関 

45

別紙様式 

 

４ 予 算 額   ①一般資金：３，８０８千円、②東日本大震災農業経営対策特別資金：１０，３１０千円 

  ①一般資金 ②東日本大震災農業経営対策特別資金 

令和２年度 当初 ３，８０８千円 １０，３１０千円 

令和元年度 ２月補正 １，８６６千円 １３，５４１千円 

 

５ 補 助 率（利子補給率） 

           ①一般資金：金融情勢により変動 

②東日本大震災農業経営対策特別資金：４月１日時点で固定 

 

６ 事業実施期間   ①一般資金：昭和５０年度～令和２年度 

           ②東日本大震災農業経営対策特別資金：平成２３年度～令和２年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

【担当課：農業支援総室農業経済課 ０２４－５２１－７３４９】  
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災害、営農のため生じた負債の解消や農業経営の規模拡大等の
ために資金を必要とする農業者等に融通する資金
①　貸付限度額
　　　資金使途に応じ３００万円～５００万円
②　償還期限
　　　資金使途に応じ５年以内～７年以内（据置期間１年以内）
③　利子補給
　　　金融情勢により変動

原発事故により農業経営に影響を受けている農業者等に融通する
資金
①　貸付限度額

１，０００万円（法人・団体　１，２００万円）
②　償還期限
　　１０年以内（据置期間３年以内）
③　利子補給
　　４月１日時点で固定 《取扱融資機関》

　県と利子補給契約を締結している農協、銀行、信金

農家経営安定資金融通対策事業

【事業イメージ】

《趣旨》
原発事故により農業経営に影響を受けた農業者、災害、営農のため生じた負債の解消や農業経営の規模拡大等

のために農業者等が必要とする長期・低利の資金を円滑に融通するため、当該資金を融通した農協等融資機関に

対し利子補給を行い、農家経営の維持安定や営農継続・営農再開を支援する。

県
農協等の

融資機関

借受者

（農業者等）

【事業内容】

（１） 一般資金

（２） 東日本大震災農業経営対策特別資金

低
利
貸
付

利子補給
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別紙様式 

東日本大震災農業生産対策事業（継続） 

 

１ 趣    旨 

東日本大震災により被害を受けた農業用施設、機械等の復旧、生産資材等の購入経費への助成等を通して被災地域の農業の復興を図る。 

 

２ 事 業 内 容 

（１） 生産関連施設整備 

（２） リース方式による農業機械等の導入 

（３） 生産資材の導入 

（４） 農地生産性回復に向けた取組 等 

 

３ 事業実施主体   市町村、農業団体、営農集団、農業生産法人 等 

 

４ 予 算 額   ２６４，９６４千円 

 

５ 補 助 率   82.5／100以内（国１／２以内、県32.5／100以内）、定額 

 

６ 事業実施期間   平成２３年度～令和２年度                                         

 

 

 

 

 

【担当課：生産流通総室園芸課 ０２４－５２１－７３５５】  
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東日本大震災畜産振興対策事業（継続） 

 

１ 趣    旨 

震災等からの早期の復旧・復興を図るため、生産力回復に資する家畜導入等に対して支援する。 

 

２ 事 業 内 容 

（１） 東日本大震災畜産振興対策推進事業 

ア 家畜改良体制再構築支援 

 

３ 事業実施主体   市町村、農業協同組合 

 

４ 予 算 額   ２８，００３千円 

 

５ 補 助 率   ８２．５／１００以内（国１／２以内、県３２．５／１００以内） 

定額 

 

６ 事業実施期間   平成２３年度～令和２年度                                         

【担当課：生産流通総室畜産課 ０２４－５２１－７３６６】  

50



東日本大震災漁業経営対策特別資金貸付事業（継続） 

 

１ 趣 旨 

東日本大震災及び東京電力（株）福島第一原子力発電所事故によって漁業者や水産加工業者による水産業活動は甚大な被害を受けた。

このため、被災漁業者や被災水産加工業者に対し、緊急に必要な設備や経営のための資金融通を支援し、漁業・水産加工業の継続・再開

の推進を図る。 

 

２ 事 業 内 容 

東日本大震災及び東京電力（株）福島第一原子力発電所事故による被害を受けた漁業者、水産加工業者に対する漁具・設備などの購入

資金、経営維持に必要な資金を円滑に融通するため福島県信用漁業協同組合連合会に資金預託を行う。さらに、福島県漁業協同組合連合

会、農林中央金庫と協調して利子補給を行い、無利子で貸付を行う。 

 

３ 事業実施主体   福島県信用漁業協同組合連合会 

 

４ 予 算 額   令和２年度 当初   ５１，１６７千円 

           令和元年度 ２月補正 ５０，７５２千円 

 

５ 補 助 率   利子補給率 年０．５％ 

 

６ 事業実施期間   平成２３年度～令和２年度 

 

 

 

【担当課：生産流通総室水産課 ０２４－５２１－７３７９】  
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東⽇本⼤震災漁業経営対策特別資⾦
震災及び原発事故の影響により被害を受けた県内の漁業者、⽔産加工者の漁業経営を支援する。

融資実績
経営資金、漁網、レーダー
漁具、エンジン、魚探
漁船、車両、等

2019 農林水産部 水産課

貸付原資

預託
債務保証
（保証人不要）

無利子
（期間最長10年）

消失した漁具購⼊や経営維持に必要な資⾦などを円滑に融通する。（県単事業）

県は0.5億円の原資を
融資機関に対し預託
する。

融資枠１億円とし、
県は農林中⾦と共に
融資枠の１/２ずつを
原資として預託。
貸付限度

個人５００万円
法人７００万円

県は融資保証機関に
対し本特別資⾦の融
資保証に係る25％の
債務保証を⾏うこと
で無担保、無保証人
(協会保証料・無料）
で融資を⾏う。
（保証期間１０年）

県は県漁連、農林
中⾦と共に１/３ず
つ融資に伴う利⼦
補給を⾏う。

これにより無利
⼦の融資を⾏う。
基準⾦利 １.５％
利⼦補給率 ０.５％
貸付期間１０年以内
（据置３年以内）

漁業者、⽔産加工者の
資⾦需要を機動的に支援

競争力
強化資金

経 営
資 金

漁業再建
資 金
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水産物流通対策事業（継続） 

 

１ 趣 旨 

東日本大震災により、流通加工業者が加工原材料を調達していた地域の漁港等が甚大な被害を受けたことから、被災漁港の水揚げが本

格的に再開するまで加工原材料を遠隔地から確保する必要がある。このため、遠隔地からの運搬料や、被災地域の漁協、流通加工業者等

が地域復興のために使用する流通デザインの包資材や販促用資材等にかかる経費等を支援する。 

 

２ 事 業 内 容 

漁協や水産加工協等が遠隔地から原料を確保するための経費（運搬料）等に対して支援する。 

 

３ 事業実施主体   福島県漁業協同組合連合会、漁業協同組合、水産加工業協同組合等 

 

４ 予 算 額   令和２年度 当初   ３４，３１４千円 

           令和元年度 ２月補正 １９，５６０千円 

 

５ 補 助 率   １／２以内 

 

６ 事業実施期間   平成２３年度～令和２年度 

 

 

 

 

 

【担当課：生産流通総室水産課 ０２４－５２１－７３７８】  
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漁場復旧対策支援事業（継続） 

 

１ 趣 旨 

東日本大震災によって、多くの建物等の破片が漁場に堆積し、漁業生産活動が困難となっている。このため、漁場生産力の回復のため

に、堆積物等の回収等を行う漁業者を支援するとともに、漁業者による対応が困難な漁場について、県が回収を行う。 

 

２ 事 業 内 容 

（１） 漁場生産力回復支援事業 

漁場には未だに建物等の破片の流入が続いているため、漁場から堆積物等の回収を行う漁業者グループを支援する。 

（２） 漁場堆積物除去事業 

漁場に堆積した建物等の破片の回収を実施する。 

 

３ 事業実施主体   （１） 福島県漁業協同組合連合会 

（２） 県 

 

４ 予 算 額   ２６８，０６６千円 

 

５ 補 助 率   （１） １０／１０以内 

（２） － 

 

６ 事業実施期間   平成２３年度～令和２年度 

 

 

【担当課：生産流通総室水産課 ０２４－５２１－７３７６、７３７８】 
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漁場復旧対策支援事業

東⽇本⼤震災によって沿岸漁場に流出した建物等の破⽚について、漁業者グループによる回収作業へ
の補助及び、専⾨業者による⼤型破⽚等の回収作業を⾏うことにより、漁場機能の回復を図る。

＜事業のイメージ＞＜事業の内容＞

１ 漁場⽣産⼒回復支援事業
漁業操業中に混入した建物等の破⽚の回収を⾏う漁業者

グループを支援する。

＜補助率＞
漁場⽣産⼒回復支援事業（県漁連事務費） 国10/10
漁業者等地域活動事業（漁業者活動経費）

国8/10 県2/10
＜事業実施主体＞
県（県漁連へ補助）

２ 漁場堆積物除去事業
県が業務委託により、起重機船等を使用し⼤型破⽚等の

回収を⾏う。

＜補助率＞ 国8/10 県2/10
＜事業実施主体＞ 県

＜事業の実施状況＞

起重機船 引き揚げ 取り壊し・
産廃処分

漁場堆積物除去事業

漁場⽣産⼒回復支援事業

小型船 底びき船
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経営構造改善事業（継続） 

 

１ 趣 旨 

東日本大震災により、本県水産業において重要な役割を果たしてきた水産業共同利用施設（荷さばき施設、加工施設、冷凍冷蔵施設等）

が甚大な被害を受けたことから、水産業の早期復興を図るため、施設等の整備を支援する。また、相馬市岩子地区において、東日本大震

災により被災し、沈下した浸水防護施設の整備を代行工事により支援する。 

 

２ 事 業 内 容 

（１） 水産業共同利用施設復旧整備事業 

東日本大震災により被災した漁協、水産加工協等が所有する共同利用施設等の整備を支援する。 

（２） 漁業集落防災機能強化事業 

相馬市岩子地区における浸水防護施設整備を相馬市に代わり工事を行う。 

 

３ 事業実施主体   （１） 漁業協同組合、水産加工業協同組合等 

（２） 県 

 

４ 予 算 額   ７４２，４４１千円 

            

 

５ 補 助 率   （１) ５／６以内 

（２) － 

 

６ 事業実施期間   平成２３年度～令和２年度 

【担当課：生産流通総室水産課 ０２４－５２１－７３７８】  
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経営構造改善事業

被災した漁業協同組合、⽔産加⼯業協同組合等の⽔産関係共同利用施設（荷さばき施設、活⿂
施設、給油施設等）の復旧整備を支援する。

＜事業のイメージ＞＜事業の内容＞

１ ⽔産業共同利用施設復旧整備事業

被災した漁業協同組合、⽔産加⼯業協同組合等の
⽔産関係共同利用施設の復旧整備を支援

○荷さばき施設
○⽔産物加⼯処理施設
○⽔産物鮮度保持施設
○給油施設
○養殖施設等

補 助 率 ５／６以内
事業主体 漁業協同組合、⽔産加⼯業協同組合等

＜補助対象施設の例＞
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共同利用漁船等復旧支援対策事業（継続） 

 

１ 趣 旨 

東日本大震災により、漁業生産の根幹である漁船・漁具の多数が甚大な被害を受け、漁業生産活動の継続が困難な状況となった。その

ため、漁業協同組合等が組合員の共同利用に供する漁船の建造、中古船の購入及び漁具の購入を行う取組を支援することで、早急な漁業

生産活動の継続・再開を押し進める。 

 

２ 事 業 内 容 

漁業協同組合等が、東北地方太平洋沖地震及びこれにより発生した津波により漁船・漁具を失った組合員のため、共同利用やリースに

より使用することを目的として行う漁船の建造、中古船の購入及び漁具の購入に必要な経費に対して補助を行う。 

 

３ 事業実施主体   漁業協同組合等 

 

４ 予 算 額   令和２年度 当初   ６４７，９９９千円 

           令和元年度 ２月補正 １２７，６４３千円 

 

 

５ 補 助 率   ７／９以内 

 

６ 事業実施期間   平成２３年度～令和２年度 

 

 

 

【担当課：生産流通総室水産課 ０２４－５２１－７３７９】  

59

共同利用漁船等復旧支援対策事業

被災した漁船等の早期復旧を図り、漁業生産力の面からふくしま型漁業の実現を支援

県内登録隻数１，１７３隻
（H23.3.10現在）のうち
７６０隻が全損。

壊滅的被害のため、漁業者
個人での復旧は困難！！

＜震災後の状況＞

漁業協同組合等が、被災し、漁船・

漁具を失った組合員のため、共同利

用やリースにより使用することを目

的として行う漁船の建造、中古船の

購入及び漁具に必要な経費に対し、

補助を行う。

◇補助率 ： ７／９以内

◇復旧実績（令和元年12月末現在）

漁船：２４９隻

漁具：１，８１５式

※着手中を含む。

＜事業の内容＞

漁
船
等
の
復
旧
・
操
業
再
開
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別紙様式 

復興基盤実施計画（継続） 

 

１ 趣    旨 

東日本大震災及び原子力災害により被害を受けた地域において、「福島再生加速化交付金」による農地・農業用施設等の整備を総合的

に実施するための調査・計画業務を行う。 

 

２ 事 業 内 容 

（１） 各事業に係る事業計画策定業務 

当該計画作成の対象地区について、整備の基本方針、整備の内容、費用の総額、効果算定等を定める。 

 

３ 事業実施主体   県 

 

４ 予 算 額   １０２，０００千円 

 

５ 補 助 率   定額（１０／１０） 

 

６ 事業実施期間   平成２８年度～令和２年度                                         

 

 

 

 

 

 

【担当課：農村整備総室農村計画課 ０２４－５２１－７４０６】  
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復興基盤総合整備事業（継続） 

１ 趣 旨 

津波により被災した地域と避難地域１２市町村における農業の速やかな復興・再生のため、農地・農業用施設の整備を総

合的に実施することにより、東日本大震災からの復興を円滑かつ迅速に推進し、安全で安心して暮らせる地域の再生を図る。 
 

２ 事 業 内 容 

（１） 農地整備事業（経営体育成型） 

（２） 農業基盤整備促進事業 

（３） 水利施設整備事業（基幹水利施設保全型） 

（４） 農地整備事業（通作条件整備型） 

（５） 農地防災事業（農村地域環境保全整備事業） 

（６） 中山間地域総合整備事業 
 

３ 事業実施主体   県 
 

４ 予 算 額   １２，５２２，５７７千円 
 

５ 負 担 率 

２の（１）一 般 地  域：国 ７５％、  県 １３.７５％ 等 

中山間地域等：国 ７７.５％、 県 １３.７５％ 等 

２の（２）       国 ７７.５％、 県 １６.２５％ 

２の（３）       国 ７５％、   県 １２.５％ 

２の（４）       国 ７５％、  県 １１／６０ 

２の（５）       国 ７５％、   県 １４.５％ 

２の（６）       国 ７７.５％、 県 １５.０％ 
 

６ 事業実施期間   平成２４年度～令和７年度                                         

 

【担当課：農村整備総室農村基盤整備課 ０２４－５２１－７４１０】  
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別紙様式 

復興再生基盤整備事業（継続） 
 

１ 趣    旨 

  東日本大震災による原子力災害から福島の農業を速やかに再生するため、原子力災害を受けた地域の農地、農業用施設及び集

落道等の整備を一体的かつ迅速に実施する。 

 

２ 事 業 内 容 

（１） 農地整備事業 

（２） 水利施設整備事業 

（３） 農地防災事業 

（４） 復興再生基盤総合整備事業 

（５） 中山間地域総合整備事業 

 

３ 事業実施主体   県 

 

４ 予 算 額   ８，０５１，３８８千円 

令和２年度 当初   ７，３１５，９６８千円 

         令和元年度 ２月補正   ７３５，４２０千円 

５ 補 助 率   ２の（１）一般地域 （ハード） 国１／２、県１／４～１１／３０（ソフト）国５０％、県５０％～１０．５％ 

           ２の（１）中山間地域等（ハード）国５５％、県２７．５％～３０％（ソフト）国５５％、県４５％ 

           ２の（２）                 国５０％、県２５％ 

           ２の（３）小規模              国５０％、県２８％～３７％ 

           ２の（３）大規模              国５５％、県２８％ 

           ２の（４）                 国５０％、県２５％ 

２の（５）                 国５５％、県３０％ 

           ※県補助率は事業メニューにより異なります。詳しくは担当課にお問い合わせください。 

 

６ 事業実施期間   平成２５年度～令和２年度 

【担当課：農村整備総室農村基盤整備課 ０２４－５２１－７４１８】  

63

災害調査事業（継続） 

 

１ 趣    旨  

農地、農業用施設、海岸保全施設及び地すべり防止施設の被害発生地区のうち、県営災害復旧事業を対象として、災害査定申請を 

早急かつ円滑に実施すべく、耕地災害、海岸および地すべり防止施設災害の調査等を実施する。 

 

２ 事 業 内 容 

農地、農業用施設、海岸保全施設及び地すべり防止施設の被害発生地区のうち、県営災害復旧事業について災害調査等を行う。 

 

３ 事業実施主体   県 

 

４ 予 算 額   ２８８，４００千円 

 

５ 補 助 率   １０／１０ 

 

６ 事業実施期間   令和２年度 

 

 

 

 

 

 

 

【担当課：農村整備総室農村基盤整備課 ０２４－５２１－７４１２】  
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耕地災害復旧事業（継続） 

 

１ 趣    旨  

異常な天然現象（降雨、洪水、暴風、高潮、地すべり、地震、低温、その他）により被災した農地、農業用施設を復旧し、生産 

基盤の回復を図る。 

 

２ 事 業 内 容 

  被災した農地、農業用施設の速やかな復旧を図る。 

（１） 事業採択の条件 

ア 事業費 

１か所の工事費が４０万円以上 

  イ 対象施設 

    国営または県営事業で造成された施設であって、復旧工事に高度な技術を要するまたは事業費が概ね５０，０００千円以上 

の施設 

  ウ 異常な天然現象の条件 

    降雨の場合：最大２４時間雨量が８０ｍｍ以上 最大時間雨量が２０ｍｍ以上 

（２） 採択する工種 

ア 農地 

田、畑 

  イ 農業用施設（関係受益戸数２戸以上） 

    水路、道路、頭首工、ため池、橋梁、揚水機、堤防、農地保全施設 

 

３ 事業実施主体 県 
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４ 予 算 額   ３，９９６，４００千円 

 

５ 補 助 率 

（１） 国庫補助率 

農地：５０％以内 農業用施設６５％以内 

国庫補助率は基本補助率であり、補助率増高制度による嵩上げがある。 

また激甚災害に指定された場合、激甚法による補助率の嵩上げがある。 

（２） 県補助率（県営事業として実施する場合） 

    農地：国庫補助残の３５／５０ 農業用施設２５／３５ 

 

６ 事業実施期間   災害が発生した年を含め原則３年間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【担当課：農村整備総室農村基盤整備課 ０２４－５２１－７４１２】  
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別紙様式 

ため池等放射性物質対策事業（継続） 

 

１ 趣    旨 

福島県の中通り・浜通りに位置するため池のうち、貯留水や底質等に含まれる放射性物質により営農や施設管理等に支障が生じて

いるため池について、営農再開・農業復興の観点から影響を低減することを目的とし、市町村がため池の放射性物質対策を実施して

いる。 

県はこれを推進するため、農業用ダムにおいて、放射性物質の動態を解析するためのモニタリング調査を行うとともに、県や市町

村が実施したため池の調査及び対策工のデータを整理し、取組を支援していく。 

 

２ 事 業 内 容 

（１） ダム・ため池のモニタリング調査 

ダム・ため池等における底質及び貯留水の放射性物質濃度等を把握するためのモニタリング調査を行う。 

 

３ 事業実施主体   県 

 

４ 予 算 額    ８２，０００千円 

 

５ 補 助 率    国 １０／１０  

 

６ 事業実施期間    平成２７年度～令和２年度 

 

 

 

【担当課：農村整備総室農地管理課 ０２４－５２１－７４１９】  
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（空白）
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別紙様式 

放射性物質被害林産物処理支援事業（継続） 

 

１ 趣    旨 

林産物の生産活動に支障をきたさないよう、放射性物質に汚染された林産物の処理等に要する経費を支援し、本県の林業・木材産業の

復興を図る。 

 

２ 事 業 内 容 

林産物の産業廃棄物処理等に要する経費を支援する。 

 

３ 事業実施主体   福島県木材協同組合連合会等 

 

４ 予 算 額   ７５５，４６７千円 

 

５ 補 助 率   定額（１０／１０以内） 

 

６ 事業実施期間   平成２５年度～令和２年度                                         

【担当課：森林林業総室林業振興課 ０２４－５２１－７４３２】 
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放射性物質被害林産物処理支援事業放射性物質被害林産物処理支援事業
【趣旨】林産物の⽣産活動に支障をきたさないよう、放射性物質に汚染された林産物の処理等に要する経費を支援し、本県の林

業・木材産業の復興を図る。

【事業内容】林産物の産業廃棄物処理や利活⽤に要する経費を支援する。

【予算額】755,467千円

【補助率】定額（10/10以内）

樹皮
（バーク） 国 福島県

木材関係団体等
※賠償対象となりうる樹皮の産業廃棄物
処理経費については東京電力に賠償請求。

東京電力

事業スキーム

製材工場等

産業廃棄物処理や利活用に要する経費支援
（貸付又は補助）
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別紙様式 

森林活用新技術実証事業（継続） 

 

１ 趣    旨  

放射性物質により、きのこ、山菜等の出荷制限やきのこ原木の供給へ影響を及ぼしていることから、きのこ等の再生産に向けた栽培

技術の実証やきのこ原木を生産する広葉樹の調査を行う。 

 

２ 事 業 内 容 

（１） 原木しいたけ露地栽培実証事業 

中浜通りの出荷制限地域を中心に、露地栽培をめざす生産者のほだ場において、今後の出荷制限の解除や再生産に向けた実証

試験を実施する。 

（２） 広葉樹安定供給調査事業 

コナラ等広葉樹の安定供給を図るため、非破壊検査機器を利用した各地域の原木汚染状況を調査し、広葉樹の林分毎の供給可

能量を推定する。 

（３） 山菜生産再開のための技術検証事業 

山菜栽培ほ場において、生産環境再生に必要となる条件を調査し、生産再開方法を検証する。 

 

３ 事業実施主体   県 

 

４ 予 算 額      ５６，８００千円 

 

５ 補 助 率   － 

 

６ 事業実施期間   平成２８年度～令和２年度                                         

【担当課：森林林業総室林業振興課 ０２４－５２１－７４３２】 
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森林活用新技術実証事業

県内における特用林産物の生産再開

◎原木しいた露地栽培実証事業

原木露地栽培における再生産の検証

◎広葉樹安定供給調査

非破壊検査機器を利用した各地域の

原木汚染状況の把握と供給可能量の

推定

◎山菜生産再開のための技術検証事業

山菜栽培ほ場における、生産環境再生

条件の検証

林分毎に抽出検査

きのこ原木生産可能林分検索

県内生産者のほだ場で露地栽培検証

出荷制限解除や再生産に向けたデータ収集

生産環境の再生に係る調査

安全に生産・収穫ができる生
産方法の構築
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別紙様式 

安全なきのこ原木等供給支援事業（継続） 

 

１ 趣    旨  

放射性物質による森林汚染の影響によりきのこ原木等の価格が高騰していることから、きのこ生産者の負担を軽減する取組を行う団

体を支援する。 

 

２ 事 業 内 容 

きのこ生産者のきのこ原木等生産資材導入に要する経費の負担軽減を図る取組について補助する。 

 

３ 事業実施主体   農業協同組合、森林組合等 

 

４ 予 算 額      ２７６，３３５千円 

 

５ 補 助 率   震災前購入にかかる経費（消費税を除く）の１／２以内 

 

６ 事業実施期間   平成２３年度～令和２年度                                         

【担当課：森林林業総室林業振興課 ０２４－５２１－７４３２】 
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安全なきのこ原木等供給支援事業のフロー

○事業主体　生産者への確認　

○農林事務所　事業主体からの提出書類の確認　　
　　補助金交付申請を行う際に添付する補助金算出表を用いて、個々の生産者が
　どこから資材を購入するか確認する。

　　事業主体から直接購入する場合を除き、どこで購入するか、申請先はどこか確認する。　　　　　

県内外の

○原木生産事業者

○おが粉製造事業者

○きのこ種菌メーカー

事 業 主 体

○農業協同組合
○森林組合
○福島県森林・林業・緑化協会 等

事業主体が、組合員、会員であるきのこ生産者
等からの要望に基づき、生産資材の調達、配分
調整等を行う。

県

きのこ原木等の供給

購入代金の支払い

補助金交付申請

補助金の交付

○生産者（きのこ・木炭）

要望 きのこ原木等の納品

東京電力

賠償請求

賠償金支払

74



インバウンドを通じたふくしま産農産物等販売促進事業（一部新規） 

 

１ 趣    旨  

訪日外国人は２０１８年に３，１１９万人となり、本県における外国人宿泊者数も大きな伸びを示しているものの、全国比 

０． ２％と依然として少ない状況である。このため、外国人観光客が数多く訪れる都内の人気飲食店などで外国人観光客に県産農産物を 

食べてもらう機会を創出することで、本県への誘客と販路拡大に寄与する。 

 

２ 事 業 内 容 

都内の外国人が多く訪れる飲食店等と連携し、果物等を主とする県産農産物を活用したコラボ商品の開発等により消費拡大や誘客促進

のためのＰＲを行う。 

 

３ 事業実施主体   県 

 

４ 予 算 額   １９，６０７千円 

 

５ 事業実施期間   令和元年度～令和２年度 

 

【担当課：生産流通総室農産物流通課 ０２４－５２１－８０４１】 
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■外国人に人気の都内の飲食店
等と連携し、果物等を主とする
県産農産物を活用したコラボ商
品を開発・販売

・飲食店等２店舗以上で実施
・果物を活用した商品の開発
・開発した商品の販売フェアを原
則計４回以上実施

「インバウンドを通じたふくしま産農産物等販売促進事業」取組イメージ「インバウンドを通じたふくしま産農産物等販売促進事業」取組イメージ

【事業目的・背景】
外国人観光客が数多く訪れる都内の人気観光地などで、県産農産物を食べてもらう機会を作るとともに、SNS等により県産農産物の魅⼒を発

信し、食を通じた「FUKUSHIMA」のイメージ向上と県産農産物の新たな販売拡⼤につなげる。

農 産 物 流 通 課

期待される効果

Fukushimaの魅⼒アップ 
福島への興味・関心の高まり 

Fukushima
Delicious
Shop

外国人に人気の観光地で
県産農林⽔産物を食べて
もらう機会等を作り、販売
促進と魅⼒を発信する 

事業のねらい

・くだもの王国
「Fukushima」と
してのイメージ向
上 

・他店への波及に
よる消費拡⼤ 

農
産
物
の
ブ
ラ
ン
ド
力
向
上
！

・本県の果物を目
的とした外国人観
光客の増加

福島県

0.2% 東京都

24%
2,176万人

その他

75.8%

訪⽇外国人宿泊客
全国 約8,859万人
福島県 約15万人

（0.2%）

＜主な観光地＞
新宿、浅草、
銀座、秋葉原、
渋谷、上野、
お台場、築地 等

2018年
外国人宿泊者（全国）

（8,859万人泊）

①人気の飲食店等とコラボ①人気の飲食店等とコラボ ②体験を通したファン醸成②体験を通したファン醸成 ③インフルエンサー・SNSの活
用による情報の発信・拡散

③インフルエンサー・SNSの活
用による情報の発信・拡散

パーラーシェフ
によるスイーツ

づくり体験

飲食店でのフェアに絡めて、ミデッテの
クーポン券をプレゼントすること等を検討

オリ・パラの

時期に合わせた
果物・スイーツ販売

2018年
訪⽇外国人の割合

3,119万人 韓国

中国台湾

香港

出典 JTB総合研究所

ターゲットは東アジア
の外国人観光客

オリンピック・パラリンピックの開催 

■アンテナショップ「ミデッテ」
との連携

・インフルエンサーを対象とした
スイーツ体験フェア

・フェアからミデッテへの誘客

■コラボ飲食店の店頭を利用
した販売会の実施

観光交流局や他事業との連携

観光交流局との連携
インフルエンサーから観光交流課での
イベント等の告知も含め発信を促す

観光交流局との連携
・店舗にてチラシ・パンフレットの配布
・店舗設置タブレットで観光交流課の動画を閲覧可に
・専用HPにて観光交流課の旅行関連HPのリンクを掲載を

観光交流局との連携
1日5,000人以上の外国人へｱﾌﾟﾛｰﾁできる
新宿高野店舗前にて共同ﾌｪｱの開催（予定）

フェア実施時や招へい事業等における
SNSなどの情報発信により、来県したいと
思わせるきっかけをつくる

■県産農産物を食べた
外国人自らがSNSで情
報発信(促進する取組)

■インフルエンサー・SNSを
活用し、写真や食の魅⼒
を発信・拡散

■テレビ・雑誌・WEB等で
の露出展開

【情報発信言語（必須）】
中国語、英語
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別紙様式 

農林水産物等緊急時モニタリング事業（継続） 

 

１ 趣    旨  

本県産の農林水産物等の安全性を確保するため、緊急時モニタリング検査を実施するとともに、その結果を消費者や生産者、流通業者 

 等に迅速に公表する。 

 

２ 事 業 内 容 

 本県産の農林水産物等（穀類、野菜、果実、原乳、肉類、鶏卵、山菜、きのこ、水産物、飼料作物等）のモニタリング検査を実施し迅

速に公表する。 

 

３ 事業実施主体   県 

 

４ 予 算 額   ５２１，６５９千円 

 

５ 補 助 率   － 

 

６ 事業実施期間   平成２５年度～令和２年度   

                                       

 

【担当課：農業支援総室環境保全農業課 ０２４－５２１－７３４２】  
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Ｕ－８容器 ：２，０００秒
０．７Ｌマリネリ容器： ６００秒

農業総合センターへのサンプル搬入
対象品目：穀類、野菜、果実、原乳、肉類、鶏卵、山菜、

きのこ、水産物、飼料作物等

サンプルの前処理

（細断、容器へ充填）

検
査
結
果
は
直
ち
に
公
表

基準値（１００Ｂｑ/ｋｇ）
以下

基準値（１００Ｂｑ/ｋｇ）
超過

出荷・流通 出荷自粛・出荷制限

農林水産物等緊急時モニタリング事業

分析
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別紙様式 

第三者認証ＧＡＰ取得等促進事業（継続） 

 

１ 趣    旨 

 風評対策を効果的に進めるため、産地が安全性を客観的に消費者等へ説明できる第三者認証ＧＡＰ等を導入して、東京オリンピック・

パラリンピックへの食材供給を通じた情報発信を行い、消費者の信頼回復を図る。 

 

２ 事 業 内 容 

（１）第三者認証ＧＡＰ等の導入支援（補助事業） 

  ア 認証ＧＡＰの取得・継続支援 

   ＧＬＯＢＡＬＧ．Ａ．Ｐ．、ＡＳＩＡＧＡＰ、ＪＧＡＰ、ＦＧＡＰ（ふくしま県ＧＡＰ）等の取得や継続に係る経費を支援する。 

イ ＧＡＰ活用モデルの育成 

   加速的に進めるために、市町村によるＧＡＰ取得促進・活用の取組を支援する。 

（２）放射性物質対策マニュアル作成支援（補助事業） 

ＧＡＰに取り組む産地の放射性物質対策を盛り込んだマニュアル作成を支援する。 

（３）県推進事業 

  ア ＧＡＰ認証取得等支援の体制整備 

     生産者や指導者向け研修会の開催、ＦＧＡＰの審査体制の整備と取組拡大、産地情報の提供等を行う。 

  イ ＧＡＰ指導員資格等取得事業 

県農林事務所等職員のＧＡＰ指導力向上を図る。 

 

３ 事業実施主体 

２の（１） ア 出荷団体、農業法人等   

イ 市町村 

２の（２） 農業協同組合、出荷団体等 

２の（３） 県 
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４ 予 算 額   ３２８，６７５千円 

 

５ 補 助 率 

２の（１） 定額 

２の（２） 定額 

 

６ 事業実施期間   平成２８年度～令和２年度 

 

【担当課：農業支援総室環境保全農業課 ０２４－５２１－７３４２】  
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第三者認証ＧＡＰ取得等促進事業

（事業概要）

（事業の必要性）

県産農林水産物の安全性の確保と信頼される産地をめざし、風評払拭及び産地におけるＧＡＰの取組強化のため、第三者認証ＧＡＰ
の取得を支援する。また、国ガイドラインに準拠しているふくしま県ＧＡＰ（ＦＧＡＰ）の推進を同時に図り、東京オリンピックパラリンピック大
会への食料供給体制を整える。

ＧＡＰ活用
モデル支援

放射性物質対策マニュアル作成支
援事業 【3,375千円】

○放射性物質対策に取り組む産地
に対して、ＧＡＰマニュアル作成
等の取組を支援する。

・補助先 ⽣産団体
・補助率 定額

※東日本⼤震災農業⽣産対策
交付⾦

放射性物質対策
マニュアル作成支援

第三者認証ＧＡＰ導入支援事業
【309,867千円】

○第三者認証ＧＡＰの取得を支援す
るため、認証取得に係る経費を補
助する。

・第三者認証ＧＡＰ（グローバルＧ
ＡＰ、ＪＧＡＰ等） １０８件想定

○ＦＧＡＰの推進を図るため、取得
に係る経費を補助する。また、認
証体制を整備し、⾒える化システ
ムを構築する。

・ＦＧＡＰ認証 ７９件想定

○実践産地に対する指導支援
（県推進事業）

第三者認証ＧＡＰ
導入支援

ＧＡＰ指導員資格等取得事業
【5,433千円】

○ＧＡＰの現地支援を強化するた
め、農林事務所職員等の資質向上
を図る。

○教育機関でのＧＡＰ推進を図るた
め、農業短期⼤学校及び農業高校
職員も対象とする。

・研修概要 ＪＧＡＰ指導員研修、
内部監査員研修

・対象者 各農林事務所、
農業短期⼤学校
各農業高校担当教諭等
県庁職員等（88名想定）

ＧＡＰ指導員
資格取得

風評の払拭と風化対策を認証ＧＡＰの導入を通じて推進！
東京オリンピック・パラリンピックへの食材供給を通じた情報発信と消費者の信頼回復！

ＧＡＰ活用モデル事業
【10,000千円】

○市町村による販路までつながるＧ
ＡＰ取組体制の構築やこのための
認証取得支援、集落営農等の地域
ぐるみのＧＡＰ取組支援、ＧＡＰ
認証農産物を活⽤したブランド化
などビジネスモデル実証等を支援
する。

・補助対象 市町村
・補助率 定額
・補助対象件数 ５件想定

81

（空白）
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別紙様式 

ふくしまの恵み安全・安心推進事業（継続） 

 

１ 趣    旨  

風評対策のため、産地が行う農林水産物の放射性物質検査や放射性物質汚染防止対策など、総合的な安全確保の取組を支援するとと

もに、流通消費段階における安全情報の見える化（情報開示）によって、消費者の信頼向上のための活動の更なる充実を図る。 

２ 事 業 内 容 

（１） 安全管理システム緊急強化対策事業 

産地の放射性物質検査体制の強化を支援し、検査結果等の見える化を推進する。 

（２） 安全管理システム地区推進事業 

産地における分析機器等の整備、地域協議会の設置と運営等を支援する。 

（３） 安全・安心見える化対策事業 

    放射性物質検査結果等の情報を消費者に提供するため、農林水産物安全管理システム等の構築を進めるとともにホームページ等

より情報を発信する取組を支援する。 

（４） 海の恵み安全・安心推進事業 

    試験操業の拡大と早期の漁業再開を図るため、産地が行う放射性物質検査を支援する。 

３ 事業実施主体   県（2-(1)）、県協議会（2-(1)(2)(3)）、地域協議会（2-(2)(3)）、県漁連（2-(4)）等 

４ 予 算 額   ５０３，０８９千円  

５ 補 助 率     １０／１０以内 

６ 事業実施期間   平成２４年度～令和２年度                                         

            

             

 

                 【担当課：農業支援総室環境保全農業課 ０２４－５２１－７３４２             

  生産流通総室水田畑作課、園芸課、水産課、森林林業総室林業振興課】 

83

・産地における米、
青果物、林産物、水
産物の検査

流通・販売業者

消 費 者

安全管理
システム

（検査結果、取組確認
産地情報等）

ふくしまの恵み安全
対策協議会（県域）

地域の恵み安全対策協議会
（市町村、ＪＡ、出荷団体等）

38協議会（53市町村）

検査機器等の整備

福島県

ふくしまの恵み安全・安心推進事業

・米ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ式検査機器
・簡易検査機（NaIｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ）

検査結果
のアップ

○県協議会の開催
○安全管理システ
ムの管理運営

○検査の取組PR
など

連携

確認

地域協議会の設置

補助
指導
助言

○消費者へ検査結果の伝
達 など

○安心な農林水産物の流
通、信頼度アップ

○県産農林水産物の風評
払拭

○販売量及び販売価格の
回復

産地支援活動

検査結果の見える化 県内産地の理解促進

伝達

県産農林水産物の安全を確保する取組

検査結果データの確認

確認

【産地における自主検査】
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別紙様式 

環境にやさしい農業拡大推進事業（継続） 

 

１ 趣    旨 

本県産農産物のイメージアップと風評払拭を効果的に進めるため、東京オリンピック・パラリンピックの開催に伴い、需要が拡大する

有機農産物等の生産・流通体制を整備し、付加価値の高い有機農産物の供給拡大を進める。 

 

２ 事 業 内 容 

（１） 有機ＪＡＳ認証拡大支援事業 

  ア 有機ＪＡＳ認証取得支援  イ 有機ＪＡＳ認証（小分）取得支援 

（２） 環境にやさしい農産物供給体制の整備 

有機農産物の生産規模や品目の拡大、出荷の安定化に向け有機農業者等が共同で利用する施設・機械の導入経費を支援する。 

（３） 有機・エコ農産物の消費流通拡大支援事業 

    有機農産物の理解促進・消費拡大に向けたセミナー、収穫体験、マルシェ等の啓発活動を実施する。また、新たな販路開拓・拡大

を促進するため、実需者向けの産地見学会や商談会を開催するとともに、首都圏飲食店を対象とした需要調査や試験販売等を実施

する。 

（４） 有機農業技術研究開発 

    有機水稲の稲わら等副産物還元による低投入技術及び除草技術の確立や機能性の高い有機野菜の生産技術の確立に取り組む。 

（５） 新たに開発された技術等の実証・普及展示 

    県内に実証展示ほを設け、有機農業技術や有機農産物の生産拡大に寄与する技術を地域農業者へ普及定着を図る。 

３ 事業実施主体   ２の（１）のア 農業者(法人、組織含)、イ 民間事業者  ２の（２） 農業者組織（農業者等２名以上） 

２の（３）（４）（５） 県 

 

４ 予 算 額   ４０，８４４千円 
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別紙様式 

５ 補 助 率   ２の（１）ア 新規認証３／４以内、継続認証１／２以内 

２の（１）イ 認証取得 定額(上限３００千円） 施設整備 １／２以内（上限２,０００千円） 

２の（２）導入経費の１／２以内（上限１０，０００千円） 

 

６ 事業実施期間   平成２９年度～令和２年度 

 

   【担当課：農業支援総室環境保全農業課 ０２４－５２１－７４５３】  
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環境にやさしい農業拡大推進事業

事業の内容

東京オリンピック開催に伴い、需要が拡大する有機農産物等の生産・流通体制の整備し、付加価値の高い有機農産物の供給拡大
を進めるため、有機ＪＡＳ認証取得経費を始め、機械・施設の導入経費の支援や有機農産物の理解促進、新たな販路開拓・拡大に向
けた取組、有機農産物の安定生産に向けた研究開発などを行います。

有機栽培面積・生産量の拡大

○有機ＪＡＳ認証取得支援

取組農家数が拡大

認証費用の補助

○環境にやさしい農産物供給体制の整備

水田除草機、紙マルチ田植機、パイプハウス等の整備

○有機小分認証取得支援

流通業者の小分認証新規取得を支援

分
割
陳
列

○ 有機・エコ農産物消費流通拡大支援
（１）セミナー、収穫体験、マルシェ等による啓発活動
（２）商談会、産地見学会、需要調査、試験販売等による新

たな販路開拓・拡大の促進

有機農産物の理解促進・消費流通の拡大

有機農業の技術研究開発、実証

○栄養・機能性成分の高い有機農産物を生産する技術開発
○有機農産物の安定生産に向けた栽培技術の確立

農家の有機ＪＡＳ認証を取得するための経費を支援

○新たに開発された技術等の実証・普及

有機栽培実証ほ

面積を拡大したい

機械・施設を共同で利用したい
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ふくしまプライド農林水産物販売力強化事業（一部新規） 

 

１ 趣    旨 

「ふくしまプライド」のキャッチフレーズのもと、関係団体との連携によるオールふくしまの取組により本県農林水産物の魅力等の発

信や小売店等でのフェア、トップセールスなどを通じ、積極的に販路拡大を図るとともに、輸入規制を実施している国・地域等に対して

正確な情報を発信することで販路を回復し、本県の基幹産業である農林水産業の復興を目指す。 

特に、東京２０２０大会をＰＲの絶好の機会と捉えて情報を発信し、一層の販路拡大を図る。 

 

２ 事 業 内 容 

（１） みんなのチカラで農林水産絆づくり事業 

販売促進キャンペーン等の展開により、県内外の実需者及び消費者に直接目に見える形で県産農林水産物の魅力・安全性を訴えか

け、積極的に販売・使用・購入する機運を高め、生産者と消費者の絆を取り戻す。  

   ア 「がんばろう ふくしま！応援店」等拡大事業 

     応援店キャンペーンの実施 

   イ 農林水産物利用推進絆づくり事業 

     県内量販店等において農林水産物の魅力と安全性をＰＲする「おいしいふくしま いただきます！」キャンペーンの実施 

 

（２） 「オールふくしま」によるプロモーション対策 

農業関係団体等、多様な主体による販路拡大等に向けた取組を促すことにより、県内各産地や品目別の状況に応じた販売力の強化

を図る。 

   ア ふくしま米消費拡大推進事業 

   （ア）県内外米消費拡大推進事業 

量販店・各種イベントにおける消費拡大キャンペーン等の実施 

   （イ）ふくしま米ブランド販路拡大推進事業 
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     ア）試食会 

     イ）オリジナル米の販売促進ＰＲ活動 

（ウ）ふくしま米ブランド化推進事業 

令和３年度に本格デビュー予定の「福島４０号」のブランド化に向けた取組の実施 

イ ふくしまの畜産ブランド再生事業 

   （ア）おいしい「ふくしまの畜産」消費拡大事業 

      畜産物の消費拡大イベントの実施及び畜産団体の活動への支援 

   （イ）「福島牛」ブランド再生事業 

      安全性のＰＲや「福島牛」販路拡大への支援 

   ウ 「ふくしまプライド。」県産農林水産物販売拡大支援事業 

   （ア）市町村事業 

      市町村が実施する販売促進ＰＲ活動等への支援 

   （イ）民間団体事業 

      民間団体が実施する販売促進ＰＲ活動や、ＧＡＰによる生産物ＰＲ、パッケージングの向上などへの支援 

   （ウ）県域農業団体事業 

      県域農業団体が実施する販売促進ＰＲ活動や、ＧＡＰによる生産物ＰＲ、パッケージングの向上などへの支援 

エ 「福島の食のプラットフォーム」に対する活動支援 

  農林漁業者、消費者、実需者（バイヤー）及び若手農業者を繋ぐ取組「福島の食のプラットフォーム」を実践する団体の活動を

支援する。 

   オ 県産農林水産物の利用拡大支援事業 

     生産者の思いや農林水産業の実情、県産食材の安全性を子ども達や保護者、地域住民に伝えるとともに、地元の農林水産物など

を食材として取り入れる学校、病院の自主的な取組を支援し、県産食材の安全性に対する理解の促進と、学校給食や病院食におけ

る県産農林水産物の消費拡大を推進する。 

 

（３） うまいぜ！ふくしま！農林水産物情報発信事業 
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    県産農林水産物に対するイメージ向上を図るとともに、販路拡大をより効果的に推進するため、マスメディアを活用した対策を実

施する。 

    また、農林水産物の風評に関する調査を行い、関係団体とともに効果的な情報発信対策や販路拡大対策を検討する。 

   ア テレビを用いたＰＲ 

   イ メディアミックスによる相乗的な情報発信 

   ウ 効果的な情報発信・販路拡大対策の検討 

 

（４） 県産農産物等輸出回復事業 

 原子力発電所事故により、輸入停止や放射性物質検査等の輸入規制措置を課している主要国等に対して、本県産農産物等の安全性

を積極的に発信する等、規制解除と販路の拡充を推進する。 

ア 海外への安全・安心ＰＲ、情報発信 

（ア）様々な媒体を活用した情報発信 

県産農林水産物の魅力などを発信する動画やＰＲパンフレット等を作成し、「ふくしまの今」を全世界へ発信する。また、ス

マートフォンに対応した海外向けＷＥＢサイトを立ち上げ、これまで作成した動画等を連動させるとともに、電子地図からの誘

導広告を制作する。 

（イ）有望輸出国・地域での展示会等出展 

 

震災以前に輸出実績のあった国・地域で開催される展示会等に出展し、本県の安全安心の取組をはじめ、農林水産物等の魅力

のＰＲを行う。 

（ウ）有望輸出国・地域の「食」「農」関係者招へい 

輸入規制を課している国・地域の食・農に関する政府関係者等を本県へ招へいし、安全・安心の取組状況など、正確な情報発

信を行う。 

（エ）有望輸出国での試食会、商談会等の実施 

有望輸出国において、輸出に意欲のある県内生産者団体等とともに、試食会・商談会等を開催し、県産農林水産物等の魅力を

積極的に発信することで、さらなる県産品の輸出促進につなげる。 
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   （オ）中東等における販路拡大 

      政府が日本館の建設・出展を計画しているアラブ首長国連邦の「２０２０年ドバイ国際博覧会」へ参画し、県産農林水産物の

魅力を発信することでさらなる販路拡大を図る。 

イ 輸出促進、輸出環境整備事業 

（ア）輸出促進ＰＲ、販路開拓等支援 

輸入規制が緩和された国・地域への輸出を促進するため、輸出に意欲がある生産者団体等に対して、海外での商談会、展示会

出展、輸出へ向けた検疫等に係る環境整備などへの支援を行う。 

（イ）輸出環境整備 

青果物等の輸送及び長期保存技術の安定化を検討するとともに、輸出先の基準等に適合した防除体系や検疫等の対策・検討を

行う。 

 

（５） ６次化商品販路拡大事業 

商品それぞれの強みを活かしたプロ目線による商品改良など、６次化商品のブランド化に向けた商品づくりを支援する。 

また、各地方の特色を活かした商品開発や商談会・展示会への出展を通した生産者と事業者のマッチングを強化することで販路開

拓・拡大を支援する。 

ア ６次化商品ブランディング事業 

 本県の地域産業６次化商品共通ブランド「ふくしま満天堂」の取組により、県内外におけるテストマーケティングの実施や販路

拡大を行うとともに、継続的な売り場づくりを支援する。 

イ 売れる６次化商品販路拡大事業 

 県内各地方における６次化商品の開発やＰＲなど６次化ネットワークの活動を支援する。 

 

（６） ブランド力向上！攻めの販路拡大対策 

    ＧＡＰ実践による農産物の店頭での露出など、本県産の価値を高める工夫を行いながら、量販店等での旬を捉えた販売フェアや取

扱いの定番化につなげる販売コーナーの設置、オンラインストアによる販売促進を通して、県農林水産物の継続した取扱いや多様な

販路の確保につなげる。 
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   ア 県産農林水産物等販売コーナーの設置・ふくしまプライド。フェアの開催 

県外量販店等において、米や牛肉、ＧＡＰ実践による農産物などの取扱いの定番化に向けた販売コーナー設置や、旬を捉えた販

売フェアを開催する。 

   イ オリパラを契機とした販路の拡大 

東京２０２０大会の開催にあわせて県産農林水産物の品質の高さ、認証ＧＡＰを含む安全・安心確保の取組をＰＲする。加えて、

会場周辺の宿泊施設や小売店における需要拡大を見込み、首都圏の流通・小売事業者を対象とした商談会や産地視察等を実施する

ことで一層の販路拡大を図る。 

   ウ オンラインストアによる販売促進 

     既存の民間オンラインストアと連携した販売促進キャンペーンの実施や販売者の拡大、販売力の向上に向けたセミナーの開催な

どにより、多様な流通ルートの確保と全国どこからでも福島県産に触れることのできる機会を創出する。 

   エ 全国での販売促進ＰＲ活動 

     県産農林水産物等の一層の販路回復・拡大を図り風評を払拭するため、関係団体等と連携したトップセールス等により、流通・

販売事業者の経営者層や消費者等への働き掛けを行う。 

   オ 使ってふくしま！契約野菜産地育成事業 

     加工・業務用野菜の取引拡大に向け、産地育成セミナー及びマッチング商談会を開催し、契約野菜の販路開拓と産地育成を図る。 

 

３ 事業実施主体 

２の（１）のア、イ 県 

２の（２）のア（イ）、ア（ウ） 県 

２の（２）のア（ア） ふくしま米需要拡大推進協議会、福島県米消費拡大推進連絡会議 

２の（２）のイ（ア） 県、畜産団体等 

２の（２）のイ（イ） 全国農業協同組合連合会福島県本部、福島牛販売促進協議会等 

２の（２）のウ（ア） 市町村 

２の（２）のウ（イ） 商工業者団体等 

２の（２）のウ（ウ） 生産者団体 
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２の（２）のエ 農林漁業者、商工業者の組織する団体、特定非営利活動法人、事業協同組合、企業組合  

  ２の（２）のオ 市町村、市町村教育委員会、市町村立小中学校、市立特別支援学校（小学部・中学部）、学校給食センター又は共同調 

理場、病院、栄養士会、病院給食研究会等 

  ２の（３）のア、イ、ウ 県 

２の（４）のア（ア）、ア（イ）、ア（ウ）、ア（エ）、ア（オ） 県 

  ２の（４）のイ（ア） 県、農林漁業者の組織する団体等 

  ２の（４）のイ（イ） 県 

  ２の（５）のア、イ 県 

２の（６）ア、イ、ウ、エ、オ 県 

 

４ 予 算 額   １，９５６，０５９千円 

            

５ 補 助 率 

  ２の（２）のア（ア）、イ（ア） 定額 

２の（２）のイ（イ） １／２以内、定額 

２の（２）のウ（ア）、ウ（イ）、ウ（ウ） 定額 

２の（２）のエ 定額 

２の（２）のオ 定額 

２の（４）のイ（ア） ３／４以内、定額 

 

６ 事業実施期間   平成２７年度～令和２年度 

 

【担当課：生産流通総室農産物流通課 ０２４－５２１－７３５４】  
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令和２年度ふくしまプライド農林水産物販売力強化事業
【事業費：１，９５６，０５９千円】

「ふくしまプライド。」によるブランドの再興

◆ メディアにより広く発信
◆ 風評関連の調査と検討

◆ 関係団体と連携したＰＲ活動
トップセールスの実施

◆ 首都圏等における販売棚確保

◆ 県内消費拡大キャンペーン
◆ 6次化の推進

１ みんなのチカラで農林水産
絆づくり事業

２８，５７１千円

○キャンペーン等を通じた「がんばろう
ふくしま！応援店」の拡大・支援

○県内量販店等における消費拡大キャン
ペーンの実施

５ ６次化商品販売拡大事業
６２，６６０千円

○共通ブランド「ふくしま満天堂」の
もとテストマーケティング等を通じ
た商品改良等の支援

○地域の特色を活かした商品開発及び
交流会、商談会の開催による販路拡大
支援

２ 「オールふくしま」による
プロモーション対策

５６０，９７９千円
〇関係団体と連携した県産米、福島牛の

ＰＲ、需要の喚起
〇市町村や民間団体によるＧＡＰ農産物

やパッケージング向上対策等の支援、
学校給食等の消費拡大の推進

〇福島フードファンクラブ「チームふく
しまプライド。」の活動を支援

６ ブランド力向上！攻めの販路
拡大対策

７９２，７９５千円
〇販売コーナー設置、販売フェアにより

米、牛肉、ＧＡＰ産品等の販売棚確保
〇東京２０２０大会にあわせた商談会

や産地視察等の実施による販路拡大
〇オンラインストアでの販路拡大、

出店者の販売支援、スキルアップ

３ うまいぜ！ふくしま！
農林水産物情報発信事業

３３４，４２０千円

〇複数のテーマによる、県内、大都市圏
におけるテレビＣＭの放映

〇多様なメディアを用いた情報発信、
ＰＲ資材の作成及び活用

〇モニタリング検索サイトによる正確な
情報の発信

〇風評・事業効果に関する調査、関係
団体と情報発信・販路拡大対策の検討

－ ふくしまのイメージを塗り替え、新たな復興のステージへ －

◆ 海外に向けた情報発信
◆ 輸出促進に向けた活動

輸入規制解除・輸出増加地元産を誇れる環境づくり 県外での販路回復・拡大情報発信による購買意欲喚起

■ 米、福島牛の首都圏等への営業
訪問活動の強化

■ 東京２０２０大会への食材供給
を契機とした販路の拡大

４ 県産農産物等輸出回復事業
１７６，６３４千円

〇ふくしまの魅力を伝える多様な媒体
を活用した海外への情報発信

〇有望輸出国での展示会出展、「食」
「農」関係者の招へいによる理解促進

〇有望輸出国での生産者団体等との
試食会・商談会の実施

〇輸出促進ＰＲ、輸出に意欲的な生産者
団体の販路開拓への支援

〇輸送技術・輸出環境整備等の検討

■ 地元産への理解と愛着を
深める仕掛け

■ 6次化商品のブランド化推進
マッチングの強化

■ 福島牛等の県産品の魅力を伝え
購買意欲を喚起する情報発信

■ メディアミックス展開による
発進力強化

■ 有望輸出国における積極的な
商談会等の実施

■ 有望輸出国のメディア等の
ふくしまの正しい理解の促進

令和２年度事業展開の強化ポイント
95

（空白）
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〈ふくしまプライド農林水産物販売力強化事業〉 

ふくしまの畜産ブランド再生事業（継続） 

 

１ 趣    旨 

畜産ブランド復活のための事業を実施するとともに、民間団体等による風評を払拭するためのＰＲ活動を支援する。 

 

２ 事 業 内 容 

（１） 復興サポート事業   
ア ふくしまの畜産ブランド再生事業 

          「福島牛」を中心とする本県畜産ブランドの復活を図るため、トップセールスを始めとした積極的なＰＲや消費者の理解醸成、 
さらには関係団体が実施するブランド力の強化に対して支援する。 

   （ア）おいしい「ふくしまの畜産」消費拡大事業 
      ａ おいしい福島畜産消費拡大事業 
        商談会・展示会に出展。 
     ｂ おいしい福島畜産応援事業 
       顧客回復のための各種商談会や販売会、販促資材等経費への支援 
   （イ）「福島牛」ブランド再生事業 
     ａ ブランド「福島牛」復活事業 
       意見交換会及び交流会、枝肉共励会、産地懇談会におけるトップセールス及び「福島牛フェア」の開催等 
     ｂ 「福島牛」消費拡大対策事業 

       福島牛販売指定店の拡大とＰＲ、販売促進キャンペーン、消費者等との意見交換会、福島牛産地ツアーの開催等 

 

３ 事業実施主体   ２の（１）のアの（ア） 県、畜産団体４団体（地鶏、ブランド豚、養蜂） 
           ２の（１）のアの（イ）  全国農業協同組合連合会福島県本部、福島牛販売促進協議会等 

 

４ 予 算 額   ２９，１９６千円 
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５ 補 助 率   定額 

 

６ 事業実施期間   平成２４年度～令和２年度                                         

【担当課：生産流通総室畜産課 ０２４－５２１－７３６６】  
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別紙様式 

福島県産農産物等販路拡大タイアップ事業（継続） 

 

１ 趣    旨  

避難地域等での営農再開が進む中で、生産される農産物の販路確保等の支援が必要となっていることから、専門家等を活用した農業

者へのコンサルティングや実需者とのマッチングにより、農産物等の販路開拓を支援する。 

 

２ 事 業 内 容 

避難地域等での農業者へのコンサルティング 

避難地域等において農業者からの要望を受けて専門家の選定を行い、販路拡大に向けたコンサルティングや実需者とのマッチング

等を行う。 

 

３ 事業実施主体   公益社団法人福島相双復興推進機構 

 

４ 予 算 額   ７４，６８５千円 

 

５ 補 助 率   定額 

 

６ 事業実施期間   平成２９年度～令和２年度              

   

                          

【担当課：生産流通総室農産物流通課 ０２４－５２１－７３７７】  
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（令和２年度当初予算）

福島県農産物等販路拡大タイアップ事業

令 和 ２ 年 １ 月

農 産 物 流 通 課

【概 要】 避難地域等において農業者からの要望を受けて専門家の選定を行い、販路拡大に向けた
コンサルティングや実需者とのマッチング等を行う。

【実施主体】 公益社団法人福島相双復興推進機構 【予算額】 ７４，６８５千円

被災１２市町村において

●現在営農している個人農家・農業法人・生産組合等
●今後営農再開する方 ●新たに営農を始める方

好条件の販路形成
震災後下落した価格を

回復させたい
新規販路開拓生産拡大したいが

販売先がない

支援
対象

支援
の流れ

農業者

機 構
販路支援
の専門家

訪問・要望
聞き取り

１

２ 支援プラン作成

３ 訪問・支援
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別紙様式 

ふくしまから はじめよう。元気なふくしまっ子食環境整備事業（継続） 

 

１ 趣    旨  

子どもをはじめとした地域住民が、適切な食品を選択する力や放射能に対する知識を養う等、各個人が地域活動等を通して、自発的な     

健康づくりを推進できるよう、農林水産業体験を中心とした食育活動の充実を図る。 

 

２ 事 業 内 容 

（１） 食育実践サポーター派遣事業 

食育体験や交流、食文化の伝承等を先進的に実践する方々を「食育実践サポーター」として登録し、子どもを対象とした食育推進

に取り組む学校や地域団体等からの要請に応じて派遣することにより、県内における食育実践活動の普及拡大を促進する。 

（２） ふるさとの農林漁業体験支援事業 

子どもたちが農林水産物の生産から消費までを理解するための体験活動や、県産農林水産物の安全安心の取組や放射能の正しい知

識を身につけるためのリスクコミュニケーション活動等を支援するとともに、これらの活動を広く周知する。 

 

３ 事業実施主体   県 

 

４ 予 算 額   １３，４０９千円 

 

５ 補 助 率   － 

 

６ 事業実施期間   平成２６年度～令和６年度                                         

【担当課：生産流通総室農産物流通課 ０２４－５２１－７３５４】  
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「ふくしまから はじめよう。元気なふくしまっ子食環境整備事業」 

震災・原発事故の影響によ
る食育活動の減少

健康悪化、地域の活力低下

食育活動の推進

（子どもから大人まで）
健康長寿社会の実現

食育実践サポーター派遣事業 ふるさとの農林漁業体験支援事業 

【事業概要】 
食育活動を先進的に実践する方を「食育実践サポーター」とし

て登録し、学校や地域団体等からの要請に応じて派遣する。 

【事業概要】委託事業 
農林水産業体験活動と、県産農産物の安全・安心の取組や食文

化の継承などの啓発活動を組み合わせて実施する。 

【実施体制】 
食育実践サポーター 

・栄養士、調理師 
・食生活改善推進員 
・野菜ソムリエ 
・農林漁業者 など 

県 
 

(農林事務所) 

学校・地域 
団体等 

・小中学校 
・自治会 
・飲食店 など 

【実施体制】 

県 
 

（農産物流通課） 

地域団体 
 

・食育応援団企業 
・法人 
・NPO法人 など 

地域 
 

・子ども 
・保護者 
・地域住民 派遣 

企画 
提案 

登録 
委託 

事業 
実施 

要請 

【取組・実績】 
サポーター登録者数 ２４３名（令和元年９月末） 
サポーター派遣者数 49名（H29）45名（H30）40名（R1.9） 

【取組・実績】委託団体・事業数 
平成３０年度：１０団体（１５事業） 
令和元年度 ：８団体（１１事業） 

活用 

大震災・原発事故後、
農作業体験学習を行っ
ていた学校数が 407 校
から 90 校に激減した
が、それから少しずつ回
復し、令和元年度には、
277 校となった。 

効果 

・農作業体験学習を行っている
学校数は回復傾向にあるが、
未だ震災前の水準に達してお
らず、食育活動を継続実施し、
引き続き支援が必要 

 
・健康長寿社会の実現に向け、
子どもだけでなく県民を対象
とした食育活動が必要 

課題 

○食育実践サポーター派遣事業 
・派遣のニーズは年々増加しており、派遣人
数を増やして対応する。 

 
○ふるさとの農林漁業体験支援事業 
・県産農林水産物の安全・安心の取組や食文
化の継承などのテーマを設けて実施 

・啓発資材を作成し、幅広い年齢層に普及 

対策 
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別紙様式 

米の全量全袋検査推進事業（継続） 

 

１ 趣    旨  

  米の全量全袋検査の確実な実施に向け、追加的費用に相当する資金繰りを支援するための貸付を実施する。 

 

２ 事 業 内 容 

米の全量全袋検査を実施するためには、運搬費や作業員の人件費等、追加的費用が発生する。これらの追加的費用は東京電力ホールデ

ィングス株式会社からの賠償金で賄われるが、賠償金が支払われるまで検査実施主体が資金繰りをして立て替えておくことは極めて困難

であることから、その資金繰りを支援するために検査運営資金の貸付を実施する。 

（１） 貸付先  ふくしまの恵み安全対策協議会（事務局：公益財団法人福島県農業振興公社） 

（２） 貸付期間 令和２年８月～令和３年３月末 

（３） 返済   返済は東京電力ホールディングス株式会社からの賠償金を充てる。 

 

３ 事業実施主体   県 

 

４ 予 算 額   ８００，０００千円 

 

５ 補 助 率   － 

 

６ 事業実施期間   平成２４年度～令和２年度              

                            

【担当課：生産流通総室水田畑作課 ０２４－５２１－７３６９】  
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米の全量全袋検査推進事業

１ 県は、県協議会に対し、検査運営資金を貸付する。
（１）令和２年度予算額 ８億円
（２）貸付金の実績額 平成29年度：52億円 平成30年度：49億円 令和元年度：48億円
（３）貸付の予定時期 令和２年８月頃
２ 県協議会は、地域協議会が作成した実施計画に基づき検査運営資金を配分する。
３ 県協議会は、東京電力ホールディングス（株）から支払われた賠償金をもとに、貸付日の属する年度
内に県に対し貸付金を償還する。

福島県水田畑作課

県は、事業の適切な実施を図るため、県協議会及び地域協議会に対して会計処理検査を実施し、適
切な資金管理を行う。
１ 県協議会に対する会計処理検査 ： 資金貸付月の翌月及び実績報告書提出の翌月
２ 地域協議会に対する会計処理検査 ： ９月、12月及び決算月の翌月

会計処理検査の実施

米の全量全袋検査の追加的費用が賠償されるまでの間、県は、ふくしまの恵み安全対策協議会（以
下、「県協議会」）に対し、検査運営資金を貸付する。

県協議会は、当該貸付金を原資に地域の恵み等協議会（以下、「地域協議会」）に対し、検査運営資
金を配分することで、検査の円滑な実施、未検査米の発生防止及び生産者等の負担軽減を図る。

事業の概要

貸付及び償還の内容
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別紙様式 

肉用牛全頭安全対策推進事業（一部新規） 

 

１ 趣    旨 

牛肉に対する消費者等の信頼を回復するとともに、県産ブランドの再生及び肉用牛農家の経営の安定を図るため、肉用牛を県外へ出荷 

する際に放射性物質検査を実施し、安全性の確保を図る。 

 

２ 事 業 内 容 

（１） 肉用牛全頭安全対策推進事業 

    ア 牛肉の放射性物質の検査 

      本県産牛肉の安全性を確保し、消費者の信頼回復、県産ブランドの再生及び畜産農家の経営の安定を図るため、県外において 

と畜処理される肉用牛について、放射性物質検査に必要な材料を採取して検査機関へ搬入し、検査を行う体制を確立する。 

    イ 牛生体の放射性物質検査 

      放射性物質の検出リスクの高い繁殖雌牛等については、出荷前の生体で放射性物質検査を実施し、基準値を超過する牛肉が出 

荷されない体制を整備する。 

 

３ 事業実施主体   県 

 

４ 予 算 額   ２７，４４９千円 

 

５ 補 助 率   － 

 

６ 事業実施期間   平成２６年度～令和２年度                                         

【担当課：生産流通総室畜産課 ０２４－５２１－７３６５】  
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（空白）
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福島県産水産物競争力強化支援事業（一部新規） 

 

１ 趣 旨 

原子力発電所事故による水産物への風評を払拭し、本県水産物の販路を拡大していくため、第三者認証制度（水産エコラベル）の活

用、高鮮度出荷など本県水産物に特徴を持たせ、他県産に負けない競争力を付加する。 

 

２ 事 業 内 容 

（１） 認証審査支援事業 

漁業関係団体及び水産加工流通業者が水産エコラベルの審査や認証を取得するための研修費用等を補助する。 

（２） 認証水産物の高付加価値化・技術開発事業 

ア 高鮮度・高付加価値流通設備、機器整備支援事業 

漁業関係団体が行う水産物の高鮮度保持や高付加価値化を図るために必要な機器の整備を支援する。 

（３） 認証水産物等流通支援事業 

ア 認証審査及び認証取得支援事業 

（ア）大手量販店等で認証水産物や高鮮度高付加価値化水産物等の販売コーナーを一定期間設置し、安全性と美味しさをア

ピールし販路の回復につなげる。 

（イ）外食店へ認証水産物等を提供するとともに、県産魚フェアの開催やシェフの産地招請、外食産業フェアへの県産魚ブ

ース設置を通じて、外食産業を対象とした新たな販路を開拓する。 

イ 水産物ＰＲイベント開催等 

本県水産物の安全性や美味しさについて、県内外の消費者に理解を深めてもらうため、市場等でおさかなフェスティバルを

開催する。 

ウ 認証水産物等流通支援 

認証水産物等を流通させる際に必要な経費を支援する。 
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（４） ふくしま水産情報発信事業（新規） 

    県産水産物の正確な情報を海外へ広く発信することで、輸入規制措置の緩和を図る。 

（５） 漁業担い手活動支援事業（新規） 

    漁業者自らが取り組む市場直売会や６次化商品開発などの活動を支援する。 

 

３ 事業実施主体   （１） 漁業関係団体及び水産加工流通業者     （４） 県 

（２） 漁協、漁連、水産加工組合         （５） 漁協、漁連、水産加工組合 

（３） ア 県 

イ 県 

ウ 漁協、漁連、水産加工組合等 

 

４ 予 算 額   １，０３６，２９５千円 

 

５ 補 助 率   （１） １０／１０以内、定額           （４） － 

（２） ５／６以内                （５） １０／１０以内 

（３） ア － 

イ － 

ウ １０／１０以内 

 

６ 事業実施期間    平成２９年度～令和２年度 

 

 

 

 

【担当課：生産流通総室水産課 ０２４－５２１－７３７６、７３７８】  
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福島県産水産物競争力強化支援事業

現状と課題

しかしながら・・・
水揚量の回復は進まない

認証審査及び認証取得支援事業
水産エコラベルの取得に係る経費を支援

【水産エコラベルとは？】
環境に配慮した漁業を認証する制度

・環境に配慮した操業かどうかを審査
（混獲、乱獲、稚魚の保護等）

環境にやさしい漁業をし
ているか。

エコラベル以外の魚の混
入防止ができているか。

海洋管理協議会（MSC）

「攻め」の対策

⇒他県産に負けない
「競争力」を

付加！

「水産エコラベル」認証取得支援

認証水産物の流通支援と
高付加価値化

福島県産の水産物は、
 モニタリングで安全を確認

 試験操業対象種は

全ての魚介類

 操業自粛により資源量が増加

しかし・・・
量が少ない
 通常の流通では

消費者の目に触
れる機会が少な
い・・・

○首都圏量販店へ
の常設棚設置

○首都圏外食店で
の常磐ものフェアの
開催

高鮮度・高付加価値流通施設・機器整備支援
事業

高鮮度・高付加価値を実現するために必要
な機器、設備の整備を支援
例

大型活魚車、活魚水槽、
高速冷蔵庫、流通管理システム等、

0
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水
揚
げ
量
（
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（出典：福島県漁連調べ）

× 根強い風評被害・・・
× 安全性だけでは払拭困難・・・

震災前の13%に
満たない

【総額】 1,036,295千円

【継続】 100,000千円

認証水産物等販路確保事業 724,152千円

販売ルート開拓常設販売棚確保

【新規】県産水産物の利用拡大補助

○ふくしま応援企業の社食等への
県産魚の供給を支援することで、
販路と需要を開拓

176,743千円【新規】ふくしま水産情報発信

CMを利用した情報発信

○水産CMの発表など、マスメ

ディアを利用した国内外への情
報発信により県産水産物への理
解の促進を図る。
（WTO対策としての海外情報等）

水産物PRイベント開催 認証水産物等流通支
援事業

おさかなフェスの開催 エコラベル商品の流通支援

52,156千円

27,100千円

182,150千円

【新規】漁業担い手活
動支援事業

13,000千円

○風評払拭のため、漁業
者自らが取り組む市場直
売会や6次化商品等開発
の取組を支援

ホッキガイ
加工品

【新規】ブランド力向上！攻めの販売拡大対策

155,457千円

17,600千円

○ふくしまプレイドフェアの開催
○フードアクション協議会等の開催
○オンラインストアによる販売促進

332,270千円
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（空白）
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別紙様式 

森林環境モニタリング調査事業（継続） 

 

１ 趣    旨 

森林内における放射性物質の汚染状況について、広域的・継続的な調査を行い、森林における放射性物質対策を推進するため、必要 

な情報の整備を行う。また、里山再生モデル地区及び里山再生事業における対策の効果を把握するため、空間線量率等の調査を行う。 

 

２ 事 業 内 容 

（１）森林環境モニタリング調査事業 

森林における汚染状況の現況と経時変化を把握するため、県内の民有林全域を対象に、森林内の空間線量率や立木、土壌等に含まれ

る放射性物質濃度を調査し、その結果の評価、解析等を行う。 

（２）ふくしま森林再生推進事業 

森林環境モニタリング調査地点周辺の森林について、衛星画像を使用した樹種判読結果や登記情報に基づいて森林計画図や森林簿を

修正するとともに、更新した情報を市町村に提供することにより、市町村による森林整備の推進を支援する。 

（３）里山再生モニタリング事業 

 里山再生モデル地区及び里山再生事業新規採択地区において、空間線量率や立木等の放射性物質濃度を測定する。 

 

３ 事業実施主体   県 

 

４ 予 算 額   ３３８，５００千円 

 

５ 補 助 率   － 

 

６ 事業実施期間   平成２４年度～令和２年度                                         

【担当課：森林林業総室森林計画課 ０２４－５２１－７４２５】  
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森林環境モニタリング調査事業（継続）

□ 森林環境モニタリング調査事業

県内全域の民有林を対象として、
○森林内の空間線量率を測定（1,300箇所を予定）
○立木・土壌の放射性物質濃度調査（81箇所を予定）

【モニタリング調査予定位置図】

□ ふくしま森林再生推進事業

樹皮採取 土壌採取 空間線量率測定

材の採取

□ 里山再生モニタリング事業

里山再生モデル地区及び里山再生事業採択地区を対象として、
○森林内の空間線量率を測定
○立木・土壌の放射性物質濃度調査
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別紙様式 

福島大学食農学類による地方創生モデル創出事業（継続） 

 

１ 趣    旨 

福島大学食農学類の教員が有する専門性の高い知識・経験を活かし、地域の核となる農業者等による地方創生の取組を、大学が先導し

て発展させるプロセス・実証により、「稼ぐ力」の高い地域モデルを創出し、地方創生を推進する。 

 

２ 事 業 内 容 

（１） 地方創生モデル創出事業 

 福島大学食農学類の教員から提案のあったプロジェクト（平成３１年度採択）について、大学への委託により実施する。 

（２） 成果報告会の開催 

成果報告会を開催し、プロジェクトの進捗確認と成果報告、ＰＤＣＡのフォローアップを行うとともに、地方創生モデルとして県

内へ横展開する場として活用する。 

（３） プロジェクト審査会等の開催 

    大学から提案のあったプロジェクト（平成３１年度採択）について、その実効性と透明性を確保するため、事業年次計画に係る審

査会等を開催する。 

 

３ 事業実施主体   県 

 

４ 予 算 額   １０，０００千円 

 

５ 補 助 率   － 

 

６ 事業実施期間   平成３１年度～令和３年度                                         

【担当課：農林水産総室農林企画課 ０２４－５２１－８０２７】  
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新たな地方創生の展開と
深化に活かすチャンス！

特徴

・現場をフィールドとして、地域課題の抽出と
課題解決に取り組む人材の育成

・大学自らが課題解決に主体的に取り組む
「実践型教育」

新
設

福島大学
食農学類

【目的】
福島大学食農学類の開設（平成31年4月）に伴い

配置された教員の知識・経験を活かし、地域やその
核となる農業者等の既往の取組を、大学が先導して
発展させるプロセス・実証を通して、「稼ぐ力」の高い
地域モデルを創出し、地方創生を推進する。

【事業内容】
１．大学教員による地方創生モデル創出プロジェクト

の実施
２．プロジェクト成果報告会におけるPDCAの実施と得

られた成果の波及

【予算】
・①プロジェクト実施経費（委託料3,000千円×３件）
・②成果報告会開催費（委託料817千円）
・③審査会開催費等（報償費、旅費等183千円）
（地方創生推進交付金を活用）

【期間】
・プロジェクト当たり平成31年から3年間の実施計画

【事業スキーム】
・教員から地方創生プロジェクトを募集し審査会で採択、大
学と委託契約により実施。
・学生もプロジェクトに関わることで県内定着を促進。
・各プロジェクトごとKPI設定、成果報告会を進捗確認とフォ
ローアップ、地方創生モデルの横展開の場として活用。

【期待される効果】
・地域内の雇用増加
・域外からの交流人口拡大
・学生の県内定着率向上

モデルの波及
効果による県
内での横展開

福島大学食農学類による地方創生モデル創出事業
～大学と県の地方創生に関する取組～

Ｒ 2 予 算 額
10,000千円

実施プロジェクト

・雑穀類の栽培振興による農地活用と地域活性化（飯舘村）
・落花生の産地再生と地域フードシステムの構築（喜多方市）
・会津クルミの伝統技術継承と再評価を通じた地域活性化
（会津地域）
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ふくしま「林・農」連携モデル創出事業（農業）（一部新規） 

 

１ 趣    旨  

中山間地域において周年雇用ができる農業経営体を拡大し、就農者や移住者の定住を促進するため、農業と冬期間でも栽培が可能な

菌床しいたけ等の林産物生産を組み合わせた営農形態のモデル実証と成果の共有・普及を行う。 

 

２ 事 業 内 容 

（１）林・農連携周年雇用モデル普及事業 

      県や関係団体で構成する協議会を設置し、周年雇用モデルの作成や実証内容の検討、成果の共有と普及を図る。 

（２）周年雇用モデル実証ほの設置 

    （１）の協議に基づく実証ほの設置運営について、より高い効果が期待できる民間団体等に委託する。 

 

３ 事業実施主体    

（１）県 

（２）県（民間団体等に委託） 

 

４ 予 算 額   ４１，６３５千円 

 

５ 補 助 率   － 

 

６ 事業実施期間  平成３１年度～令和３年度                                         

【担当課：農業支援総室農業振興課 ０２４－５２１－７３３９】  
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１ 林・農連携等周年雇用モデル普及事業
きのこ等の林産物生産を取り入れた営農形態等、周年雇用の

モデル経営の実証と普及を図るため、協議会において、周年雇
用モデルの作成や実証内容の検討、成果の共有と普及を図る。
ア 協議会（会津・南会津の２カ所想定）

県、市町村、ＪＡ、森林組合、民間団体
（種苗・施設メーカー）生産者等
イ 取組内容

モデルの検討、セミナーの開催

ふくしま「林・農」連携モデル創出事業（農業）

課 題
○ 中山間地域（特に奥会津）は高齢化が一層進行

○ 新規就農者数は５年連続200名を超えるも、過
疎・中山間地域の新規就農者は横ばいで目標を
下回る

○ 新規就農者の約半数は農業法人等の雇用による
就農である

○ 積雪地帯では冬期間の作物栽培が難しく、経営
主でも除雪やスキー場に従事する者が多い

中山間地域等における周年雇用が可能な農業経営のモデルの実証と普及により、中山間地域を担
う人材の確保と「働く場」を創出する。

年度 H26 H27 H28 H29 H30 R1

目標値 160 170 180 190 200 210
実績値 166 212 238 211 219 212

うち過疎中山間 102 104 88 97 89 95

（1位）金山町：59.4％、（2位）昭和村：55.6％
（2位）三島町：53.2％ （4 47.2％

中山間地域の振興のためには、周年雇用でき
る経営体の育成が急務

２ 周年雇用モデル実証ほの設置
１の協議に基づき、実証ほの設置事業を民間

団体等に委託して実施する。
ア 委託先：民間団体等
イ 委託内容：

必要施設・機械等の整備(2/3以内)、
実証ほの運営（栽培管理指導、安定雇用に係る助言）
実証結果の取りまとめ、野菜生産部会等を対象とした現地

検討会開催
ウ 委託費：41,502千円

ふくしま「林・農」連携営農モデル創出事業

菌床しいたけ

中山間地域の
働く場の拡大

新規就農の拡大
移住・定住促進 中山間地域の活性化

県オリジナル
品種
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アグリふくしま革新技術加速化推進事業（継続） 

 

１ 趣    旨  

  本県の基幹品目や新たに導入する作物について大規模化、省力化、安定生産等に貢献する新技術やＩＣＴ、高性能機械等を活用した

フィールド実証ほを設置し、当該技術の速やかな普及を図る。 

２ 事 業 内 容 

（１） 革新技術普及推進活動 

県段階及び農林事務所段階に県、市町村、ＪＡ、メーカー、農業者等を構成員とする協議会を設置し、事業実施計画の策定、農

業者、関係機関との合意形成、実証ほの運営管理を行う。 

    また、これらの実証結果を普及するため技術及び経営収支を資料にして取りまとめるとともに、県、農林段階で成果の検証や現

地検討、セミナー開催、先端技術等の情報発進、「見える化」による技術の普及活動を行う。  

（２） 革新技術の実証展示 

    本県の基幹品目や新たに導入する作物について、試験研究機関やメーカーで開発した新技術、ＩＣＴや高性能機械等先端技術を

活用し体系化した経営実規模の実証ほを設置し、地域適応性や生産性、収益性調査により、大規模化等の実現可能性を明らかにす

る。 

 

３ 事業実施主体   県 

 

４ 予 算 額   ４，００９千円 

 

５ 補 助 率   － 

 

６ 事業実施期間   平成３１年度～令和２年度                                         

【担当課：農業支援総室農業振興課 ０２４－５２１－７３３９】  
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アグリふくしま革新技術加速化推進事業 農 業 振 興 課

⾰新技術を活用し本県農業の復興を加速⾰新技術を活用し本県農業の復興を加速

ねらいねらい

○H12から続く低価格に加え風評から他県より低い販売単価（なし）
○失った販売棚の奪還に向け⼤粒、 ⽢い等の売れる品種への転換と早期収量確保（ぶどう）
○省⼒的で作業負担の少ない栽培管理の確⽴
①なし
・ 早期成園化、低樹⾼化を図るジョイントV字トレリス栽培 ⇒ 慣⾏単収の５倍（４年目）

②ぶどう
・ 早期成園化等を図る根域制限栽培 ⇒ 1t/10a確保を５年から2年に短縮
・ 育苗ハウス利用(⽔⽥政策) ⇒ 新たな経営部⾨の確⽴

①キャベツ、タマネギ
・ ⾼性能機械活用による⼤規模⽣産 ⇒ 移植作業時間50％、収穫作業時間30％削減

②いちご
・ 施設内環境制御技術による収量、品質の向上 ⇒ 単収20％向上
・ 県オリジナル品種の弱点であるうどんこ病対策（UV照射）⇒ 化学合成殺菌剤50%削減

③ミニトマト ⽔稲育苗ハウス内移動式簡易養液システム(⽔⽥対策) ⇒ 新たな経営部⾨の確⽴

○キク、宿根カスミソウは全国トップクラスの産地にふさわしい需要期への安定供給・⻑期出荷
○被災地域において、風評の影響の少ない花き産地形成に向けたロットの確保
①キク、宿根カスミソウ
・ 夜間電照によるキクの開花期の調節、宿根カスミソウの出荷期の延⻑ ⇒ 販売単価15%up

②トルコギキョウ
・ 夏秋トルコギキョウに低温花きを組み合わせた周年⽣産 ⇒ 秋 初夏の販売額向上

導⼊・普及

花
き

果
樹

野
菜

東日本大震災により地域農業を支える担い手の確保が深刻化し、また生産量、価格が震災前の状況に戻っていない
中、新技術や省力的栽培技術等の先端技術などを活用した実証ほ運営に取り組み、経営の大規模化・省力化等を推
進し復興を加速する。

⽣産性・収益性調査 適応性改良 適応性調査・確認

課
題

○本県にはいまだ少ない業務加工など新たなマーケットの獲得には量と質の確保がカギ
○失った販売棚の奪還には出荷期、品質等ニーズへの対応が必要

実
証
技
術

実
証
技
術

課
題

実
証
技
術

課
題

キャベツの機械収穫

なしのジョイント
Ｖ字トレリス栽培

キクの電照栽培

※ 実証技術は
主な内容を記載
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別紙様式 

ふくしま農林水産業競争力強化に向けた重点研究事業（一部新規） 

 

１ 趣    旨  

市場競争力のある農林水産物の生産を拡大し、強固な産地ブランドを確立するため、本県オリジナルの特徴的な品種の開発や本県産

農林水産物のおいしさの「見える化」に取り組む。 

 

２ 事 業 内 容 

（１）（一部新）本県オリジナルの特徴的な品種等の開発（１６，２９３千円） 

避難地域等における産地再生の核となる品目としてブドウ、モモ、ホンシメジを選定し、消費者ニーズや市場動向を的確に捉

え、本県オリジナルの特徴的な新品種の開発を進めることに加え、リンドウ、カラー有望系統の現地実証等に取り組む。 

 

（２） 本県産農林水産物のおいしさの「見える化」（７，７８６千円） 

消費者等へのプロモーション、コミュニケーション、実需者との商談などでの活用を見据え、ふくしまの恵みイレブン品目の味、

香り、食感、機能性成分等を分析し、「見える化」する。 

 

３ 事業実施主体   県 

 

４ 予 算 額   ２４，０７９千円 

 

５ 事業実施期間   平成３０年度～令和２年度 

 

 

 

【担当課：農業支援総室農業振興課 ０２４－５２１－７３３６】  
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⽣産拡⼤
ブランド確⽴
販売⼒強化

販売棚の奪取

市場競争⼒のある農林⽔産物の⽣産を拡⼤し、強固な産地ブランドを確⽴するため、本県オリジナルの特徴
的な品種の開発や県産農林⽔産物のおいしさの「⾒える化」に取り組む。

本県産農林⽔産業の主要課題

○避難地域等の農林⽔産業の再⽣
は道半ば

○震災以前に持っていた本県産農
林⽔産物の棚は容易には取り戻
せない

○避難地域等の農林⽔産業を⾶躍
させるため、国内外の市場競争
に打ち勝つためには、さらなる
強⼒なチャレンジが必要 

①国内外の競争に打ち勝つ
本県オリジナル品種を開発

【16,293千円】
ブドウ

皮ごと食べられる、⼤粒・⿊系の新品種を開発
ホンシメジ

他県にはない自然栽培できる新品種を開発
モモ

出荷期間を⼤幅に拡⼤する晩⽣の新品種を開発
リンドウ・カラー

育成中の有望系統の現地実証

避難地域等における
ブドウやホンシメジの
新たな産地創造

海外市場への
県産モモの輸出量増⼤

ふくしまの恵みイレブンの
販売価格の回復、
⼤消費地への供給量の回復

これまで、本県の農林⽔産業を
マイナスからプラスに転じる
ための取組を展開
しかしながら…

目指す姿

令 和 ２ 年 ２ 月
農 業 振 興 課

オリジナル品種開発と普及には
⼀定の時間が必要
風評が現在でも継続している

○風評が継続している品目について
即効性のあるバックアップが必要

②本県産農林⽔産物のおいしさの⾒える化
【7,786千円】

ふくしまの恵みイレブン
味、香り、食感、機能性成分を視覚的に捉える

重点研究項目

①避難地域等の農林⽔産業の
再⽣

②全県的な風評対策

ふくしま農林水産業競争力強化に向けた重点研究事業（H30～R2） 【Ｒ２予算24,079千円】

福島⼤学
食農学類
との連携

福島大学 平 修 准教授 提供
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ふくしまの次代を担う多様な担い手確保支援事業（一部新規） 

 

１ 趣    旨 

 本県の主要な産業であり、地域社会の形成に欠かせない産業である農業の成長産業化を図るため、地域の特色や急速に増加する農業

法人など経営体個々に応じた新規就農者確保及び就農後間もない農業者等の育成を行う。 

 

２ 事 業 内 容 

（１） 多様な就農者確保・育成対策事業 

 高齢化等による農業就業者の減少に対応するため、県内外での就農者確保に向けた推進活動や農業法人等での実習生受入、雇用

マッチングの他、経営者向け人材確保・育成支援や新規就農者の定着促進の取組を行う。 

（２） 地域を支える新たな農業者等確保支援事業 

 地域の実情に応じ、新規参入者や新たな農業法人等、担い手の確保・育成を図るためのプラットフォームとなる組織の活動を支

援する。 

（３） 地域を守る集落営農法人等人材確保支援事業 

 農業団体等において、地域農業で雇用の受け皿となる集落営農法人等のモデル法人等の担い手確保に向けた取組を支援し、新規

就農者の確保を進める。 

（４） 教育機関と連携した農業の魅力体験事業 

    県内の農業高校と連携し、未来の就農者を生み出すための農業体験や農業者との交流授業を実施する。 

（５） 青年・女性農業者等活動支援事業 

若い農業者で組織する団体や女性農業者の団体などを対象として、農業経営等のスキルアップや地域活性化につながる取組を支

援する。 

 

３ 事業実施主体   ２の（１） 県（委託ほか） 

           ２の（２） 新規就農支援組織、市町村、ＪＡ等 
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           ２の（３） 県（委託先：農業団体、ＪＡ等） 

           ２の（４） 県 

           ２の（５） 青年農業者組織、女性農業者組織、公益財団法人福島県農業振興公社（福島県青年農業者等育成セ

ンター） 

 

４ 予 算 額   １００，６６９千円 

 

５ 補 助 率   ２の（１） － 

           ２の（２） １／２以内 

           ２の（３） － 

           ２の（４） － 

           ２の（５） 定額 

 

６ 事業実施期間   令和元年度～令和３年度 

 

 

 

 

 

 

【担当課：農業支援総室農業担い手課 ０２４－５２１－７３４０】  
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（空白）
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アグリスタッフ確保・活躍推進事業（新規） 

１ 趣    旨  

地域の特色や状況に応じて、労力の確保や調整により農業分野の労力不足を解消し、産地の持続的発展を図る。 

 

２ 事 業 内 容 

農業の成長産業化を図るため、地域の潜在労力として女性や高齢者、障がい者、外国人材等の活用と労力の調整、農業者が受け入れや 

すく、働きやすい環境を整える等の取組を支援する。 

（１）アグリスタッフ確保・調整体制構築事業 

   各関係機関・団体で農業分野の労力の確保や調整の方向性や手法を検討し、地域労力等の確保と調整、農業者の資質向上等に取り組

む。また、農業者の障がい者（事業所）受入を支援する。 

（２）アグリスタッフ確保・活躍推進事業 

   県内の外国人材の受入が可能な複数の農業法人や農業者等が、技能実習生等を受け入れる際の経費の一部を助成する。 

 

３ 委  託  先    ２の（１）    農業者団体等 

 

４ 補  助  先    ２の（２）    外国人材を受け入れる農業法人や農業者等 

 

５ 予  算  額    ９，８７５千円 

 

６ 補  助  率    ２の（１）    定額 

 ２の（３）    １／３以内（上限３００千円×３箇所） 

 

７ 事業実施期間    令和２年度～令和４年度 

【担当課：農業支援総室農業担い手課 ０２４－５２１－７３４０】  
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○関係機関・団体による労力確保、
調整の方針作成

○柔軟な労力の確保、調整の仕組づ
くり

○女性や高齢者等、農業分野で活用
が可能な地域の潜在労力の把握

農業分野における労働力確保の課題・次年度の取組
（アグリスタッフ確保・活躍推進事業）

令和元年１２月１２日
農 業 担 い 手 課

○大規模経営体の増加、高齢化、後継者不
足等により、農業労働力が不足

○農業繁忙期における労力不足が顕著
○農業労働力マッチング体制が未整備
○雇用や労務管理が難しい

（2010→2015農林業ｾﾝｻｽ（本県数値））
６５歳以上の農業経営者の割合

39.3→49.4％

（県内農地所有適格法人ｱﾝｹｰﾄより）
規模拡大志向 65％
新たな労働力確保意向 67％

これまでの課題 ニーズ 令和２年度からの取組

地
域
内
で
の
労
働
力
の
確
保

外
国
人
材
の
受
入

○労力確保・調整協議会等の設置と、農業労力確
保・調整の方針等の検討

○農業労力求人サイトの開設・運営

○農業者向けの雇用や労務管理等に関するマニュ
アル作成

○農業者の外国人材受入に関する研修

○雇用希望者向けの農作業に関する研修

○農業労力求人サイトの活用促進に向けた周知活
動

○農業者が外国人材を受入るモデル的な取組の支
援

○受入れ制度が複雑
○準備や環境整備の負担が大
○農業者等の理解・情報不足
○通年雇用が難
（厚生労働省福島労働局発表）
(H25→H30）
県内の外国人労働者数 2,696→8,130人
農業分野の外国人労働割合(対全産業)

1.9→2.3％

農
福
連
携

○障がい者（事業所）を受け入れる農業者
は固定

○受入を希望する農業者情報の不足

○農業者の障がい者就労の理解促進
と知識向上

○受入希望がある農業者の情報収集
と福祉側への提供

○農業者の雇用や受入の理解促進
○外国人材活用制度の知識向上

（雇用労政課調査R1.9未定稿）
農業分野（18事業所）で外国人雇用
の予定や計画がない理由

言語、受入体制が未整備、経験不
足

【保健福祉部障がい福祉課の取組】
○ワンストップ窓口の設置

○農業者の障がい者受入等の理解促進

【農林水産部農業担い手課の取組】
○農福連携コーディネーター・ジョブトレー

ナーの育成

○特別支援学校を対象とした農業体験
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別紙様式 

多彩なふくしま水田農業推進事業（一部新規） 

 

１ 趣    旨 

  稲作農家の所得向上を図るため、県オリジナル品種を始めとする福島県産米の品質向上と食味「特Ａ」の獲得・堅持に取り組むととも 

に、水田農業の高度利用を推進することにより、ふくしま型水田農業を構築する。 

 

２ 事 業 内 容 

（１） ふくしま米オール“特Ａ”獲得推進事業 

食味・品質の向上と平準化を図るための取組を支援し、本県主要７品種・銘柄全てで食味「特Ａ」獲得を目指す。 

（２） ふくしまプライド日本酒の里確立事業 

   ア 県産米日本酒育成支援事業 

     県産酒造好適米の使用量を増やして日本酒を増産する蔵元に対し、機材の整備等を支援する。 

   イ 新品種「福島酒５０号」普及推進事業 

     「福島酒５０号」の安定供給と利用拡大のため、展示ほの設置や研修会・イベント開催等を行う。 

   ウ オリジナル酒造好適米育成加速化事業 

     「福島酒５０号」の醸造試験や生産技術確立のための試験を行う。 

（３） ふくしま水田高度利用推進事業 

    水田における１年２作、２年３作体系を東北地方で先駆けて導入拡大することで、水田の高度利用を促進し、複合経営による稲作 

農家の所得向上を図る。 

（４） ニューマーケット対応型ふくしま米産地育成事業 

   ア 低コスト・多収栽培技術確立実証事業 

     低コスト・多収技術に係る試験研究及び現地実証並びに現地検討会等を行う。 

   イ ニューマーケット対応体制整備事業 

     中・外食用や輸出、飼料用米等に取り組む米産地における出荷体制の整備等に要する経費を助成する。 
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別紙様式 

３ 事業実施主体   ２の（１） 生産部会、集落営農組織等 

           ２の（２）のア 県内蔵元 

           ２の（２）のイ・ウ 県 

           ２の（３） 営農組織、法人、認定農業者 

           ２の（４）のア 県 

           ２の（４）のイ 農業法人、営農組合等 

 

４ 予 算 額   ７１，７３０千円 

 

５ 補 助 率   ２の（１） 定額（ただし、機械等のリース整備は１／２以内） 

           ２の（２）のア、２の（３）及び２の（４）のイ １／２以内 

 

６ 事業実施期間   平成３０年度～令和２年度 

 

【担当課：生産流通総室水田畑作課 ０２４－５２１－７３６０】  
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（一部新規）多彩なふくしま水田農業推進事業

地域創生 水田フル活用による稲作農家の所得向上、被災地域における水田営農再開の加速化

【目標値】
・特Ａ取得銘柄数（銘柄）

(H28) ３ (R2) ７
現況(H30)４

・米の全国価格との差額（円/60kg）
(H28) ▲659  (R2) 0
現況(H30)▲555(未確定)

【目標値】
・事業実施酒造業者数（延べ業者）

(H28) ８ (R2)30
現況(H30)22

・酒造好適米の作付面積（ha）
(H28) 461  (R2) 565
現況(H30)434

【目標値】
・担い手への農地利用集積割合（％）

(H28) 43 (R2)66
現況(H30)45

・本県田耕地利用率（%）
(H28) 79.5  (R2) 86
現況(H30)80.7

本県産蔵元が求める品質を確保
し、県産酒造好適米の安定供給を
図るともに「福島酒50号」の生産体
制を構築する。

本県産米の揺るぎない評価の確
立と風評払拭を図るため、本県主
要７品種・銘柄全てで「特Ａ」を獲得
する。

水田における１年２作～２年３作
体系を東北で先駆けて導入を図り、
水田の高度利用を推進する。

極上の県産米 ７年連続日本一 東北の先駆けの地へ

【事業内容】
・事業実施主体

県、生産部会、集落営農組織等
・内容

生産振興会議の運営、良食味・高
品質米の生産に必要な経費や機械
整備を支援、水稲オリジナル新品種
の育成

【事業内容】
・事業実施主体

県、酒造蔵元

・内容

県産日本酒増産を支援、生産振興
検討会の運営、酒米育成・品質向上
等の試験研究の実施

【事業内容】
・事業実施主体

県、営農組織、認定農業者

・内容

水田における１年２作～２年３作体
系に必要な機械等を支援

取組の中心となる品種の調査

３０年産米から、国による生産数量目標の配分廃止、生産数量目標達成者への直接交付金の廃止

農業者自らが判断（経営の自由度が拡大）
現
状

目
標

Ｒ２：事業費 71,730千円

新たなニーズに応える

ニューマーケット対応型
ふくしま米産地育成事業【6,724千円】

需要が堅調な輸出・業務向け米
等に取り組み、単位面積当たりの
所得確保を図る。

【事業内容】
・事業実施主体

県、営農組織、法人

・内容

輸出向け・業務向け・飼料用米等の
出荷体制の整備等に要する経費の
支援

多収・低コスト栽培実証の実施

【目標値】
・加工用米

・新規需要米の面積（ha）
(H29) 7,283 (R2)7,700
現況(H30)6,843

ふくしま水田高度利用
推進事業【10,040千円】

ふくしまプライド日本酒
の里確立事業【18,457千円】

ふくしま米オール“特Ａ”
獲得推進事業【36,509千円】

◎ 産地間競争が激化  本県の強み、多彩な地域特性を活かしたふくしま型水田農業の振興
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（空白）
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別紙様式 

菜食健美ふくしま！ 地域特産物活用事業（継続） 

 

１ 趣    旨 

保健機能を持つおたねにんじんやエゴマ等地域特産物の生産振興を図るとともに、県民がその有用性に目を向け食する機会を増やすこ 

とで、地域内流通を活性化させ、地域資源の活用促進と食から始める健康づくりを目指す。 

 

２ 事 業 内 容 

（１） 生産振興事業 

おたねにんじん産地の生産体制強化や種子確保を支援するほか、薬用作物、エゴマ等の生産拡大に向けた農業機械導入などの取組 

への支援や、技術的な課題の試験研究・解決に取り組む。 

（２） 需要拡大・地域連携事業 

保健機能に着目した販路拡大・収益性向上に向けた産地の取組を支援するとともに、観光、飲食店、教育等と連携した需要喚起に 

向けた活動を展開し、県民に食してもらえる環境づくりを進める。 

 

３ 事業実施主体   県、市町村、協議会、農業協同組合、営農集団、認定農業者 等 

 

４ 予 算 額   ２４，７８８千円 

 

５ 補 助 率   １／２以内、定額 

 

６ 事業実施期間   令和元年度～令和３年度 

 

【担当課：生産流通総室園芸課 ０２４－５２１－７３５５】  
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菜食健美ふくしま！地域特産物活用事業

ふくしまの地域資源
福島県は、従来から保健機能を有する地域特産物の

産地。

・おたねにんじん（全国第２位 H27）

・エゴマ（全国第２位 H27）

高齢化の進展、メタボ率全国ワースト４位
県民の食の見直し・健康づくりには、保健機能を有する

地域特産物を有効活用すべき！

保健機能等を有する地域特産物の生産振興と県民の食用需要拡大を支援する。

Ｒ元年．９．１７
園 芸 課

○産地の生産振興
• 産地規模拡大に必要な資材や機械導入

• 地元産種子の安定供給

• 新規栽培者向け研修会やセミナー等による技術支援

• おたねにんじん：効率的な育苗技術の確立及び県オリジ

ナル品種の維持・増殖 （研究開発）

• エゴマ：汎用コンバイン導入に伴う収穫、調製時の品質

保持技術の確立（研究開発）

○販路開拓、食用需要喚起
• 加工品の試作、機能性成分表示等による差別化

• 観光、地元飲食店や直売所等と連携した新たな食用需要

喚起

• 家庭向け料理講習会の開催、食べ方レシピの発信

• 地元量販店等へのアプローチ

• 新たな食用需要に対応した２～３年生出荷体系の確立

（再掲 育苗技術の応用）（研究開発）

背 景 事業内容：Ｒ元～Ｒ3

ふくしま「医食同源の郷」づくり事業

（H28～H30）

• おたねにんじんは、H28～H29で、６名の新規栽培者確保

に繋がっている。

• エゴマは、H28～H30で県内８産地で同事業を活用し、産

地化の動きが活発化。H29栽培面積は、H27対比で185%に

拡大。

• 平田村や磐梯町等、薬用作物等によるまちづくりに注力

する市町村がある。

成 果

課 題

震災後、産地

規模が縮小！

県内流通の活性化

栽培面積全国第１位（エゴマ、おたねにんじん）

地域資源の再発見、食から始める健康づくり

• おたねにんじんは、食用需要の高まりに対応できる生産体

系の確立（２～３年生出荷体系の確立）等。

• エゴマは、更なる省力化及び県産エゴマ油の品質向上等。
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「園芸王国ふくしま」グローバルリンク事業（一部新規） 

 

１ 趣    旨  

海外に広く「ふくしまブランド」を発信するため、海外ニーズに対応した品質の果実、花き等の園芸品目を長期的に安定出荷できる体

制を整備する。 

 

２ 事 業 内 容 

（１） ふくしまブランド輸出力強化事業 

検疫対策や海外ニーズに対応した高品質果実、花き等の安定供給を可能とする機械・施設等の整備を支援する。 

（２） グローバル化実践支援事業 

輸出のために必要な保鮮流通技術や、検疫に対応した品質確保技術の開発と実証を支援する。 

本県産花きの中国への輸出を拡大するため、中国において高品質な本県産花きの品目や品種の提案等を行う。 

 

３ 事業実施主体   ２の（１） 農業者が組織する団体等 

２の（２） 県、ＪＡ等 

 

４ 予 算 額   ３５，０００千円 

 

５ 補  助  率   ２の（１） １／２以内 

２の（２） 定額 

 

６ 事業実施期間   平成３０年度～令和２年度 

 

【担当課：農林水産部園芸課 ０２４－５２１－７３５７】  
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グローバル化実践支援事業
1 0 百万円

（ 1 0 百万円）
事業主体：農業総合センター、

ＪＡ等
補助率 ：定額
事業内容：検疫対応技術や保鮮

・輸送技術の開発と
実証、中国における
花きの調査事業

「園芸王国ふくしま」グローバルリンク事業「園芸王国ふくしま」グローバルリンク事業

国際化に対応できる長期出荷や魅力ある果樹、花き等の園芸品目の安定供給体制を整備すること
で、輸出の拡大を図り、世界に「ふくしまブランド」を積極的に発信し、風評払拭と産地再生を加速
させる。

R２(目標)

１５０ｔ

６０千本

もも、 なし、 かき、 切り花を中心に輸出拡大

R2事業費 35百万円

Ｈ３０(現状)

ふくしまブランド輸出力強化事業 25百万円
（ 25百万円）

事業主体：農業者が組織する団体（３戸以上）等
補助率 ：１／２以内
事業内容：輸出対策のために必要な機械・施設等

の導入支援
検疫対策⇒雨よけ施設、ドリフト防止防除機等
品質確保⇒ハウス、保冷庫、電照資材等
規模拡大⇒省力栽培に要する作業台車や棚施設等

※園地集積、品種分散と合わせて支援

採択要件：認証ＧＡＰ、ＪＡＳ取得生産者等

・輸出先では使用農薬を制限    施設化で雨による病原菌の感染を防止 ＜検疫対策＞
・品種の偏りで輸出時期が集中    品種分散と施設化、保存技術で出荷時期拡大 ＜長期出荷、品質確保＞
・安定した輸出量の確保が必要    省力技術の導入と園地集積で規模拡大 ＜ロット拡大、安定生産＞

現状と対策

タイ
マレーシア
ベトナム
中国 など

主な輸出先Ｈ２８

６２ｔ

５２千本
輸出量

果樹

花き

重点地域の
シェア獲得・拡大

ももは東南アジア
（重点地域）３か国の
市場シェアが日本一

３９ｔ
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別紙様式 

福島大学食農学類地域課題解決実践講座設置支援事業（継続） 

 

１ 趣    旨  

鳥獣被害対策や農業経営高度化など、本県農業が抱える課題の解決のために国立大学法人福島大学食農学類が設置する講座の運営を 

支援し、同大学が有する高度で専門的な知見による地域課題の解決と農業・農村の振興を図る。 

 

２ 事 業 内 容 

（１） 鳥獣被害対策講座 

    全県下で増加傾向にある鳥獣被害に対処するため、生息状況のモニタリング調査で得られた結果や既存の出没状況等の関連情報を    

基にデータベースを構築し、それを活用して地域に応じた効果的かつ実践的な対策指導を行う。 

（２） 農業経営高度化講座 

    原子力災害後の流通構造の変化や激化する産地間競争、市場ニーズに対応した生産を行う産地や革新的な農業経営体を育成するた

め、農業経営体や流通業者等への調査や県産農産物の成分、機能性などの分析等、高度な知見を活用した新たな産地形成モデルを提

案するとともに、実証・検証を行うことで、先進的な農業経営者の育成や革新産地の形成を図る。 

 

３ 事業実施主体   国立大学法人福島大学 

 

４ 予 算 額   ２０，０００千円 

 

５ 補 助 率   定額 

 

６ 事業実施期間   平成３１年度～令和１０年度                                         

【担当課：農林水産総室農林企画課 ０２４－５２１－８０２７】  
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福島大学食農学類地域課題解決実践講座設置支援事業

平成３１年４月に新設された福島大学食農学類は、原子力災害からの福島県の農業再生に向け全国から優秀な教授等を採用している。
これら教授等の有する高度で専門的な知見や研究手法等を県の農業振興に活用することにより、困難な課題の解決が期待できることか
ら、県が有する人材や施策のリソースでは十分カバーしきれていない農業・農村の課題解決に向け、福島大学食農学類が調査や研究、
人材育成等を行う講座を設置する場合に、その取組への財政的支援を行う。

■事業期間 平成31年度～令和10年度（１０年間）
■予算 １講座 10,000千円×２講座×10年＝200,000千円（債務負担）

≪鳥獣害のデータベース≫
県や市町村等が有する情報を集約するとともに、広域モニタリン

グ調査を実施しデータベースを構築。
対象獣種：サル、イノシシ、シカ、クマ
対象地域：県内全域（地点を抜粋し実施）

≪対策指導・人材育成≫
市町村等が既存事業等で行う集落環境診断等

の取組と連携し、調査で得られたデータベース
を活用の上、地域の被害状況に応じた適切な対
策指導を行い、被害対策の専門スキルを必要と
する地域住民等を育成する。

講座概要

１ 鳥獣被害対策講座
全県下で増加傾向にある農林水産業に係る鳥獣被害への対策を推進

するに当たり、被害分布や捕獲の効率化に資する情報が不足している
ほか、現場において住民や農林業者を支援する専門的なスキルを有す
る人材も不足している。

このため、他県において被害対策の豊富な実績を有する専門の講師
が、被害分布や出没状況等のデータベースを構築するとともに、それ
を活用して効果的かつ実践的な被害対策を指導し、人材の育成・確保
を行う。

事業概要

２ 農業経営高度化講座
産地間競争を勝ち抜いていくためには、絶えず変化する市場ニーズに

即応した生産を行う革新的な産地を形成するとともに、産地を先導する
フレキシブルな経営体を育成することが必要である。

このため、福島大学の研究により得られた県産農産物の成分、機能性
等の分析結果等、高度な知見を活用した新たな産地形成モデルを設計し、
既存事業等を活用して実践・検証するとともに、そのプロセスの各段階
に次世代の食料・農業を担う人材を参画させ育成を図る。

■県産農産物のマーケティング調査

■農業者の経営実態調査・分析

■テストマーケティング

■販売戦略の提案

■経営モデルの選定・検証

■産地モデルの選定・検証

■産地モデル提案

■経営モデルの提案

・研究成果の県内
フィードバック
・関係者（学生、産地
指導員、モデル経営
体）等を通じてノウハ
ウの普及、共有

産地間競争を勝ち抜く
産地の形成拡大

≪研究イメージ≫

米：成分分析 健康機能
桃：成分分析 比較優位 等

新たな商品特性

研究で得られた成果を活用

新たな
革新産地
形成

先進的
な農業
経営者
の育成
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別紙様式 

スマート農業加速化実証プロジェクト事業（継続） 

 

１ 趣    旨  

  近年技術発展の著しいロボット、ＡＩ等の技術やノウハウを有する民間企業等と連携し、本県の生産環境・経営規模等の条件下にお

いてスマート農業技術を最大限に活かせる技術体系の確立に向けた実証を行う。 

 

２ 事 業 内 容 

スマート農業加速化県推進事業 

大規模化及び効率的土地利用に向けたロボット、ＡＩ等のスマート農業技術を導入した実証ほの効果的な運営に向け、調査計画の

策定・調査を行い、データ収集に基づく技術体系の検討・評価を実施するとともに、スマート農業の普及拡大を図るための研修会を

開催する。  

 

３ 事業実施主体   県 

 

４ 予 算 額   ３，５７３千円 

 

５ 事業実施期間   平成３１年度～令和２年度      

 

 

 

 

                                    

【担当課：農業支援総室農業振興課 ０２４－５２１－７３３６】  
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南相馬市小高スマート農業実証コンソーシアム（Ｒ元～Ｒ２）
１ 実施主体 南相馬市小高スマート農業実証コンソーシアム

２ 実証内容
○米の高品質化・均質化 ○非熟練者の早期技術習熟 ○収益性の向上

３ 実証規模 ⽔稲 58ha

新規想定①（Ｒ２ ）
１ 実証内容

○タマネギの栽培管理のスマート化
・自動操舵機能を持つ移植機、管理機

(農薬散布・除草)、収穫機による省⼒栽培体系
２ 実証規模 タマネギ 1ha

新規想定②（Ｒ２ ）
１ 実証内容

○露地野菜の⽣産体系の確⽴
・ほ場環境センシングと自動⽔栓制御による⽔管理の省⼒化
・人工衛星リモートセンシングによるリアルタイムな⽣育情報の把握

２ 実証規模 露地野菜50a＋⽔稲 20ha

令 和 ２ 年 2 月
農 業 振 興 課スマート農業加速化実証プロジェクト事業（R元～R2）【Ｒ２予算3,573千円】

近年技術発展の著しいロボット、ＡＩ等の技術やノウハウを有する⺠間企業等と連携し、本県の⽣産環境・経
営規模等の条件下においてスマート農業技術を最⼤限に活かすことができる技術体系の確⽴に向けた実証を⾏う。

(株)紅梅夢ファーム(実証農場・(株)南東北クボタ・(⼤)福島⼤学・(公社)福島相双復興推進機構・(株)クボタ 東京本社・
(⼀社)食品需給研究ｾﾝﾀｰ・クボタアグリサービス(株) 仙台事務所・福島県（実証代表）

〔耕起・整地〕

●ロボットトラクタ
・自動操舵
・協調作業

〔耕うん・代かき・移植〕

●ドローン、リモート水管理システム
・高精度農薬散布
・水管理の省力化

〔防除・水管理〕

●食味・収量測定
コンバイン

・適期刈取情報収集
・詳細な食味・収量

の測定

〔収穫〕

●操作支援付田植機、高速直は機
・可変施肥
・複数作業の一貫化

作業管理ｼｽﾃﾑ
KSAS(ｹｰｻｽ)

データ収集フィードバック
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別紙様式 

先端技術活用による農業再生実証事業（継続） 

 

１ 趣    旨  

被災産地の復興・創生のため、状況変化等に起因して新たに現場が直面している課題を対象に先端技術の現場への実装に向けた現地

実証を行うとともに、実用化された技術体系の迅速かつ広範な社会実装を図る。 

 

２ 事 業 内 容 

（１） 花きのICTによる計画生産・出荷管理システムの実証研究（１４，７１５千円） 

電照栽培、ICT等を活用したキク類、トルコギキョウの計画生産・出荷管理システムを構築する。 

（２） 土地利用型野菜の効率的ほ場管理技術の実証研究（２０，４１１千円） 

ドローンを活用したリモートセンシングによる生育、土壌状態の把握などによるブロッコリー、タマネギなど土地利用型野菜の

効率的管理技術を確立する。 

（３） 果樹の早期復旧に向けた生産技術の実証研究（１３，７３３千円） 

ナシのジョイントＶ字樹形、ブドウの盛土式根圏制御栽培による高収益・早期成園化技術を確立する。 

（４） 大規模圃場における自給飼料等生産技術の実証研究（９，７８６千円） 

子実トウモロコシを核に、水稲や大豆の組み合わせによる省力生産技術、輪作による土壌物理性改善技術等を確立する。 

（５） 先端技術活用による農業再生実証事業（社会実装拠点）（８，００８千円） 

被災地に設置した社会実装拠点を核として、これまでに実用化された技術体系に関する情報発信、技術研修、現場指導等を行う。 

 

３ 事業実施主体   県 

 

４ 予 算 額   ６６，６５３千円 

 

５ 事業実施期間   平成２５年度～令和２年度                                         

【担当課：農業支援総室農業振興課 ０２４－５２１－７３３９】  
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先端技術活用による農業再生実証事業（H25～R2） 【Ｒ２予算 66,653千円】

被災産地の復興・創⽣のため、状況変化等に起因して新たに現場が直面している課題を対象に先端技術の現場
への実装に向けた現地実証を⾏うとともに、実⽤化された技術体系の迅速かつ広範な社会実装を図る。

令 和 ２ 年 ２ 月
農 業 振 興 課

農業総合センターが中⼼となって、⽣産者、国⽴研究開発法人、⼤学等と連携して技術体系の現地実証に取り組む。

現地実証（H30～R2）

〔社会実装拠点〕農業総合センター本部・浜地域農業研究所
〔技術体系〕

社会実装（H30～R2）

電照栽培技術による
小ギク⽣産

トルコギキョウを核とした
花きの周年⽣産技術

UV-Bランプ利⽤による
病害抑制技術

ナシの
早期成園化技術

性判別精液による
定時人工授精技術

⽔田乾田直は
栽培技術

〔普及目標（H32）〕
6ha・80⼾

低温性花きとの組合せ
4ha、80⼾ 6ha・31⼾ 7.5ha・70⼾ 10⼾・100頭 80ha

花きのICTによる
計画⽣産・出荷管理システム

⼟地利⽤型野菜の
効率的ほ場管理技術

果樹の早期復旧に向けた
⽣産技術

⼤規模圃場における
自給飼料等⽣産技術

〔研究内容〕
○露地ギクのICTを活⽤した

計画⽣産・出荷管理システム
の構築

○トルコギキョウのICTを
活⽤した安定⽣産技術の確⽴

○経済性評価
など

○ドローン空撮画像、
衛星画像等による
養⽔分管理技術の確⽴

○タマネギ⼤規模⽣産の
ための直播栽培技術、
セット栽培技術の確⽴

○経済性評価 など

○ナシジョイントV字樹形に
よる早期成園化技術の確⽴

○⽔稲育苗ハウスと盛⼟式
根圏制御栽培によるブドウ
早期成園化技術の確⽴

○経済性評価
など

○⼦実トウモロコシを組み入れた
輪作体系の構築

○⼦実収穫に適した飼料⽤
トウモロコシ品種の選定、
給与試験

○ICT等活⽤による乾田直は栽培
技術の確⽴ など

〔実証地〕南相馬市、川俣町 南相馬市 南相馬市、川内村 福島市、南相馬市、新地町
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企業農業参入サポート強化事業（一般）（継続） 

１ 趣    旨  

企業等の農業参入を支援し、本県農業の振興及び多様な担い手の確保に資する。 

 

２ 事 業 内 容 

 農業分野に参入を希望する企業等が、円滑に参入できるように広く呼びかけ、地元関係者等とのマッチングを図るとともに、参入企業

等に対して初期経費の補助や本県定着に必要な施設整備を支援する。 

（１）企業農業参入推進事業 

   中通り及び会津地方において、民間企業等の農業参入を推進するため、関係機関・団体と連携しながら受け入れ体制を整えるととも

に、企業の農業参入を促進するための情報提供・発信を行う。 

（２）農業参入マッチング活動事業 

   相談会の開催を通じて、企業等に対して農業分野への参入に向けた有益な情報を提供するほか、企業等と地域、地元関係者等のニー

ズをマッチングし、円滑な参入を支援するため、企業訪問や企業の現地案内等により企業の農業分野の参入を推進する。 

（３）企業農業参入定着支援事業 

   農業参入意向をもつ企業等を本県に誘致するため、初期経費や定着に必要な機械施設等の経費の一部を助成する。 

   また、新たに農業分野に参入する福祉団体に対しても支援する。 

 

３ 事業実施主体    ２の（１）（２）  県 

 ２の（３）     本県に農業参入する農業以外の業を営む企業等 

 

４ 予  算  額    ６，３３３千円 （うち２の（３） ４，６００千円） 

 

５ 補  助  率    ２の（１）（２）  定額 

 ２の（３）     １／３以内（福祉団体の場合、初期費用に対しては１／２以内） 

 

６ 事業実施期間    平成２７年度～令和２年度 

 

【担当課：農業支援総室農業担い手課 ０２４－５２１－７３４０】 
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【目的】中通り、会津地方に農業参入を希望する企業等が、円滑に参入できるよう、市町村･関係団体と連携し、支援体制を整備 

企業農業参入支援体制強化事業（企業参入サポート強化事業） 
【 Ｒ ２ 年 度 当 初 予 算 】 
6，333千円(うち繰入1，211千円) 

令和２年２月 

農業担い手課 

企業農業参入推進事業 

５９０千円 

(繰入金 ３９５千円） 

○企業の農業参入に係る受入体

制を整えるため、市町村担当者

等向けセミナーなどを行う。 

受入体制の構築 

農業参入マッチング活動事業 

１，１４３千円 

（繰入金   ８１６千円） 

○相談会の開催や企業訪問、現地案内を進

め、地域とのマッチングを図る。 

地域とのマッチング 

企業農業参入定着支援事業 
（県単 ４．６００千円） 

○新たに農業経営に取り組むために必要となる初

期経費を支援（例：肥料費、農薬費、農機具等） 

○定着して農業を行うための機械施設導入への支

援(浜通り除く）（例：作業場、農機具庫、農業機

械等） 

☆企業に加え福祉団体等の農業参入も支援 

○補助率 ：企業       １/３以内 

福祉団体等  １/２以内  

農業参入・定着 

【生産現場の課題】 

○農業従事者の高齢化、減少 

○耕作放棄地の増加 

極端な担い手不足 
(新たな担い手の確保) 東日本大震災、原発事故 

により加速化！ 

企業の農業参入に期待 

地域農業の担い手の増加 

地域雇用の創出、６次化等への期待 
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地域農業担い手育成支援強化事業（継続） 

 

１ 趣    旨 

人・農地プランの作成・見直しを支援するとともに、福島県農業経営相談所等と連携し、人・農地プランの実現に向けて地域の中心経

営体等を対象に、集落営農の組織化・法人化、農業経営の向上、経営、承継等に関する各種取組を支援する。 

 

２ 事 業 内 容 

（１）人・農地問題解決加速化支援事業 

市町村が行う人・農地プランの作成、見直しの取組に対して支援する。 

（２）農業経営法人化支援総合事業 

ア 農業経営法人化支援事業 

地域農業の担い手を育成するため、集落営農等の複数個別農家の法人化・組織化等の取組を支援する。 

  イ 地域農業担い手活性化支援事業 

関係機関等と連携し、法人等の経営改善を支援するとともに、研修会等を開催し、担い手組織の取組や安定的な法人等の育成を図      

る。 

  ウ 農業経営者サポート事業 

     農業経営相談所が法人経営体等に対して実施する経営安定や持続的な発展を図る指導活動等を支援する。 

  エ 企業的農業経営体創出支援事業 

福島県担い手育成総合支援協議会が実施する農業経営等に関する専門家等による経営相談等により法人設立、経営改善、経営継承 

等の取組を支援し、併せて設立した法人等に対し、コンサルティングを行い、経営ビジョンの作成や雇用促進活動等を支援する。 

（３）県担い手育成総合支援協議会運営事業 

県担い手育成総合支援協議会の運営や専門家から構成する担い手アクションサポート会議の設置し、担い手への支援施策について提 

言を受け、効率的な担い手施策に反映させる。 
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３ 事業実施主体   （１）          市町村、 

 （２）のイ         県、 

 （２）のア、ウ、エ、（３） 福島県担い手育成総合支援協議会 

 

４ 予 算 額   ４０，８３９千円 

 

５ 補 助 率   （１）（２）（３）  定額 

 

６ 事業実施期間   平成２７年度～令和２年度                                         

【担当課：農業支援総室農業担い手課 ０２４－５２１－７３４０】  
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人・農地プランの実質化に向けた県の支援活動体制

【基本的な考え方】
県では「ふくしま型集落営農」の推進の一環として「人・農地プラン」の作成・見直しに取り組むことで、地域農業の維持・発展の推進を図ってきたところである。

今般、国では「人・農地プランの具体的な進め方について」を発出し、人・農地プランを真に地域の話し合いに基づくものとし、今後の農地利用を担う中心経営
体への農地の集約化を加速化させるため、「人・農地プランの実質化」の取り組みを進めることとなったことから、県では、関係機関・団体と連携を図り、人・農地
プランの実質化とその実現に向けた取組を強化していく。

☆人・農地プランの実質化の要件

１ アンケートの実施

対象地区の相当部分
について、５～10年後
の農地利用に関する
アンケート調査を実施

２ 現状把握 ３ 徹底した話し合い

地域の中心とな
る経営体への農
地の集約化に関
する将来方針の
作成

実質化された
人・農地プラン

人・農地プランの実質化に向けた支援体制

地域段階（14普及組織）

◎普及組織毎に既存組織を活用し、人農地プランの実質化に向けた推進組織を整備

【構成団体】
農林事務所（農業振興普及部・農業普及所、農村整備部）、市町村、農地中間管理機構、JA、土地改良区

【県の役割】
・推進組織の運営、構成団体との調整 ・取組状況等の進捗の把握
・市町村、農業委員会の活動に対する助言（アンケートの作成、話し合いの実施 等）
・話し合いへの参加、積極的な話し合いに向けた助言やアドバイス（話し合いへコーディネーターとしての

参画）
・優良事例の紹介、各種助成事業等（農地中間管理事業、日本型直接支払制度、基盤整備事業等）の

紹介、誘導 等

県段階

◎「人・農地プラン実質化推進 連絡 会議」の設置

【構成団体】
県、農業会議、農業振興公社（農地中間管理機構）、
農業協同組合中央会、土地改良事業団体連合会

【主な活動内容】
・人・農地プランの実質化に向けた情報等の 提供
・各地域段階の取組状況や把握及び共有
・集落営農セミナーの開催（構成団体との共催）
・各種事業等の活用や、事業推進を契機とした

人・農地プランの実質化支援活動の推進 等

・人・農地プラン
382地域策定済

・うち実質化済
165地域

(R1.9.10現在）

年齢階層別
の就農状況
や後継者の
確保の状況
を地図化

人・農地プランの実現に向けて取り組む内容

○地域の中心経営体の経営能力の向上支援 …経営分析及び経営能力向上研修等の実施、集落落営農等担い手の法人化支援
○中心計得体への農地の集積・集約 …農地中間管理機構の活用支援）
○次世代の担い手への経営継承支援 …課題の分析、整理、経営継承研修会等の開催
○企業等の農業参入支援 …新たな生産方式の検討及び導入支援

本県地域農業の維持発展
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福島県農業経営者総合サポート事業 実施体制

【会 員】

福島県

（一社）福島県農業会議

福島県農業協同組合中央会

（公財）福島県農業振興公社

福島県農業共済組合

福島県担い手育成総合支援協議会

福島県農業経営相談所

※事務局：福島県担い手育成総合支援協議会

[構成員]

○農業系団体 （一社）福島県農業会議

福島県農業協同組合中央会

ＪＡ福島担い手サポートセンター

(公財)福島県農業振興公社

福島県農業共済組合

福島県土地改良事業団体連合会

日本政策金融公庫福島支店

うつくしまふくしま農業法人協会

ふくしま地域産業６次化ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

○商工系団体 福島県よろず支援拠点

(一社)福島県中小企業診断協会

福島県中小企業団体中央会

○普及組織 福島県

※事務所は農業会議内に置く

[担い手育成総合支援協議会]
・担い手育成支援に関する事業等を実施
することにより、地域実態に即した担い手
の明確化及び共有化を推進する。

・担い手の経営改善に取り組むとともに、
担い手の育成・確保に向けた都道府県及
び地域段階の取り組みに対する支援を強
化し、望ましい農業構造の確立に資する。

【経営戦略会議】

（コンサルティングによる経営
戦略の策定）

・ （一社）福島県農業会議

・ 該当農林事務所

・ 商工系団体

必要に応じて相談所の構成
員、地域担い手育成総合支
援協議会等

地域農業再生協議会
（地域担い手育成総合支援協議会）

(必置会員)
市町村
農業委員会
農業協同組合
県農林事務所

(任意会員)
商工関係者
中小企業診断士
税理士
土地改良区 等

普及組織が重点指導農業者の
候補を選定

（経営発展や経営継承に意欲的な農業者・集
落営農組織等）

※必要に応じて、（一社）福島県農業会議も参加する

相談※経営状況の把握、課題の整理、「経営戦略」の作成・決定・見直し、経営向上支
援、円滑な経営継承等の様々な農業者等のニーズに一体的に対応する。

県

段

階

地

域

段

階 （相談前）経営診断・経営戦略作成に向けて、経営状況の把握、経営課題の抽出・整理する。
（相談後）経営戦略の実現に向けて、農業経営向上支援（補助事業の導入等）、農地中間管理事業等
の活用による農地集積、効率的な農地の利活用、地域の合意形成支援等を実施する。

【役割】

【対象者ごとの支援チーム】
・対象者ごとに選定する
・対象者へ専門家派遣する
・フォローアップ等を行う
例）税理士、司法書士、農業経営

アドバイザー、普及指導員等

支援

支援チーム
編成

連携
経過
報告

【支援チーム】

○社会保険労務士（労
務・人材）

○税理士等（税務）

○司法書士（法人設立・
手続き）

○中小企業診断士（経営
診断）

○農業経営アドバイザー
（資金・出資）

○経営コンサルタント（経
営継承）

○農業会議（法人化）

○法人協会（法人経営）

○６次産業化プランナー
（６次産業化）

○普及員・農業士・営農
指導員（技術指導）

経営相談をしたい
意欲ある農業者等

重
点
指
導
農
業
者

支援

＜被災地域＞
官民合同チーム

連携連携

※「農業経営法人化支援事業（法人化(40万円)」は、経営相談所が支援した法人・組織等が対象で、助成金は経営相談所から交付される。

令 和 元 年 9 月 2 7 日
農 業 担 い 手 課
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農地利用集積対策事業（継続） 

 

１ 趣    旨 

農地中間管理機構が担い手への農地集積・集約化に取り組むために必要となる事業費等を支援する。 

 

２ 事 業 内 容 

（１） 農地中間管理機構事業 

機構が農地を借り入れし、担い手へまとまりのある形で貸し付けるために必要な経費等を助成する。 

 

（２） 機構集積協力金交付事業 

機構を通して担い手へ転貸された面積等について、以下の単価で交付する。 

ア 地域に対する支援 

（ア）地域集積協力金 

   実質化した人・農地プランの策定地域における話し合いの中で、まとまった農地を機構に貸し付けた地域に交付する。 

【集積・集約化タイプ】 

機構を活用して担い手への農地集積・集約化に取り組む地域に交付する。 

 機構の活用率 

（当該年度の貸付面積÷地域の農地面積） 交付単価 被災地等交付単価※ 

一部地域 中山間地域 

区分１ ２０％超４０％以下 ４％超１５％以下 １．０万円／10ａ １．３万円／10ａ 

区分２ ４０％超７０％以下 １５％超３０％以下 １．６万円／10ａ １．９万円／10ａ 

区分３ ７０％超 ３０％超５０％以下 ２．２万円／10ａ ２．５万円／10ａ 

区分４  ５０％超 ２．８万円／10ａ ３．１万円／10ａ 

※ 被災地等：津波被災地域または原発事故による避難地域 
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【集約化タイプ】 

担い手同士の耕作地の交換に取り組む地域に交付する。 

４０％超７０％以下：０．５万円／10ａ 

７０％超：１．０万円／10ａ 

 

イ 個々の出し手に対する支援 

（ア）経営転換協力金 

機構に対し農地を貸し付け、経営転換又はリタイアする者等へ交付する。 

１．５万円／10ａ（上限額５０万円／１戸） 

 

３ 事業実施主体   ２の（１）（公財）福島県農業振興公社、２の（２）市町村 

 

４ 予 算 額   ５５９，５５３千円 

 

５ 補 助 率   ２の（１）定額、２の（２）定額 

 

６ 事業実施期間   平成２７年度～令和２年度  

 

【担当課：農業支援総室農業担い手課 ０２４－５２１－７３８１】  
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①農地中間管理機構事業
（農地中間管理機構への支援）

機構が農地集積等に取り組むために必要な経費を助成

②機構集積協力金交付事業
（地域・農業者への支援）

機構に対し農地を貸し付けた地域等に対して協力金を
交付

○農業の生産性を高め、競争力を強化していくため、担い手への農地集積・集約化を加速し、生
産コストを削減していくことが必要

○本事業により、農地の中間的受け皿となる農地中間管理機構による担い手への農地集積と集約化
を支援し、競争力強化のために不可欠な農業構造の改革と生産コストの削減を実現

事業内容

農地利用集積対策事業

農地中間管理事業の仕組み

目標（平成３５年）
担い手への農地集積７５％

地域内の分散・錯
綜した農地利用

担い手ごとに集約
化した農地利用

農地の集積・集約
化でコスト削減
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別紙様式 

農業次世代人材投資事業（継続） 

 

１ 趣    旨 

若い世代の農業への参入を促すため、就農前（２年以内）の研修期間及び経営が不安定な就農直後（５年以内）に資金を交付し、青

年の就農意欲の喚起と就農後の定着を支援する。 

 

２ 事 業 内 容 ※下線部は令和元年度からの変更点 

（１） 農業次世代人材投資資金（準備型） 

就農予定時原則５０歳未満で独立・自営就農又は雇用就農又は親元就農を目指し、年間１，２００時間以上の就農研修を受講す

る等、一定の要件を満たす者に対し、資金を交付する。 

要  件：就農予定時の年齢が原則５０歳未満であること。 

：研修終了後１年以内に「独立・自営就農」、「雇用就農」、または「親元就農」をすること。 

：原則、前年の世帯所得（親子及び配偶者の範囲）が６００万円以下であること。 

：県が認める研修機関（県農業短期大学校等）、または適切な研修環境体制が整備されていると認められた先進農家にお

いて、概ね１年以上の研修を行うこと。  

※前年の世帯所得が６００万円を超える場合であっても、生活費確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると

交付主体が判断する場合は採択可能とする。 

※適切な研修環境体制が整備されていると認められた先進農家における研修は、令和２年度新規採択者から適用する。 

※本事業で対象となった研修終了後、更に就農に必要な技術・知識を得るために、今回の研修に準じた研修を継続する

場合や４年生大学等に進学する場合は、就農開始までの期間を当該研修の終了後１年間まで延長する（継続研修の期

間は原則４年以内とする）。なお、令和２年度新規採択者及び継続交付対象者から適用する。 

交付期間：２年以内 

※国内での２年間の研修を経て海外研修を行う場合は、交付期間を１年延長。 

交 付 金：年間１５０万円 
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（２） 農業次世代人材投資資金（経営開始型） 

独立・自営就農時の年齢が原則５０歳未満の認定新規就農者で、農業経営者となる強い意欲を有しており、人・農地プランに位

置付けられるか、農地中間管理機構から農地を借り受ける等、一定の要件を満たす者に対し資金を交付する。 

要  件：独立・自営就農時の年齢が原則５０歳未満であること。 

：就農５年後に農業で経営が成り立つ計画を有していること。 

：人・農地プランに位置付けられること。あるいは、農地中間管理機構から農地を借り受けていること。 

：原則、前年の世帯所得（親子及び配偶者の範囲）が６００万円以下であること。 

※平成２９年度新規採択者から、交付終了後は交付期間と同期間営農を継続することを要件化。 

※親族から貸借した農地が主である場合、交付期間中の所有権移転が必要であったが、令和元年度新規採択者からは

利用権設定でも可。 

※前年の世帯所得が６００万円を超える場合であっても、生活費確保の観点から支援対象とすべき切実な事情がある

と交付主体が判断する場合は採択可能とする。 

交付期間：最長５年以内 

交 付 金：年間最大１５０万円（夫婦での交付は年間最大２２５万円） 

※前年の所得（１００万円以上３５０万円未満）に応じ、交付金額が変動。 

※交付３年目に中間評価を実施。Ａ～Ｃの３段階のうちＡ評価の者（希望者）に経営発展支援金を交付。 

 

３ 事業実施主体   ２の（１） 公益財団法人福島県農業振興公社（福島県青年農業者等育成センター） 

２の（２） 市町村 

４ 予 算 額   ５１２，５７８千円 

５ 補 助 率   定額 

６ 事業実施期間    平成２７年度～令和２年度 

 

 

【担当課：農業支援総室農業担い手課 ０２４－５２１－７３４０】 
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別紙様式 

畑作物の産地形成・強化事業（新規） 

 

１ 趣    旨  

農業法人等担い手による全国水準以上の収量・品質確保に取り組むモデル生産組織等への支援や、需要者と連携した販路開拓、地場産 

品づくり等に対する支援を実施することで、収量確保・品質向上及びマーケットに対応した産地の形成及び強化を推進する。 

 

２ 事 業 内 容 

（１） 収量確保・品質向上支援事業 

    相双地方をはじめとした被災地域の産地復興と、農業者所得向上のため、大豆・麦・そば等の収量確保及び品質向上技術導入によ 

る現地試験を行い、技術研修会を開催するとともに、技術導入されたモデル生産団地の形成拡大を図る。 

（２） 産地強化活動支援事業 

    大豆・麦・そば等の畑作物について、農業法人等による需要者の求める品種の導入や、需要者と連携した販路開拓、地場産品づく 

り等の産地形成・強化活動を支援する。 

 

３ 事業実施主体   県、市町村、生産者団体、農業法人等 

 

４ 予 算 額   ５，１４４千円 

 

５ 補 助 率   ２の（１） １／２以内 

２の（２） 定額 

 

６ 事業実施期間   令和２年度～令和４年度  

                                        

【担当課：生産流通総室水田畑作課 ０２４－５２１－７３６９】  
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畑作物の産地形成・強化事業 

収量確保・品質向上に繋がる大豆・麦・そば生産活動や、担い手による需要に即した取組を支援することで、産地形成及び強化活動を推進する。 

取組内容（産地強化活動支援事業） 
 

農業法人、作業受託組織等による需要者の求める品種の導

入や、需要者と連携した加工品試作等の活動を支援 

 

・加工適正が高い等の新形質を有する

大豆、麦等品種の展示ほ設置 

・新品種栽培技術や、品種特性を生か

す加工試作研修会の開催 

 

・需要者と連携した大豆・麦等の加

工品試作及び求評会活動、県産農産

物を使用した地場産品づくり・商品

開発に係る取組への助成 
    例：県産原料 100%の醤油・味噌、 
       県産小麦＋そば粉の乾麺 等  

取組内容（収量確保・品質向上支援事業） 
 

産地形成・強化のための試験・研修実施や、基本栽培技術

の励行による高品質多収生産技術導入産地の活動を支援 

 

・大豆及び麦の難防除雑草対策等、収量確保のための現

地試験の実施 

・麦類の赤かび病防除対策等、品質向上に係る研修会の

開催 

 

・ブロックローテーションと明渠排

水施工に加えて、堆肥投入等の土づ

くりや、適正な乾燥調製作業等を実

施し、全国水準以上の収量品質を目

指すモデル生産組織の取組への助成 

マーケットに対応した産地形成・強化が求められている 

 

 
目指す 

姿 

 

 

 

 

 

・大豆新品種の作付拡大 
・大麦での焼酎試作 
・そば在来品種の種子増殖 
・大豆品質向上パンフ作成配付等 

これまで 

の成果 

既往成果の波及 

品種 

導入 

地元企業

との連携  
 
 
 
 
 
 
 

地域活性化を支援！ 

地場産品 

づくり 県

域 

地

域 

県

域 

地

域 

波及 

効果 
●地場産品の商品開発に

よる地域活性化 

●作付面積拡大による 

耕作放棄地への移行防止 

●主食用米からの転換に

よる主食用米価格の維持 

収量と品質の 

向上 

▼ 

面積当たりの 

農業所得確保 

需要に応じた 

生産体制確立 

▼ 

作付面積拡大・ 

団地（産地）の復活 

産地の 

担い手育成 

▼ 

地域活性化 
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施設園芸産地力強化支援事業（継続） 

 

１ 趣    旨 

市場ニーズの高い時期（需要期）への安定出荷を進め、園芸産地の復興と拡大を成し遂げるためには、生産の施設化や省力・生産安定 

技術等の普及が重要である。これら技術を支える良質な水源の確保を進め、施設園芸産地力の強化を支援する。 

 

２ 事 業 内 容 

他の補助制度等を活用して園芸作物の施設化に取り組む産地（受益面積概ね０．５ha以上）を対象に、併せて行う良質な水源確保に 

係る経費（付帯設備を含む）について支援する。 

 

３ 事業実施主体   農業協同組合等農業団体、農業法人 等 

 

４ 予 算 額   １８，８００千円 

 

５ 補 助 率   １／２以内（補助上限１，０００千円／か所） 

           ※ 付帯設備のうち活用する他の補助制度等で対象となるものを除く。 

 

６ 事業実施期間   令和元年度～令和３年度                                         

 

【担当課：生産流通総室園芸課 ０２４－５２１－７３５５】  
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水源確保の取組を支援

（補助率１／２以内）
・良質な水源確保に係る費用

（補助上限1,000千円/か所）

施設園芸産地力強化支援事業
R2.2月
園芸課

R1-R3：総事業費60百万円(想定)

（うちR2：18,800千円）

うちの産地でパイ

プハウスの大規模

導入を進めたい！

けれど・・・

ＪＡ等

施設化やＩＣＴ技

術導入には、良質

な水源が必須だが、

活用できる事業が

ない・・・

これなら大規

模な施設化等

を進めること

課題要望

【事業のねらい】

産地生産基盤パワーアップ

事業等と併せてＩＣＴ等技術

導入や施設化を推進！
・自動かん水同時施肥装置

・パイプハウス（資材費）

・暖房機

Ｑ 「井戸」は汎用性が高く、資産形成に直結するおそれもある。

制度が悪用されかねないのでは？

Ａ 産地生産基盤パワーアップ事業等を活用して施設化を進める場合に、

一体的に水源確保に取り組むものを対象とすること、財産管理台帳の整

備を定めて「農業利用である」こと、「整備後の適正な財産管理」を担

保します。

また、施設導入面積も概ね０．５ha以上とし、まとまった規模の事業

計画を有する地区に限定します。

県の

支援

省力化

出荷期

間延長

収量品

質向上

事業目的等についてのＱ＆Ａ
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強い野菜産地拡大特別対策事業（新規） 

 

１ 趣    旨 

  強い品目をより強くすべく、本県の主要野菜3品目であるきゅうり、トマト、アスパラガスについて、集出荷体制の見直しを行いなが  

ら、加速的に施設化を進める産地の取組を支援し、市場シェアの拡大を図るとともに持続的に発展する揺るぎない強い野菜産地  

を確立する。 

 

２ 事 業 内 容 

（１） 大規模産地育成型 

    国庫補助事業（産地生産基盤パワーアップ事業）を活用して大規模な施設導入を行う産地について、施設導入に係る経費について

市町村とともに支援する。 

（２） 中山間地域等産地拡大型 

    中山間地域等で産地規模が小さい等、国庫補助事業の要件を満たすことが困難な地域の施設化の取組について、市町村とともに支   

援する。 

 

３ 事業実施主体   ２の（１） 市町村、農業者の組織する団体、営農集団 等 

           ２の（２） 市町村、農業者の組織する団体、営農集団 等 

 

４ 予 算 額   ２の（１） １２０，０９８千円 

           ２の（２）  １９，５００千円 

 

５ 補 助 率   ２の（１） 国庫補助率１／２以内、県補助率１／１０以内、市町村補助率３～１０％以内 

           ２の（２） 県補助率１／２以内、市町村補助率３～１０％以内 

 

６ 事業実施期間   令和２年度～令和３年度                                         

【担当課：生産流通総室園芸課 ０２４－５２１－７３５５】  
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園芸課

集出荷体制の機能強化や効率化等を図りながら、

きゅうり、トマト、アスパラガスの施設導入を強力に支援

R2 総事業費139,598千円

（事業期間 R2～R3）
強い野菜産地拡大特別対策事業

本県の主要野菜3品目

きゅうり、トマト、アスパラガスの 本県が強い品目を

より強く！

産地の生産力を

一層強化！

②中山間地域等産地
産地規模が小さい等により国庫

補助事業が活用できない産地を支援

県補助率 １／２以内

市町村補助率３％以上

①大規模産地育成型
産地生産基盤パワーアップ事業を活用し

施設を導入する産地を支援

県補助率 １／１０以内

市町村補助率３％以上

主要野菜3品目の

市場シェアを拡大

加速的な施設導入に

より、主要3品目の市場

シェア率の向上を図り、

市場の産地信頼を獲得

する。
・きゅうり

６月～10月の出荷量向上

・トマト

7～10月の出荷量向上

・アスパラガス

4～9月の出荷量向上

持続的に発展する

揺るぎない産地の育成

・農家の販売額の向上

・作付面積の拡大

・市場からの信頼確保
・新規栽培者の確保・育成

・後継者の確保・育成

・I・Uターン等の増加

・集出荷施設の地域雇用

の創出

県
全
体
の
園
芸
産
地
の
拡
大
・
強
化
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産地パワーアップ事業（強い農業づくり整備事業） （継続） 

 

１ 趣    旨  

地域一丸となって収益力強化に計画的に取り組む産地の農業者等に対し、計画の実現に必要な農業機械のリース導入や集出荷施設の

整備に係る経費等を支援する。 

 

２ 事 業 内 容 

（１） 生産支援事業 

    コスト削減に向けた高性能な農業機械のリース導入・取得、雨よけハウス等の高付加価値化に必要な生産資材の導入、果樹の競

争力のある品種について同一品種での改植等 

（２） 整備事業 

    乾燥調製施設、穀類乾燥調製施設、集出荷貯蔵施設、農産物処理加工施設、生産技術高度化施設（低コスト耐候性ハウス等）等

の整備 

（３） 効果増進事業 

    事業計画の策定及び農業機械の導入実証に要する経費 

 

３ 事業実施主体   市町村、農業者、農業団体、民間事業者等 

 

４ 予 算 額   １，２６３，００７千円 

 

５ 補 助 率   １／２以内等 

 

６ 事業実施期間   平成２８年度～令和２年度         

   【担当課：生産流通総室園芸課 ０２４－５２１－７３５７】  
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（空白）
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実り豊かなふくしまの産地整備事業（継続） 

 

１ 趣    旨  

「ふくしま農林水産業新生プラン」の実現に向け、戦略的な生産拡大や産地づくりなどに重点的に取り組む。 

特に、国庫事業「産地生産基盤パワーアップ事業」の要件に満たない産地の創意工夫や新たな挑戦に係る取組を支援する。 

 

２ 事 業 内 容 

（１） 園芸作物支援対策 

ふくしま恵みイレブン園芸６品目などを対象に、園芸用栽培施設及び付帯設備の導入、県オリジナル品種の普及推進、簡易養液栽

培施設の導入や更なる単収向上を期待できる環境制御システム等の新たな生産システムの普及拡大を支援する。 

（２） 土地利用型作物支援対策 

大豆、麦類、そば、なたね、飼料作物及び主要農作物（稲・麦類・大豆）種子を対象に、低コスト化、高品質化及び生産拡大を図

るための取組や、新規に種子生産に取り組む、又は新品種を導入するために必要な機械・機器の導入を支援する。 

 

３ 事業実施主体 

（１） 市町村、農業協同組合等農業団体、営農集団、農業法人（３戸以上の農業者が受益者となる場合に限る。） 

（２） 市町村、市町村単位農業公社、農業協同組合、ＪＡ出資型法人、営農集団（３戸以上の農業者が受益者となる場合に限る。） 等 

 

４ 予 算 額   ４２，９００千円 

 

５ 補 助 率   １／３以内。ただし、ＦＧＡＰ以上の認証取得済み又は認証を目指す産地は、４／１０以内（飼料作物及び主要農

作物種子を除く。）。 

 

６ 事業実施期間   平成３０年度～令和２年度         【担当課：生産流通総室園芸課 ０２４－５２１－７３５５】  
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「新たなふくしまの未来を拓く園芸振興プロジェクト」における
【実り豊かなふくしまの産地支援事業】の位置づけ 園芸課

R2.1.22

園芸主要６品目：

きゅうり、トマト、アスパラガス、

もも、なし、りんどう

新たなふくしまの未来を拓く園芸振興プロジェクト
（Ｈ２５～R２）前期H25～28、後期H29～R2

●３つの視点 ●方部別の重点推進方向

【新たな生産システム・技
術の導入推進】
○環境制御測定装置導入
○ジョイント栽培の導入 等

【安全・安心の確保と販
売対策強化】
○ＧＡＰの推進
○市場要望に対応した

作型 等

【生産体制（人、ものづく

り）の強化】

○大規模経営体の育成

○単収向上 等

【県北】
・新技術の導入

・果樹改植の推進

【県中】
・収益性の高い産地形成
・地の利を活かした生産

出荷体制の確立

【県南】
・施設化、作型分化

・環境制御技術の導入

【会津】
・稲作経営への導入推進
・新たな生産システムの導入

【南会津】
・地域のブランド化

・新規栽培者の確保育成

【相双】
・新たな産地の育成

・出荷制限解除と安全
性の確保

【いわき】

・大規模施設園芸の推進

・省力、機械化体系の推進

H23農産物
産出額

1,851億円うち

園芸主要6品目
266億円

R2農産物
産出額

2,635億円うち
園芸主要6品目

459億円

震災発生
園
芸
産
地
ふ
く
し
ま
の
充
実
強
化
・
産
地
創
造

●実り豊かなふくしまの産地支援事業●

輝け！ふくしまの園芸産地推進事業
○園芸品目の現地課題への対応
○「新未来園芸プロジェクト」の推進
○重点品目会議、地方推進研修会

実り豊かなふくしまの産地整備事業
○生産拡大、施設化等を支援
○新技術導入・省力化等を促進
○認証ＧＡＰ取組を後押し
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農業用ハウス強靭化緊急対策事業（継続） 

 

 

１ 趣    旨 

十分な耐候性がなく、補強等の対策が必要な農業用ハウスに対し、ハウスの補強や防風ネットの設置に係る経費等を支援する。 

 

２ 事 業 内 容 

（１） 整備事業 

今後10年以上の利用が見込まれるハウスにおけるハウス本体の補強、防風ネットの設置、耐候性を発揮させるための融雪装置・

加温装置等の設置 

（２） 推進事業 

    災害被害防止マニュアルの作成、ハウスの補強保守管理のための技術指導や講習会の開催等に要する経費 

 

３ 事業実施主体   市町村、公社、農業協同組合等 

 

４ 予 算 額   １２，０００千円  

 

５ 補 助 率   整備事業：１／２以内 

推進事業：定額 

            

６ 事業実施期間   令和元年度～令和２年度                           

 

【担当課：生産流通総室園芸課 ０２４－５２１－７３５５】  
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農業用ハウス強靱化緊急対策事業【内容】

・農業用ハウスの被害防止計画に位置付けられた取組であること。
・対象施設が園芸施設共済または⺠間の保険に加入していること。

【国庫補助対象要件】

農業用ハウス強靱化支援事業
(1)事業実施主体

市町村、公社、農業協同組合、地域農業再⽣協議会、農業者等
(2)助成額 12,000千円
(3)事業内容

ア 整備事業（補助率 1／2以内）
今後１０年以上の利用が⾒込まれるハウスにおける
・ハウス本体の補強（筋交い直管、タイバー、斜材、中柱等）
・防風ネットの設置
・耐候性を発揮させるための融雪装置、加温装置等
・停電時における非常用電源の導入

イ 推進事業（補助率 定額）
・災害被害防止マニュアルの作成
・補強や保守管理のための技術指導や講習会等の開催
・農業者自らがハウスの補強を⾏うための自⼒施⼯講習会
・補助対象経費

会場借料、謝⾦、資料印刷費、消耗品費、通信運搬費等

防風ネットの設置ハウスの補強

＜事業執⾏の流れ＞

福島県

農業者

産地計画提出 承認

市町村または農業協同組合等

要望（又は産地計画）
を提出

【事業内容】
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畜産競争力強化対策整備事業（継続） 

 

１ 趣    旨 

畜産業の復興・再生を推進するため、地域の中心的経営体（畜産農家、新規参入者、飼料生産受託組織等）の収益性の向上、畜産環境 

問題への対応に必要な施設整備や家畜導入を支援する。 

 

２ 事 業 内 容 

（１） 畜産競争力強化対策整備事業 

    畜産クラスター協議会が策定した畜産クラスター計画に位置づけられた地域の中心的経営体（畜産農家、新規参入者、飼料生産受 

託組織等）の収益性の向上、畜産環境問題への対応に必要な施設整備や家畜導入を支援する。 

 

３ 事業実施主体   畜産クラスター協議会 

 

４ 予 算 額   ４０２，７６７千円 

 

５ 補 助 率   施設整備    事業費の１／２以内 

           家畜導入上限額 妊娠牛  ２７５千円             

                   繁殖雌牛 １７５千円（増頭の頭数規模により、２４６千円） 

                   繁殖雌豚  ４０千円 

 

６ 事業実施期間   令和２年度 

【担当課：生産流通総室畜産課 ０２４－５２１－７３６６】 
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機密性○情報 ○○限り

畜産競争力強化整備事業（国庫：畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業）

ヘルパー組合

TMRセンター
コントラクター

＜畜産クラスターのイメージ＞

（規模拡大、省力化、コスト削減、
高付加価値化、新規需要創出等）

行政

研究機関

生産者
乳業・食肉センター

卸小売業

飼料メーカー
機械メーカー

畜産コンサル

ＪＡ

＜取組主体＞
地域の収益性向上のための畜産クラス
ター計画に位置づけた中心的な経営体

・畜産を営む者
・飼料生産組織
・新規就農者

原発事故の影響により
○避難指示区域の廃業
○自給飼料の給与制限
○風評による生産物の価格低下
○高齢者等を中心に離農が加速

生産基盤が弱体化。

福島県畜産競争力強化対策整備事業

畜産農家をはじめ、地域に存在する各関係者が有機的に連携・結集した高収益型畜産体制（畜産クラスター）を構築し、地域の中心的な経営体の収益
性の向上に必要な施設整備や家畜導入を支援することで、原発事故の影響により弱体化した生産基盤の回復と、ＴＰＰ１１協定や日ＥＵ・ＥＰＡの発効と
いった国際環境に対応するため、国際競争力の強化を図る。

ミルキングパーラー 畜産環境対策施設飼料調製施設
（※公社等が整備し、中心的な経営体に貸し付ける場合も含む ※共同利用家畜排せつ物整備は地方公共団体も取組み可）

家畜導入

中心的経営体の収益性の向上等に必要な施設の整備・家畜導入を支援（補助率：１／２以内）
※家畜導入上限額

妊娠牛27.5万円、繁殖雌牛17.5万円（増頭の頭数規模により24.6万円）、繁殖雌豚4.0万円

畜産生産基盤の
回復と強化

○規模拡大や協業化等による
担い手確保・育成

○機械導入や作業委託等による
省力化

○施設等貸付や指導体制整備等
による新規就農者確保

○地域資源活用による耕畜連携
や高付加価値化、コスト削減

など

※個別経営体も対象
（原則、法人、法人化の計画を有する家族経営）

国際環境の変化
○ＴＰＰ１１協定、日ＥＵ・ＥＰＡ発効
○ＴＡＧ交渉開始

国際競争力の強化が必要。

収益性向上
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別紙様式 

農村環境整備事業実施計画費（継続） 

 

１ 趣    旨 

農村環境整備に関する計画作成の対象地区について、計画的・効率的な事業実施に資する実施計画策定を行い、整備の基本方針、整備

の内容、費用の総額、効果算定等を定める。 

 

２ 事 業 内 容 

（１） 各事業に係る事業計画策定業務 

当該計画作成の対象地区について、整備の基本方針、整備の内容、費用の総額、効果算定等を定める。 

 

３ 事業実施主体   県、市町村、団体 

 

４ 予 算 額   ７６７，５０７千円 

令和２年度 当初   ２１２，００２千円 

         令和元年度 ２月補正 ５５５，５０５千円 

 

５ 補 助 率   農地防災、水利施設整備事業           １００％ 

農地整備事業（農地中間管理機構関連農地整備） ６２．５％ 

 

６ 事業実施期間   平成２４年度～令和２年度 

 

 

 

【担当課：農村整備総室農村計画課 ０２４－５２１－７４０６】  
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別紙様式 

遊休農地活用促進総合対策事業（一部新規） 

 

１ 趣    旨 

遊休農地の活用を促進するため、荒廃農地の再生利用に可能な事業等を活用し、農業者等が行う農地の再生作業等を支援するととも

に、再生が困難な農地の活用についても検討を進める。 

 

２ 事 業 内 容 

（１） 遊休農地活用推進事業 

遊休農地の活用をすすめるため、関係団体と連携等を図り、市町村等が農地法第四章に基づいて行う遊休農地に関する措置の適

正な執行を支援する。 

（２） 再生困難農地活用推進事業 

再生が困難な荒廃農地の利活用を促進するため、荒廃農地の実態等や農地の転用（利用）事例に詳しい事業者に業務を委託し、

地域の関係者による具体的な利活用方策を検討する。 

（３） 遊休農地等保全対策支援事業 

遊休化した農地及び棚田の活用・保全を図るため、遊休農地の再生作業等に国の事業の活用が見込めない地域において、市町村

等が策定する遊休農地の保全計画の実現に向けた取組を支援する。 

 

３ 事業実施主体   （１）、（２） 県   （３） 市町村、市町村農業委員会、地域耕作放棄地対策協議会等 

 

４ 予 算 額   ５，０６２千円 

 

５ 補 助 率   （１）、（２） －   （３） 定額又は１／２以内 

 

６ 事業実施期間   平成２８年度～令和２年度                                         

【担当課：農村整備総室農村振興課 ０２４－５２１－７４１５】  
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経営体育成基盤整備事業 他（継続） 

 

１ 趣 旨 

農業競争力の強化を進めるため、農地中間管理機構と連携した担い手への農地集積・集約化や農業の付加価値化など、農

地の大区画化・汎用化等の基盤整備を実施する。 

 

２ 事 業 内 容 

区画整理、農業用用排水施設、農道、暗渠排水、客土 

 

３ 事業実施主体   県 

 

４ 予 算 額   ６５５，０６５千円 

令和２年度 当初   ５１５，８３７千円 

         令和元年度 ２月補正 １３９，２２８千円 

 

５ 負 担 率   一 般  地 域：国 ５０％（６２.５％）、県 ２７．５％ 等 

中山間地域等：国 ５５％（６２.５％）、県 ２７．５％ 等 

※（ ）書きは農地中間管理機構関連農地整備事業実施地区 

 

６ 事業実施期間   平成９年度～令和７年度 

  

【担当課：農村整備総室農村基盤整備課 ０２４－５２１－７４１０】  
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別紙様式 

県単基幹水利施設ストックマネジメント事業 他(継続) 

 

１ 趣    旨 

  国・県営土地改良事業により造成された農業水利施設の相当数が老朽化の進行とともに、更新を必要とする施設が増加している。今

後も増加してゆく更新需要に対して、農業水利施設の長寿命化を図ることにより、施設の有効活用と財政負担の平準化を図る。 

 

２ 事 業 内 容 

ダム、頭首工、用排水機場、基幹用排水路等の基幹水利施設について、施設の劣化状況等を調べる機能診断を行い、機能保全計画を

策定し、当該機能診断結果に基づき必要な対策工事を実施する。 

 

３ 事業実施主体   県 

 

４ 予 算 額   １，２７３，４５６千円 

 

５ 補 助 率   国 １／２、県 １／４ 

 

６ 事業実施期間   平成２３年度～令和５年度                                         

 

 

 

 

 

 

【担当課：農村整備総室農村基盤整備課 ０２４－５２１－７４１７】  
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別紙様式 

ふくしま県産材競争力強化支援事業（一部新規） 

 

１ 趣    旨 

震災からの森林・林業の再生に向け、被災地域において森林整備の本格化や木材加工流通施設等の整備が進められる一方、今後は県内

需要だけでなく県外、海外を含む新たな需要を開拓していくため、本県の木材加工者が有する優れた製品や技術を通じて販路拡大支援を

行い、本県の林業・木材産業の復興と発展に資する。 

 

２ 事 業 内 容 

県内事業者が有する付加価値の高い木製品や木材加工技術について首都圏や海外への販路拡大活動支援を行う。 

 

３ 事業実施主体   木材関係団体等 

 

４ 予 算 額   １８，１００千円 

 

５ 補 助 率   定額（１０／１０以内） 

 

６ 事業実施期間   令和元年度～令和２年度                                         

【担当課：森林林業総室林業振興課 ０２４－５２１－７４３２】 
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県産材の販路・需要拡⼤による林業・木材産業の復興

ふくしま県産材競争⼒強化支援事業

●⾸都圏、海外需要の掘り起こしにより、復興のスタートラインにある森林・林業の再⽣に寄与。
●先進的な県産材製品の需要開拓により、木材（素材）⽣産量の伸び率を全国⽔準にまで増加させ、林業・木材産業の復興を加速。

素材生産
+

製品需要

県内事業者による輸出品

鋼材内蔵型集成材（耐火構造）集成材（建築物に利用）

大径JAS製材

県内で製造される先進的な木材製品の事例

⾸都圏、海外への販路拡⼤支援

被災地域の復興 林業・木材産業の復興

復興と需要確保/販路拡⼤

《現状》
●県内における素材⽣産量は、震災前の⽔準に回復して

いるが、全国の伸び率に⽐較して低位。
●被災地域の森林資源活⽤と産業の復興を目指し、木材

加工工場を整備予定。
●全国的には木材製品の輸出規模は拡⼤の⼀方、本県は

未だ低位。

《課題》
●復興住宅需要が終息に向かう中、林業・木材産業の復興

及び成⻑産業化を図るためには、⾸都圏や海外に
おける性能・品質に優れた県産材製品開発とＰＲが
必要。

●被災地域からの新たな製品販路開拓。
●県内企業数社においては、輸出等を視野に入れた新規の

販路・需要開拓に取り組みつつあり、その取組を強化
する支援が必要。

素材生産量の推移

木製品輸出額の推移（全国）
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【事業内容】 付加価値の高い県産材製品の販路拡大活動を支援
【事業期間】 令和1 2年度（2ヵ年間）
【事業費（R2）】 18,100千円（補助上限3,500千円又は5,500千円）
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別紙様式 

福のしま「きのこの里づくり」事業（一部新規） 

 

１ 趣    旨  

ほんしめじの県オリジナル品種による産地化を推進するため、生産技術の確立やモデル栽培地域における品種特性に応じた栽培指導

を行い、安定生産技術を生産現場において確立する。 

 

２ 事 業 内 容 

（１） ふくふくしめじ産地化促進 

重点モデル地区を選定し、新品種のほんしめじの菌床培地等の供給にあわせ、重点的な技術指導を行うとともに、他のモデル

地区においても、菌床培地供給、栽培マニュアルの配付と技術指導を行い安定生産技術の定着を図る。 

（２） 栽培技術の開発 

新たなほんしめじ用の低コスト培地の開発、既存栽培技術の改良を行う。 

 

３ 事業実施主体   県 

 

４ 予 算 額      １１，７２１千円 

 

５ 補 助 率   － 

 

６ 事業実施期間   平成２９年度～令和２年度                                         

【担当課：森林林業総室林業振興課 ０２４－５２１－７４３２】 
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モ
デ
ル
栽
培
地
区
を

核
と
し
た
産
地
化

福のしま「きのこの里づくり」事業

◎ほんしめじ H106号

経
営
可
能
な
技
術
の
確
立

○ これまでの取組
①県内８地区でモデル栽培を実施し、

ほんしめじ栽培技術の習得
②県内飲食店等へのＰＲ

○ 課題
①発生量・時期が安定しない
②コストが高い
③認知度は低い

日
本
一
の

ほ
ん
し
め
じ
生
産
県

「
ふ
く
し
ま
」
の
確
立

令
和
２
年
度
の
取
組

試験研究機関と連携した

○ 栽培技術の開発
▽安定発生技術の確立
▽コストダウン技術の確立

モデル栽培地区における

○ 安定生産体制の構築
▽栽培技術の習熟
▽収量の安定

県内に複数のモデル栽培地区を設定して栽培技術の普及と産地化の促進を図る取組や、
栽培されたきのこの需要開拓を図る取組を行う。

○ 需要開拓・ＰＲ
▽消費者向けのＰＲ

（野生きのこ等食文化継承事業により実施）
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別紙様式 

森林情報（ＧＩＳ）活用推進事業（森林環境適正管理事業）（継続） 

 

１ 趣    旨 

県の７割を占める広大な森林を適正に管理するとともに、森林の情報を、県民をはじめとする多くの人々に向け継続して発信するた

め、ふくしま森林クラウドと福島県森林ＧＩＳの保守運用を行う。 

 

２ 事 業 内 容 

（１）森林情報（ＧＩＳ）活用推進事業 

森林情報の管理や市町村との情報共有を図るため、「森林クラウド」並びに「森林ＧＩＳ」の保守・運用を行う。また、併せて一般県

民向け森林情報地図サイト「ふくしま森マップ」の保守・運用を行う。 

 

３ 事業実施主体   県 

 

４ 予 算 額   １１，６７９千円 

 

５ 補 助 率   － 

 

６ 事業実施期間   平成１８年度～令和２年度  

 

 

 

 

【担当課：森林林業総室森林計画課 ０２４－５２１－７４２５】  
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県森林ＧＩＳ (スタンドアロン) 

■B 市町村端末 

行政ネットワーク 
(ＬＧＷＡＮ) 

■ＬＧＷＡＮに直接接続するデータセンター 

登録 

非公開データ 

森林簿，森林計画図， 
林地台帳，保安林台
帳，林地開発許可履
歴，施業履歴等 

［公開クラウド］ 

森林計画図
 

■県端末①（本庁専用端末） 

 
森林所有者， 
林業事業体等 

■県端末② 
（本庁汎用端末） 

■モバイル端末等 ■県端末② 
（県事務所汎用端末） 

（県研究機関汎用端末） 

ふくしま森林クラウド (新規システム) 

［行政クラウド］ 

伐採届 

森林経営計画 土地所有者変更届 

■Ａ市町村端末 

森林簿、森林計画図の世代管理 

県⺠向け 
（ふくしま森まっぷ）  

森林計画図 
森林基本図 

保安林・林道等 

森林情報（ＧＩＳ）活用推進事業（森林環境適正管理事業）（継続） 

インターネット接続 

インターネット接続 

※ オンライン 
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森林環境情報発信事業（ふくしまから はじめよう。森林とのきずな事業）（継続） 

 

１ 趣    旨 

ふくしまの森林について再び関心を持ってもらうことで、森林づくりの意識の醸成に資するため、本県の森林や林業に関する情報の

発信と、森林認証の普及推進を行う。 
 

２ 事 業 内 容 

（１）森林環境情報の収集と発信 

本県の森林の概要や良さ、森林環境基金を活用した取組をはじめとする本県の森林林業に関する取組等、森林環境に関する情報を収

集するとともに、森林の現状や県産材利活用、及び県民参画による森林づくりの情報を発信する。 

（２）森林認証の普及推進 

環境・経済・社会貢献の３つの面から適切な森林経営が行われている森林を国際的ルールで認証する森林認証制度を普及し、森林環

境の適正な保全や、持続可能な社会づくりを進めるため、制度普及に係るＰＲ活動やセミナー開催の支援、認証取得費用を助成する。 

（３）森林資源を利用した農産物の取扱企業等の認証 

地域の森林資源の利用促進及び利活用のPRを図るため、林業と農業が連携して生産した農産物を取扱う企業等を認証する。 
 

３ 事業実施主体   （１）県 

           （２）県内に所在する森林所有者及び管理者、木材生産事業者、流通事業者及び製材･加工事業者等 

           （３）協定等に基づき、地域の森林資源を活用して生産・加工した地域の農産物を取扱う企業 
 

４ 予 算 額   １０，０４６千円 
 

５ 補 助 率   （１）－ 

           （２）１／２以内 

           （３）－ 
 

６ 事業実施期間   平成２５年度～令和２年度                                         

【担当課：森林林業総室森林計画課 ０２４－５２１－７４２５】  
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森林環境情報発信事業（ふくしまから はじめよう。森林とのきずな事業）（継続）

□ 森林環境情報の収集と発信 □ 森林認証の普及推進

豊かな森林を
次の世代へ継承！

県⺠参加による森林づくり活動をさらに加速

も り
森林とのきずなを回復
(森林と人、世代間、地域間)

東日本大震災・原発事故（H23）
・県⺠と森林の関わりが希薄化
・復旧、再⽣には県⺠等の取組が必要

［森林認証のイメージ］
川上

【ＦＭ認証】
適正に管理された森林を認証

川下 認証木材

工務店・住宅メーカー等
紙・製紙、家具
などの木製品

製材・木材加工

認証ラベルが表示された製品

消費者
認証ラベルにより、
選択的に購買

市場を通じて、
適正な森林管理に貢献

【CoC認証】
認証森林からの林産物を加工

川中

原木市場森林管理者

【持続可能な森林経営】
・適切な森林管理
・境界の明確化
・⽣物多様性の保全
・水源林の保全
・合法ン木材の証明

流通住宅

森林への関心
と理解の拡大

（１）森林環境情報の発信
（２）若者の森林自己

学習支援

□ 森林資源を利用した農産物の取扱企業等の認証

森林づくり活動の拡大
・森林づくり県⺠運動

の推進

【行政による森林の復旧・再⽣】
・海岸防災林の復旧
・ふくしま森林再生事業

【森林整備】
①森林組合等

④道の駅・
林業企業・
地域の商店
宅配 等 農産物販売

【農産物等周年生産】
（森林資源活用）

③営農組織等 薪・チップ等販売

【木質燃料製造】
②木材業者等

木材伐採・販売

取扱企業等
を認証

協 定
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別紙様式 

林業従事者等人材育成事業（新規） 

 

１ 趣    旨  

本県の森林再生や林業・木材産業の成長産業化の実現に必要な林業の担い手を育成するため、林業研修拠点の整備を行うとともに、

研修の早期開講に向けた準備を実施する。 

 

２ 事 業 内 容 

（１） 林業研修拠点整備事業 

建設予定の林業研修拠点施設について、予定地における測量調査、地質調査及び施設等の設計業務を実施する。 

（２） 林業研修拠点開講準備事業 

林業研修の早期開講に向け、外部有識者をまじえた林業人材育成機能検討会による具体的な運営体制等に関する検討を行うととも

に、カリキュラム・シラバス等の作成、研修機能のＰＲを行う。 

 

３ 事業実施主体   県 

 

４ 予 算 額      ５３,０５６千円 

 

５ 補 助 率   － 

 

６ 事業実施期間   令和２年度～                                         

【担当課：森林林業総室林業振興課 ０２４－５２１－７４２６】 
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ソフト（運営） ハード（拠点施設）

○県が運営
○研修運営に対する助言を受けるため、

運営協議会（仮称）を設置
○講師や現地実習の協⼒を得るため、

サポートチームを設置

・森林の再⽣、林業・⽊材産業の成⻑産業化の実現
・新たな森林管理システムへの対応
・新規林業就業者の減少

就業前⻑期研修(１年間）
※高卒以上の林業就業希望者向け

○森林・林業に関する知識・技術の習得
○林業に必要な資格取得
○インターンシップ
○定員 １５名

【令和４年度開講】

研修内容

林業研修拠点施設の整備について

実習棟（イメージ）

林業研修拠点を早急に整備

短期研修（テーマ別講座）
※市町村職員、林業従事者向け

○実務に必要な知識の習得
○経営管理能⼒向上、先端技術習得
○地域の森林経営コーディネート⼒養成
○定員 講座ごとに適宜設定

【令和３年度先⾏開講】
（既存施設を活⽤）

○県林業研究センターに設置
○研修棟・実習棟、屋外実習

フィールド
○林業機械及び最新ＩＣＴ機器
○令和４年８⽉完成予定

伐倒練習装置

ハーベスタシミュレーター

研修拠点

育成する人材像

背 景

①実践⼒を有し、安全に現場作業を⾏える『人財』
②地域の森林経営管理（マネジメント）を担う『人財』

人材の確保・育成が喫緊の課題
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別紙様式 

ふくしま森林再生事業（継続） 

 

１ 趣    旨 

県内の森林は広範囲に放射性物質の影響を受けており、森林所有者等による森林整備が停滞している森林について、市町村等の公的

主体が間伐などの森林整備とその実施に必要な放射性物質対策を行い、森林の有する多面的機能の発揮を確保する。 

 

２ 事 業 内 容 

（１） 森林整備 

間伐等の森林施業と路網整備により森林の有する多面的機能の維持を図る。 

（２） 放射性物質対策 

（１）の森林整備を実施するための計画作成や森林所有者の同意の取り付けを行うとともに、森林内の放射性物質の動態に応じ

た対策を実施する。また、施業後の事業効果の分析・評価等をあわせて実施する。 

 

３ 事業実施主体   市町村、森林整備法人、県 

 

４ 予 算 額   ４，４７０，７３６千円 

 

５ 補 助 率   ２の（１） 市町村    ４／１０（実質補助率７２％） 

森林整備法人 ５／１０（実質補助率９０％） 

２の（２） １０／１０以内 

 

６ 事業実施期間   ２の（１） 平成２５年度～令和２年度 

２の（２） 平成２５年度～令和２年度 

【担当課：森林林業総室森林整備課 ０２４－５２１－７４２９】  
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県土の７割を占め、県民生活と深く結びついている森林は、原発事故による放射性物質の影響により、森林整備や林業生産活動
が停滞し、森林の有する水源かん養や山地災害防止など多面的機能の低下が懸念されています。

このため、市町村等の公的機関が事業主体となって、汚染状況重点調査地域等を対象に、間伐等の森林整備とその実施に必要な
放射性物質対策を一体的に推進し、森林の有する多面的機能の維持増進に取り組んでいます。

＜事業の流れ＞

説明会 立入承諾 事前調査 事業実施の同意
森林整備

放射性物質対策

事業完了

１． 森林整備等
（１） 森林整備

（間伐、更新伐、除伐、下刈り、植栽等）
（２） 路網整備

（森林作業道の開設・改良）

２． 放射性物質対策
（１） 事前調査等

（全体計画、年度別計画作成、同意取得、
放射性物質調査等）

（２） 放射性物質対処方策
（表土流出防止柵等の設置、

枝葉の林内集積又は破砕・散布等）

＜事業の内容＞

森林整備の実施前後に森林内の空間放射線量率を
測定し、森林整備による影響を確認します。

森林内の放射性物質の多くは土壌に分布している
ので、森林整備後、下層植生が回復するまでの間の表
土流出を防ぐため、丸太柵等を設置します。

○放射性物質対策

空間放射線量率測定 丸太柵等の施行

＜事業イメージ＞

○森林整備の流れ

作業道整備 伐採・玉切 集材・搬出 土場への搬出

所有者の方から、事業実施の同意が得られた区域について、集約的に森林整備を行います。
現在、行われている主な取組は、間伐、作業道の整備です。
森林の状況に応じて、更新伐、除伐、下刈、植栽等も行うことができます。
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別紙様式 

広葉樹林再生事業（継続） 

 

１ 趣    旨 

放射性物質の影響により、きのこ原木の指標値を超える原木林が見受けられ、きのこ原木の生産が停止している状況にあるため、将

来のきのこ原木の安定供給に向けて、次世代の原木林となる広葉樹林の再生を図るため、放射性物質の低減状況を踏まえ、県内全域を

対象に実施する。 

 

２ 事 業 内 容 

既存のきのこ原木林等広葉樹林の次世代への更新に必要な伐採や作業道の整備等を行う。 

 

３ 事業実施主体   市町村等 

 

４ 予 算 額   ３０４，２４０千円 

 

５ 補 助 率   １０／１０以内 

 

６ 事業実施期間   平成２６年度～令和２年度 

 

 

 

 

 

 

【担当課：森林林業総室森林整備課 ０２４－５２１－７４２９】  
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原発事故後、放射性物質の影響により、きのこ原木の指標値を超える原木林が見受けられ、きのこ原木の生産が停止しています。
このため、将来のきのこ原木の安定供給に向けて、次世代の原木林となる広葉樹林の再生を図るため、放射性物質の低減状況を

踏まえ、県内全域を対象に既存のきのこ原木林等広葉樹林において、更新に必要な伐採や作業道の整備等に取り組みます。

○ 原木等の放射性セシウム濃度を測定
（事業実施前に指標値超過を確認）

○ 更新に必要な伐採や作業道の整備

○ 皆伐実施後、萌芽枝の放射性セシウム濃度を
継続調査（３年間）

○ 空間線量率の測定（伐採の前後）

○ 堆積有機物や土壌の放射性セシウム濃度等
を測定

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

事業実施箇所（伐採後） 伐採後に発生した萌芽枝を採取し、
放射性セシウム濃度を測定

＜きのこ原木林等広葉樹林の適正な管理と現状＞

広葉樹林の適正な管理

萌芽
整理更新

伐採

伐採や不要な萌芽枝の除去（萌芽整理）などの手入れが行われず、
径が太くなったり、荒廃した広葉樹林

震災前まできのこ原木林として
活用されていた広葉樹林
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別紙様式 

先端技術活用による水産業再生実証事業（継続） 

 

１ 趣    旨  

本県水産業の復興に向けて、収益性の高い漁業を実現する操業支援技術や付加価値を高める加工技術の実証研究に取り組むとともに、

実用化された技術体系の速やかな社会実装を図る。 

 

２ 事 業 内 容 

（１） ＩＣＴ分野先端技術活用実証研究（５６，３４１千円） 

操業コストの削減と販売収入の増加による収益性の高い漁業の実現に向けて、ＩＣＴを活用して各種データを収集し、得られた

情報を解析して操業支援情報として漁業者に配信するシステムを開発する。 

（２） 利用加工分野先端技術活用実証研究（６，７７５千円） 

水産加工業の販路拡大や基盤の再建・強化に向けて、地域の代表魚種や低・未利用資源等の有効利用を可能とする先端的な加工

処理等に関する技術を開発する。 

（３） 社会実装拠点運営（５，９５６千円） 

被災地に設置した社会実装拠点を核として、実用化された技術体系に関する情報発信、技術研修、現場指導等を行う。 

 

３ 事業実施主体   県 

 

４ 予 算 額   ６９，０７２千円 

 

５ 事業実施期間   平成３０年度～令和２年度 

 

 

【担当課：農業支援総室農業振興課 ０２４－５２１－７３３９】  
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先端技術活用による水産業再生実証事業 （H30～R2）【Ｒ２予算 69,072千円】

本県⽔産業の復興に向けて、収益性の高い漁業を実現する操業支援技術や付加価値を高める加工技術の実証研
究に取り組むとともに、実⽤化された技術体系の速やかな社会実装を図る。

令 和 ２ 年 ２ 月
農 業 振 興 課

⽔産海洋研究センターが中⼼となって、地元漁協、国⽴研究開発法人、⼤学等と連携して技術体系の現地実証に取り組む。

現地実証（H30～R2）

〔社会実装拠点〕⽔産海洋研究センター、⽔産資源研究所、内⽔面⽔産試験場
〔社会実装する技術〕

■ICTを活⽤した操業支援システム
■低・未利⽤魚介類の有効利⽤技術
■アユ放流⽤種苗の効率的な⽣産技術 など

社会実装（H30～R2）

ICT分野先端技術活⽤実証研究 利⽤加工分野先端技術活⽤実証研究

〔研究内容〕
○洋上ブイ、衛星等による⽔温等のデータ、操業日誌の電⼦化

による操業情報等の収集・配信システムの開発
○各種情報を⽤いたシラス・コウナゴ等沿岸性浮魚類の

漁況予測技術の確⽴
○操業情報から底魚類の資源状況を迅速に解析する技術の確⽴

など

〔研究内容〕
○カナガシラやアカモク等の低・未利⽤資源を⽤いた

加工品の開発
○ヒラメ、ホッキガイ、コモンカスベ等を⽤いた

高品質な冷凍加工品の開発
○3Dフードプリント技術を⽤いた新規練り製品製造
○呈味成分等、おいしさ等の⾒える化 など

〔実証地〕福島県海域 〔実証地〕県内⽔産加工⽣産所（相馬市、いわき市）

※平成30年度から実証に取り組んでいる技術
であるため、目標値は設定しない。

衛星・洋上ブイ

漁場情報

市況情報

クラウド

解析
漁業者

収集 配信
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栽培漁業振興対策事業（継続） 

 

１ 趣 旨 

東日本大震災により本県の種苗生産施設は壊滅的な被害を受け、種苗生産、放流は困難となった。操業再開に向けて資源造成を図る

ため、アワビ、ヒラメ及びアユについて種苗生産及び放流を支援する。 

 

２ 事 業 内 容 

（１） 種苗放流支援事業（アワビ・ヒラメ・アユ） 

水産資源研究所において本県沿岸へ放流するアワビ、ヒラメ及びアユの種苗生産を実施する。令和２年度放流予定数はアワビ5

万個、ヒラメ100万尾(アユは令和２年度に生産した種苗を令和３年度に放流)  

（２） 種苗放流支援事業（アユ） 

内水面の漁業協同組合が行うアユの種苗放流を支援する。 

 

３ 事業実施主体   （１） 県 

（２） 内水面漁業協同組合 

 

４ 予 算 額   令和２年度 当初   ２７４，７３３千円 

           令和元年度 ２月補正 １６８，５６５千円 

 

５ 補 助 率   （１） － 

（２） ２／３以内 

 

６ 事業実施期間   平成３０年度～令和２年度 

【担当課：生産流通総室水産課 ０２４－５２１－７３７６】 
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栽培漁業振興対策事業

福島県

漁業協同組合

アユ生産業者

① 種苗 ② 代金

③ 2/3補助

○ 東日本大震災により本県の種苗生産施設は壊滅的な被害を受け、種苗生産、放流は
困難となった。操業再開に向けて資源造成を図るため、アワビ、ヒラメ及びアユについ
て種苗生産及び放流を支援する。

⽔産資源研究所種苗研究・⽣産施設におけ
るアワビ、ヒラメ及びアユの種苗⽣産

内⽔面の漁業協同組合が⾏うアユの種苗放流支援

２ 種苗放流支援事業（アユ）１ 種苗放流支援事業（⽣産委託）

令和2年度放流予定数
アワビ種苗：5万個
ヒラメ種苗：100万個（他県産卵から生産）

（アユは令和2年度生産し、令和3年度放流）
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さけ資源増殖事業（継続） 

 

１ 趣 旨 

東日本大震災により本県のさけ増殖組合の多くが被災し、復旧するまでの間、被災を逃れた組合のみでさけ稚魚のふ化・放流に取

り組んでおり、さけ稚魚の放流数は震災前と比較して大きく減少していることから、さけ資源の維持を図るため、増殖団体が行う回

帰率の高い大型種苗を放流する取組を支援する。 

 

２ 事 業 内 容 

さけ増殖団体による、稚魚を購入し県内河川に放流する経費に対して助成する。 

 

３ 事業実施主体   福島県鮭増殖協会 

 

４ 予 算 額   令和２年度 当初   ２５，５３３千円 

           令和元年度 ２月補正  ２，８４０千円 

 

５ 補 助 率   ２／３以内 

 

６ 事業実施期間   昭和５４年度～令和２年度 

 

 

 

 

 

【担当課：生産流通総室水産課 ０２４－５２１－７３７６】  
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さけ資源増殖事業

○ 東日本大震災によりさけふ化場が被災し、放流尾数が震災前の水準まで
回復していない。さけ資源造成を図るため、回帰率の高い大型種苗の放流
を行い増殖事業を継続する団体を支援する。

さけ増殖団体が実施する放流取組みを支援

福島県鮭増殖協会が実施する、回帰率が高い大型種苗を購入・ 放流する
取組みを支援

（ 国庫：被災海域における種苗放流支援事業、補助率：２／３ 以内）

事業内容

国 福島県 福島県鮭増殖協会補助（２／３）

令和２年度計画
○ 放流見込み尾数 １９，１５０千尾
○ 事業費見込み ３８，３００千円
○ 補助金額 ２５，５３３千円
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調査船建造事業（継続） 

１ 趣 旨 

 漁業調査指導船「拓水」は建造から20年以上が経過し、その耐用年数を大きく超過しているほか、船舶の特性として、放射性物質調査

に適応していない。震災後に大きく変化した調査ニーズに対応した性能を備えた新船を建造することで、浅海域での詳細な調査を実施

し、操業の拡大、風評の払拭に貢献し、本県水産業の復興に資する。 

 

２ 事 業 内 容 

 漁業調査指導船及び係留台船の設計・建造を行う。 

 

３ 事業実施主体 県    

 

４ 予 算 額 ４７７，３５４千円（令和元～３年度 継続費 ８１８，７８４千円） 

 

５ 補 助 率 － 

 

６ 事業実施期間 平成３０年度～令和３年度 

 

 

 

 

 

 

 

【担当課：生産流通総室水産課 ０２４－５２１－７３７６】  
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現行の漁業調査指導船「拓水」

【現状】
現行「拓水」建造時の仕様
①「資源管理調査」「漁場環境調査」機能に対応(ソリネット､丸稚ネット､海洋観測)
②福島県沿岸を1日で調査､往復できるよう、巡航20ノット以上の高速船とした
③調査海域を50mより沖合と沿岸に分け、沖合は「いわき丸」、沿岸は「拓水」と役割分担

しかし、東日本大震災及び原子力災害により、調査ニーズは大きく変化
。

【新たな調査ニーズと問題点】
操業自粛による資源状況の把握、環境調査のほかに、放射性物質による影響解明が求められる
（１）放射性物質の影響を把握するため、海水、海底土、各種生物(餌料となる生物や魚介類等)を、正確な位置で採集することが必要
（２）福島第一原発近傍や、汚染水の影響が強く残る複雑な海底地形をもつ海域での調査が必要
（３）海底土の放射線量を把握するための層別採泥器、資源量把握のためのトロール網等の安全な運用が求められる
（４）現船は建造から20年が経過し、アルミ合金製船舶の耐用年数である9年を大きく超過
（５）現船は高速船型であり、低速で長時間の運転ができない

大震災
原子力災害

調査船建造事業

・工事請負費 ４７２，７２５千円 （令和元～３年度 継続費 ８１２，７８６千円）
「拓水」代船建造、係留台船建造、係留台船用電気水道工事

・委託料 ３，３７０千円 （令和元～３年度 継続費 ５，９９８千円）
設計、工事監督委託

・事務費 １，２５９千円

本事業の実施により新たな調査船を建造

2020/2/3

正確な調査地点で安定した調査が実施できる船舶性能を有する船
を建造し、浅海域での操業拡大と風評払拭に資する
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鳥獣被害対策強化事業（継続） 

 

１ 趣    旨  

 農作物等被害防止のためには、有害鳥獣の計画的な捕獲対策が必要であることから、市町村等が取り組むイノシシ等の有害捕獲の

取組を支援するとともに、地域ぐるみで取り組む総合的な対策の推進や鳥獣被害対策の専門的な知識を有した市町村リーダーの育成

を支援し、地域農業の振興と復興を図る。 

 

２ 事 業 内 容 

（１）イノシシ等有害捕獲促進事業 

 ア イノシシ等有害捕獲促進事業 

   有害捕獲により実施するイノシシやニホンジカ等捕獲の取組に対し、捕獲経費の一部を助成し、イノシシやニホンジカ等管理計画

におけるイノシシ等捕獲目標頭数の達成を支援する。 

 

 イ イノシシ等有害捕獲促進に係る被害防止施設等整備事業 

   有害捕獲に加え、生息環境管理、被害防除の対策を総合的に取り組む集落を支援する。 

 

（２）鳥獣被害対策市町村リーダー育成モデル事業 

 ア 鳥獣被害対策市町村リーダー候補者の確保 

   首都圏等において鳥獣関係就活の相談会等を開催し、市町村リーダーによる活動の情報発信を通して市町村リーダー候補者を確保

する。 

 

 イ 鳥獣被害対策市町村リーダー候補者の育成 

   市町村等では、専門的知識を有した市町村リーダーを確保することが課題であることから、市町村リーダー候補者の育成に取り組

む。 
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ウ 鳥獣被害対策市町村リーダー育成支援事業 

   地域に密着した鳥獣被害対策を推進するため、市町村等における専門的知識を有した市町村リーダーを配置し、育成するモデル的

な実証の取組を支援する。 

 

エ 市町村リーダー育成高度化研修の実施 

   現状分析による課題の整理及び地域の実情に応じた有効な対策の検討並びにＰＤＣＡサイクルに基づく対策の実践を行う研修を実

施する。 

 

３ 事業実施主体 

  ２の（１）ア、イ、（２）ウ 市町村又は協議会等 

  ２の（２）ア、イ、エ 県 

 

４ 予 算 額   １０７，７６７千円 

 

５ 補 助 率   ２の（１）ア、イ、（２）ウ 定額 

 

６ 事業実施期間   平成３０年度～令和２年度                                         

【担当課：農業支援総室環境保全農業課 ０２４－５２１－７４５３】  
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○住民、市町村、専門家等で集落等を調査し、

クマ対策、イノシシ対策を検討

・イノシシ被害防止総合対策事業

・ツキノワグマ被害防止総合対策事業

［生環］ ※

※捕獲、被害防除と一体で実施

○農作物被害防止のため、モデル集落

等で実施

・集落特性に応じた鳥獣被害対策

実証･普及事業 ［農林］

広報活動

注意喚起看板の設置

チラシ配布等

［生環］

鳥獣被害防止対策

２ 集落環境診断

３ 効果的な総合対策の実施

住民等への普及啓発

将来的な対策を担う人材の育成

計画

・鳥獣被害対策市町村リーダー育成モデル事業 ［農林］
広域的視点を含めた市町村リーダーの育成

専門職員候補者の育成・確保

新規狩猟者育成事業 ［生環］

・狩猟免許試験（初心者）講習事業

・第一種銃猟免許新規取得者支援事業

・若手狩猟者確保事業

・狩猟技術向上支援事業

・銃猟初心者技術向上事業

１ 関係機関の体制作り

○協議会を設置し、鳥獣被害対策を支援

［生環］［農林］

支
援

○生息状況等調査 ［生環］［農林］ ○専門家のアドバイス ［生環］［農林］

効果検証

効果的な対策のための情報支援

地域の合意形成

（３）個体数管理 （捕獲）
⑥指定管理捕獲 ［生環］

⑦有害捕獲（生活環境・農業被害防止）［生環・農林］※

⑧狩猟捕獲 ［生環］

⑤電気柵

里山に緩衝帯の設置

放任果樹伐採

④侵入防止柵（ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ等）

④電気柵等

河

川

内

刈

り

払

い

⑦有害捕獲
③

（２）被害防除

④市街地への侵入防止柵の設置 ［生環］※

⑤農業被害防止柵の設置 ［農林］

（１）生息環境管理
①里山への緩衝帯設置 ［農林］

②河川内刈り払い ［生環・土木］

③放任果樹の伐採 ［生環・農林］
①

⑥指定管理捕獲

②

⑧狩猟捕獲

生活環境部

農林水産部

・鳥獣被害対策人材育成強化事業 ［農林］

地域や集落で中心となって取り組む人材の育成

・避難１２市町村鳥獣被害対策会議開催

・鳥獣被害対策支援事業：復興支援専門員を配置し、市町村の取組を支援

・イノシシ侵入経路にあたる河川敷のヤブ刈払い

・ICTわなによる捕獲支援 ［生環］

避難地域の鳥獣被害対策

・ツキノワグマ被害防止総合対策事業［生環］
麻酔銃の使用が可能な人材の育成

鳥獣被害対策強化事業
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（空白）
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地域の力で進める！鳥獣被害対策事業（継続） 

 

１ 趣 旨 

農作物等における鳥獣被害防止による地域振興のため、県が主体となり、集落アンケートの実施やモデル集落の設置による集落特性

に応じた対策の実証・普及に取り組むとともに、地域や集落で中心となって取り組む人材育成に取り組む。 

また、被害防止計画を作成した市町村協議会が実施する鳥獣被害防止活動を支援し、地域の力で進める鳥獣被害対策を推進する。 

 

２ 事 業 内 容 

（１）鳥獣被害対策推進事業 

鳥獣被害防止総合対策交付金事業等の補助事業の円滑な実施や地域ぐるみで総合的かつ効果的な鳥獣被害対策の取組の普及・拡大

を図るため、関係機関の会議等を開催し、対策の推進を図る。 

（２）集落特性に応じた鳥獣被害対策実証・普及事業 

 ア 集落アンケート調査結果に基づく被害状況調査 

平成２９年～平成３１年に行った農作物被害状況に関する集落アンケート調査結果を基に市町村単位で専門家による定量的な被害

状況調査を行い、有害捕獲に関する助言・指導を行う。 

 イ モデル集落実証・普及活動 

有害鳥獣による農作物等の被害軽減により一層の農業振興等に資するため、総合的な対策に取り組むモデル集落を県が主導して実

証するとともに、現地研修会等によりその普及拡大を図る。 

（３）鳥獣被害対策人材育成強化事業 

地域ぐるみの効果的な対策を推進するため、地域や集落で中心となって取り組む人材の育成の強化を図る。 

（４）鳥獣被害防止総合対策事業 

   鳥獣被害防止特措法に基づく被害防止計画を策定した市町村の協議会が実施する鳥獣被害防止活動等を支援する。 
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３ 事業実施主体   ２の（１）、（２）、（３）…県 

２の（４） 市町村、協議会等 

４ 予 算 額   ３３２，５６２千円 

 

５ 補 助 率   ２の（４） 定額、１／２以内 

 

６ 事業実施期間   平成３０年度～令和２年度 

 

 

【担当課：環境保全農業課 ０２４－５２１－７４５３】 
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○住民、市町村、専門家等で集落等を調査し、

クマ対策、イノシシ対策を検討

・イノシシ被害防止総合対策事業

・ツキノワグマ被害防止総合対策事業

［生環］ ※

※捕獲、被害防除と一体で実施

○農作物被害防止のため、モデル集落

等で実施

・集落特性に応じた鳥獣被害対策

実証･普及事業 ［農林］

広報活動

注意喚起看板の設置

チラシ配布等

［生環］

鳥獣（イノシシ･クマ等）被害防止対策

２ 集落環境診断

３ 効果的な総合対策の実施

住民等への普及啓発

将来的な対策を担う人材の育成

計画

・鳥獣被害対策市町村リーダー育成モデル事業
広域的視点を含めた市町村リーダーの育成

専門職員候補者の育成・確保

［農林］

・新規狩猟者育成事業

・狩猟免許試験（初心者）講習事業

・第一種銃猟免許新規取得者支援事業

・若手狩猟者確保事業

・狩猟技術向上支援事業

・銃猟初心者技術向上事業

１ 関係機関の体制作り

○協議会を設置し、鳥獣被害対策を支援

［生環］［農林］

支
援

○生息状況等調査 ［生環］［農林］ ○専門家のアドバイス ［生環］［農林］

効果検証

効果的な対策のための情報支援

地域の合意形成

（３）個体数管理 （捕獲）
⑥指定管理捕獲 ［生環］

⑦有害捕獲（生活環境・農業被害防止）［生環・農林］※

⑧狩猟捕獲 ［生環］

⑤電気柵

里山に緩衝帯の設置

放任果樹伐採

④侵入防止柵（ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ等）

④電気柵等

河

川

内

刈

り

払

い

⑦有害捕獲
③

（２）被害防除

④市街地への侵入防止柵の設置 ［生環］※

⑤農業被害防止柵の設置 ［農林］

（１）生息環境管理
①里山への緩衝帯設置 ［農林］

②河川内刈り払い ［生環・土木］

③放任果樹の伐採 ［生環・農林］
①

⑥指定管理捕獲

②

⑧狩猟捕獲

生活環境部

農林水産部

・鳥獣被害対策人材育成強化事業

地域や集落で中心となって取り組む人材の育成

・避難１２市町村鳥獣被害対策会議開催

・鳥獣被害対策支援事業：復興支援専門員を配置し、市町村の取組を支援

・イノシシ侵入経路にあたる河川敷のヤブ刈払い

・ICTわなによる捕獲支援 ［生環］

避難地域の鳥獣被害対策

・ツキノワグマ被害防止総合対策事業
麻酔銃の使用が可能な人材の育成

［生環］
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ふくしま地域産業６次化戦略促進支援事業（一部新規） 

１ 趣    旨 

  農林漁業者等の所得向上と雇用の創出を図るため、新たなふくしま地域産業６次化戦略に基づき、農林漁業者等の異業種への参入促進、

売れる６次化商品づくり等を継続して支援するとともに、地域産業６次化のビジネスモデルを創出・育成する取組を強化する。 

２ 事 業 内 容 

（１）  ふくしま６次化人材育成事業 

    農林漁業者等実践者や支援機関を対象に目的に応じたコース別研修会を開催し、地域で活躍する人材を育成する。 

（２）  ふくしま地域産業６次化サポートセンター事業 

    ６次産業化のビジネスマッチングや相談を受ける６次化支援員の配置や専門家派遣など、総合的に農林業業者等を支援する「ふく

しま地域産業６次化サポートセンター（仮称）」を設置する。 

（３）  地域産業６次化ステップアップ強化事業 

    県産農林水産物を活用した新商品の開発や商品の生産拡大に取り組む農林業農林漁業者等を支援する。 

（４）  地域産業６次化ビジネスモデル推進事業 

    各地域の生産者、加工業者、旅館業者、観光業業者、大学等が連携した組織体による農林水産物や振興作物・特産品等を活かした

新商品や新サービスの開発・創出等の取組を支援し、地域産業６次化をリードするビジネスモデルの創出を推進する。 

３ 事業実施主体   農林漁業者等 

４ 予 算 額   ９４，３６５千円 

５ 補  助  率   （３）１／２以内、（４）定額 

６ 事業実施期間   令和元年度から令和２年度 

 

                                     【担当課：生産流通総室農産物流通課 ０２４－５２１－８０４１】  
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令和２年度地域産業6次化関連事業【予算額 157,025千円】令和２年度地域産業6次化関連事業【予算額 157,025千円】 令和元年12⽉16⽇
農 産 物 流 通 課

新ふくしま地域産業６次化戦略の目指す⽅向
（平成27 32年度）→現戦略は令和元年度内に⾒直し

〇 地域産業を支える人材の育成と確保（ひとづくり）
〇 「しごと」と「ひと」を結びつける地域ネットワーク⼒の強化（きずなづくり）
〇 新たな価値をもたらす地域産業の創出（しごとづくり）

ひとづくり きずなづくり しごとづくり〔条件整備〕

①ふくしま６次化
人材育成事業
（8,000千円）

・６次化創業塾の開催
を通じて、6次化実践
者やコーディネーター
等の人材を育成

重点

しごとづくり〔販路拡⼤〕

6次化実践者〔組織〕
（発展期・事業成⻑）

6次化実践者〔組織〕
（導入期／計画策定）

6次化志向者
アドバイザー志向者

6次化実践者〔組織〕
（成⻑期／基盤構築）

6次化実践者〔組織〕
(発展期／事業拡⼤)

商品開発支援

③ーウ 地域産業６
次化ステップアップ
強化事業
（10,000千円）

・⼤規模な施設整備等の国
庫補助事業

重点

商品開発支援

③ーア、イ
地域産業６次化
ステップアップ強化
事業
（33,560千円）

・商品開発等のｿﾌﾄ事業
・施設整備等のﾊｰﾄﾞ事業

重点

新たな6次化ビジネス創出

④地域産業６次化ビジネスモデル推進事業
（8,155千円）

・地域の⽣産者や加⼯業者、観光業等によるコンソーシアムを構築し、
地域ぐるみの新たな商品、サービスを開発・提供するモデルを創出

重点組
織
・
地
域

②ふくしま地域産業６
次化サポートセンター
事業（34,650千円）

・6次化の相談窓口である「県ｻ
ﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ」を設置し、事業者
の個別具体的な課題に対し
て、専⾨家を派遣し支援

・3名の支援員を配置し、事業
者のマッチング等を支援

（浜通り支援へシフト）

個
人
事
業
者
等

重点

商品改良・販路拡⼤支援

ＨＡＣＣＰ取得
促進に向けた対応

（保健福祉部との連携）

⑤6次化商品販
路拡⼤事業

（62,660千円）
・共通ブランド「ふくしま満天
堂」による県内外での
テスト販売や商品改良、
ブランディングを支援

・商談会等を通じた販路拡
⼤を支援 国
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別紙様式 

地域をつなぐ農村交流活動事業（継続） 

１ 趣    旨  

中山間地域において、地域外の企業や団体等と連携した地域の共同活動、又は地域内での人材の確保、各集落への作業支援等を実施す

る組織体制づくりにより、農村環境の保全、地域コミュティの維持等の持続的に行う活動を通じて、地域の活性化を図る取組を支援する。 

 

２ 事 業 内 容 

（１） 地域をつなぐ農村交流活動モデル事業 

共同活動により農地・農村を維持する地域と農村に興味のある地域外の方々を結び付け、農村交流を通じた農村環境保全、地域コ

ミュニティの維持などを持続的に行うモデル的な取組を支援する。 

（２） 農村共同活動支援モデル事業 

農村、環境の維持保全、担い手の確保を図るため、共同活動を行う人材の確保や各集落への作業支援など、多面的機能支払や中山

間地域等直接支払の体制強化を行う市町村・活動組織等の取組に対し支援する。 

 

３ 事業実施主体   市町村及び日本型直接支払交付金活動組織、ＮＰＯ法人等 

 

４ 予 算 額   １５，８００千円 

 

５ 補 助 率   定額 

 

６ 事業実施期間   令和１年度～令和３年度 

 

 

【担当課：農村整備総室農村振興課 ０２４－５２１－７４１６】  
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【地域の共同活動】
草刈・施設管理

等

地域をつなぐ農村交流活動事業

１地域をつなぐ農村交流活動モデル事業
• 地域外からの方々との交流を通じて、農村環境の

保全と地域コミュニティを維持
• 地域外支援者の募集と受入体制の整備や作業計画

立案など、共同活動の調整を行う取組を支援

２ 農村共同活動支援モデル事業
• 地域（市町村）内で人材の確保、労力の調整を行

い共同活動を維持
• 地域で不足する労力等を把握し、必要に応じて各

集落・団体間で調整する取組を支援

高齢化や過疎化の進行が著しい中山間地域の農村、環境の維持保全、担い手の確保を図るため、共同活動により農地・農
村を維持する地域と農村に興味のある地域外の方々を結び付けた交流や、共同活動を行う人材の確保や労力調整を行う組織
体制づくりなどを通じて、農村地域の活性化につなげます。（Ｒ元～Ｒ３年度）

地域内
(市町村内)

Ａ集落

団体

建設会社

Ｃ集落

Ｂ集落事業主体
活動組織
NPO法人

等

維持管理支援
【草刈隊】等
支援組織
の編成

募集

応募

企業・団体
一般住民

定年退職者
学生 等

地域外

事業主体
活動組織
NPO法人

等

地域内活動調整
作業計画立案
受入計画策定
管理支援者募集

【地域の交流活動】
植栽・里山整備
農作業体験 等

中山間地域

支援

依頼

募集 交流

応募 支援

市町村 市町村
連携･支援

（１）地域をつなぐ農村交流活動推進事業 【実施主体：市町村】
(２)を実施する事業主体に対する情報収集・提供、技術支援など

（２）地域をつなぐ農村交流活動実践事業
【実施主体：日本型直払活動組織、ＮＰＯ法人、土地改良区等】
地域外の農村に興味のある方々と連携し、農村交流を通じた農村環境保全、
地域コミュニティの維持を継続的に行うモデル的な取組を支援

農村共同活動支援モデル事業
【実施主体：日本型直払活動組織、ＮＰＯ法人、土地改良区、市町村等】
維持管理における各集落の作業支援を行うための組織を設立し、集落の要
望に応じた作業支援を行うモデル的な取組等を支援

補助率：定額(2カ年)(上限額(１)300千円、(２)2,300千円(1年目) 1,800千円(2年目)) 補助率：定額(単年度)（上限額 1,300千円）

連携･支援
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別紙様式 

中山間地農業ルネッサンス推進事業（農業普及）（継続） 

 

１ 趣    旨  

  中山間地域において、高齢化・担い手不足、遊休農地や鳥獣被害の増加など多くの課題を有している。特に農業者の高齢化や担い手

不足は深刻で、喫緊に取り組むべき課題となっている。 

  このため、新規就農者の相談・受入体制や栽培技術の習得等の機会の提供など、市町村等と連携し、新たな担い手の確保・定着に向

けた就農支援体制の構築を図る。 

 

２ 事 業 内 容 

（１） 就農相談・支援体制の確立 

    連絡会議の開催、就農相談会、新規就農者の定着に向けた研修等を行う。 

（２） 新規就農者の確保 

    就農確保フェアへの出展、就農推進パンプレット作成等を行う。 

 

３ 事業実施主体   県 

 

４ 予 算 額   ６２８千円 

 

５ 補 助 率   - 

 

６ 事業実施期間   平成２９年度～令和２年度                                         

【担当課：農業支援総室農業振興課 ０２４－５２１－７３３９】  
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中山間地農業ルネッサンス推進事業
中山間地農業の主な課題 対 策

●高齢化・担い手不⾜（生産活動や共同活動の衰退）
●傾斜地などの条件不利（農地利用の低下）
●鳥獣被害の増加（営農意欲の減退）

●担い手の確保
●地域営農の再構築、付加価値のある農産品づくり
●鳥獣被害対策の推進

【期待される効果】

●実施内容
【就農相談・支援体制の確⽴】
○市町村・JA等を構成員とする連携会議の開催、役割分担の明確化、情報共有（農地・空き家情報）

○就農相談会 農地、資⾦紹介、雇用就農情報、支援事業情報の提供、 営農計画作成支援等

○各種研修 定着に向けた支援（就農後、間もない者を対象） 、病害⾍防除、⼟壌肥料等の座学、篤農家での技術研修

【新規就農者の確保】
○県内外での新規就農者確保のためのイベントの開催・出展

○就農推進資料作成

●実施地区 ５地区

喫緊の課題である「担い手の確保」対策に重点化して取り組む。
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別紙様式 

中山間地農業ルネッサンス推進事業（農村振興）（継続） 

１ 趣    旨 

中山間地域の特色を活かした農業の展開や都市農村交流や農村への移住等を促進するとともに、地域の創意工夫にあふれる取組や支援

制度の活用事例の紹介、地域をけん引していくリーダーの確保・育成等の支援に加え、営農戦略の策定や人材育成を含む体制整備など、

地域の所得向上に向けた計画を深化させる取組を支援する。 

 

２ 事 業 内 容 

（１） 市町村推進事業 

各市町村が中山間地農業の振興を図るために必要な経費を交付する。 

（２） 県推進事業 

中山間地農業の振興を図るために、有識者を招いた中山間地域振興セミナーの開催や中山間地農業の優良事例紹介等の事業を行う。 

 

３ 事業実施主体   （１）市町村  （２）県 

 

４ 予 算 額   ２７，０１７千円 

 

５ 補 助 率   定額 

 

６ 事業実施期間   平成３０年度～令和２年度 

 

 

 

 

【担当課：農村整備総室農村振興課 ０２４－５２１－７４１６】  
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別紙様式 

ため池等整備事業（継続） 

 

１ 趣    旨  

築造後における自然的・社会的状況の変化等に対応する場合又は人命、人家若しくは公共施設等に被害を及ぼす災害の発生するおそれ 

がある場合に早急に整備を要するため池等の改修等を実施する。 

 

２ 事 業 内 容 

ため池整備工事 

老築化したため池の決壊等による農地、農作物および農業用施設等の被害を未然に防止する。 

 

３ 事業実施主体   県 

 

４ 予 算 額   １７１，１２４千円 

令和２年度 当初 １５３，２７２千円  

令和元年度 ２月補正 １７，８５２千円  

 

５ 補 助 率   一般整備型 小規模 

県営  一般地域 ：国１／２、県２９％、中山間地域等：国５５％、県２９％ 

      団体営 一般地域 ：国１／２、県１８％、中山間地域等：国５５％、県１８％ 

 

６ 事業実施期間   平成２６年度～令和６年度 

 

 

【担当課：農村基盤整備課 ０２４－５２１－７４１８】 
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別紙様式 

震災対策農業水利施設整備事業（継続） 

 

１ 趣    旨 

  東日本大震災を踏まえ、農業用ダム・ため池の耐震性検証とハザードマップ作成を行い、農村地域の防災・減災対策を進める。 

 

２ 事 業 内 容 

（１） 耐震性検証 

    農業用ダム・ため池の耐震性を検証する。 

（２） ハザードマップ作成 

    農業用ダム・ため池に災害が発生した場合に備え、ハザードマップを作成する。 

 

３ 事業実施主体   県 

 

４ 予 算 額   ５４７，８８０円 

 

５ 補 助 率   国 １０／１０ 

 

６ 事業実施期間   平成２５年度～令和２年度                                         

 

 

 

 

 

【担当課：農村整備総室農村基盤整備課 ０２４－５２１－７４１７】  
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別紙様式 

県管理施設維持管理事業（継続） 

 

１ 趣    旨  

本県の農林水産省農村振興局所管の地すべり防止区域（４１区域、Ａ＝１，８７６．６７ｈａ）及び海岸保全区域（２０海岸、Ｌ＝２ 

０，０５６ｍ）等の施設は、関係法令に基づき県知事が管理することとなっている。 

近年、施設の老朽化や、温暖化の進行等で災害発生のリスクが高まっていることから、災害を未然に防止するため、施設の補修や維 

持を実施する。 

 

２ 事 業 内 容 

（１） 地すべり防止区域維持管理 

地すべり防止区域を適正に管理するため、集水井などの地すべり防止施設の機能回復・維持等を行う。 

（２） 海岸保全区域維持管理 

海岸保全区域を適正に管理するため、海岸施設の補修等や維持管理の基本となる海岸保全区域台帳補正を行う。 

 

３ 事業実施主体   県 

 

４ 予 算 額   １９，０７０千円 

 

５ 補 助 率   － 

 

６ 事業実施期間   平成２６年度～令和２年度 

 

 

【担当課：農村基盤整備課 ０２４－５２１－７４１８】 
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別紙様式 

海岸保全施設整備事業（継続） 

 

１ 趣    旨  

農地保全に係る海岸区域において、「海岸法」に基づき、津波・高潮・波浪等による災害を未然に防止するとともに、侵食被害 

からの防護を実施し、国土の保全を図る。 

 

２ 事 業 内 容 

（１） 侵食対策 

海岸侵食による被害が発生する恐れが大きい地域において、堤防・護岸・離岸堤等の新設または改良を行う。 

 

３ 事業実施主体   県 

 

４ 予 算 額   ２，５２１，４４２千円 

 

５ 補 助 率   ５０％以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

【担当課：農村整備総室農村基盤整備課 ０２４－５２１－７４１２】  
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基幹水利施設管理事業 他（一部新規） 
１ 趣    旨  

農業水利施設は農業生産基盤の中核を成す重要な施設であるとともに、環境、防災、国土保全等に資する機能を果たすなど、その公
共性・公益性は益々高まっており、施設機能の適正な管理が望まれている。  
このため、農業水利施設を適正に管理していくことが不可欠であることから、その管理に対して支援を行うとともに、長寿命化対策

を実施する。 
 
２ 事 業 内 容 
（１） 基幹水利施設管理事業 

国営土地改良事業により造成され、県や市町村が管理を行っている一定規模以上で公共・公益性の高い基幹的な農業水利施設の
維持管理を助成する。 

（２） 国営造成施設管理体制整備促進事業（管理体制） 
国営造成施設及び附帯県営造成施設を管理する土地改良区の管理体制を整備する。 

（３） 土地改良施設維持管理適正化事業 
土地改良施設の定期的な整備補修(施設の一部更新を含む。)及び安全管理施設の整備補修を実施する。 

（４） 土地改良区体制強化事業（施設管理強化対策） 
土地改良施設の診断・管理指導を行うとともに、土地改良施設の管理等に関する苦情・紛争等の対策を実施する。 

（５） 国営造成施設維持管理適正化事業 
国営造成施設のきめ細やかな長寿命化対策を実施する。 

 
３ 事業実施主体   ２の（１） 県、市町村 
           ２の（２） 市町村 
           ２の（３） 土地改良区、市町村 

２の（４） 福島県土地改良事業団体連合会 
２の（５） 県、土地改良区 

 
４ 予 算 額   ５８４，２２６千円 
 
５ 補 助 率   ２の（１） (県  営）国３０％、県３０％、市町村２０％、土地改良区２０％ 
 (団体営）国３０％、県３０％、市町村４０％ 

２の（２） 国５０％、県２５％、市町村２５％ 
２の（３） 国３０％、県３０％、土地改良区・市町村４０％(うち「緊急整備型(交付金)」は国50%(55%)※、その他50%(45%）※) 
２の（４） 定額 
２の（５） (県  営）国５０％（５５％）※、県２７．５％、その他２２．５％（１７．５％）※  
 (団体営）国５０％（５５％）※、県１４％、その他３６％（３１％）※ ※（ ）は中山間地域 

 
６ 事業実施期間   令和２年度                                         

【担当課：農村整備総室農地管理課 ０２４－５２１－７４１９】  
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別紙様式 

治山事業（一般治山事業）（継続） 

 

１ 趣    旨 

森林の維持造成を通じて山地に起因する災害から県民の生命・財産を保全することや、水源かん養、生活環境の保全・形成等を図る 

ことで、安全で安心できる豊かなくらしの実現を図る。 

 

２ 事 業 内 容 

（１）  山地治山総合対策 

山地災害等による被害の防止及び保安林の機能を維持強化するため、渓流や山腹斜面の安定に向けた治山ダム工、土留工等の施

設の整備や植栽、森林の造成等を行い、荒廃地及び荒廃危険地等の復旧整備を実施する。 

（２）  水源地域等保安林整備 

水源地域等の森林において、森林の有する水源かん養機能を高度に発揮させ、水資源の確保と国土保全に資するため荒廃地等の

整備を総合的に実施し、県民の生命・財産を保全し、水資源の確保を図る。 

 

３ 事業実施主体   県 

 

４ 予 算 額   １，００１，０７８千円 

令和２年度 当  初 ８１２，５６４千円 

令和元年度 ２月補正 １８８，５１４千円 

 

５ 補 助 率   － 

 

６ 事業実施期間   平成２７年度～令和２年度                                         

【担当課：森林林業総室森林保全課 ０２４－５２１－７４４２】  
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1

治山事業（一般治山事業）（継続）

■ 山地治山総合対策

ふくしま農林水産業新生プラン みんなが安心。農山漁村防災・減災プロジェクト

≪目 標≫ 安全・安心を提供する 予算額 1,001,078千円（令和２年度当初 812,564千円、令和元年度2月補正 188,514千円）

■ 森林の維持造成を通じて山地に起因する災害から県民の生命・財産を保全することや、水源かん養、生活環境の保全・形成等を図ることで、

安全で安心できる豊かな暮らしを確保します。

山地災害等による被害の防止及び保安林の機能を維持強化するため、渓流や山腹斜面の安定に向けた治山ダム工、
土留工等の施設の整備や植栽、森林の造成等を行い、荒廃地及び荒廃危険地等の復旧整備を実施します。
山地災害等による被害の防止及び保安林の機能を維持強化するため、渓流や山腹斜面の安定に向けた治山ダム工、
土留工等の施設の整備や植栽、森林の造成等を行い、荒廃地及び荒廃危険地等の復旧整備を実施します。

山腹崩壊地（二本松市）

山腹工施工後（二本松市） 山腹工施工後（白河市）
治山ダム施工地（伊達市）

■ 水源地域等保安林整備 水源地域等の森林において、森林の有する水源かん養機能を高度に発揮させ、水資源の確保と国土保全に資する
ため荒廃地等の整備を総合的に実施し、県民の生命・財産を保全し、水資源の確保を図ります。
水源地域等の森林において、森林の有する水源かん養機能を高度に発揮させ、水資源の確保と国土保全に資する
ため荒廃地等の整備を総合的に実施し、県民の生命・財産を保全し、水資源の確保を図ります。

間伐が必要な森林（イメージ） 間伐直後の状況 間伐後３ケ月経過の状況

山腹崩壊地（白河市）
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別紙様式 

治山事業（海岸防災林造成事業）（継続） 

 

１ 趣    旨 

東日本大震災の津波により失われた保安林の機能を確保（回復）するため、多重防御の一環として海岸防災林造成事業を実施する。 

 

２ 事 業 内 容 

（１）  海岸防災林造成 

東日本大震災の津波被害を踏まえ、保安林の津波防災機能を強化することとし、林帯幅について、市町の復興整備計画に基づき

概ね２００ｍに拡大するとともに、盛土により地下水位から３ｍ程度の植生基盤を確保し、クロマツ等の植栽により「粘り強い海

岸防災林」を整備する。 

 

３ 事業実施主体   県 

 

４ 予 算 額   ７，２８１，０７０千円 

 

５ 補 助 率   － 

 

６ 事業実施期間   平成２３年度～令和２年度  

 

 

 

 

 

【担当課：森林林業総室森林保全課 ０２４－５２１－７４４２】  
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1

治山事業（海岸防災林造成事業）（継続）

■ 東日本大震災の津波により失われた保安林の機能を確保するため、 多重防御の一環として海岸防災林を造成します

◇ 大津波による被害前後の状況 （南相馬市鹿島地区）

（被害前）

（被害後）

海岸防災林の復旧方法 （林帯幅約200m 地下水位から3m程度の盛土 クロマツ等植栽）

（整備後）

防潮堤

ＴＰ ７．２m 

海岸保全区域海岸防災林（保安林区域） 林帯幅約２００ｍ

消波堤
地下水位から

３ｍ程度の盛土
地下水位 ↑

管理道

太平洋

3.0
ｍ

3.0ｍ

管理道

③原町地区

④小高地区

①相馬地区

②鹿島地区

⑨新舞子地区

施工中

完 了

海岸防災林

⑤浪江地区

⑥双葉地区

⑦富岡地区

⑧楢葉地区

Ｈ26年度完了

漂流物を捕捉

■ 大津波の被害を軽減した状況

大津波から背後地の住宅や農地を保全

ふくしま農林水産業新生プラン みんなが安心。農山漁村防災・減災プロジェクト

≪目 標≫ 安心して暮らせるまちの復興・再生、津波被災地等の復興まちづくり 令和２年度予算額 7,281,070千円

≪全体計画≫

地区数： 9 地区
（3市4町）

面 積： 620 ha
事業費： 753 億円
期 間： H23～R2

≪全体計画≫

地区数： 9 地区
（3市4町）

面 積： 620 ha
事業費： 753 億円
期 間： H23～R2
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別紙様式 

ふくしま植樹祭開催事業（継続） 

 

１ 趣    旨 

第６９回全国植樹祭の開催理念を継承するとともに、復興に向けて歩み続ける福島の元気な姿を広く全国に発信するため、本県独自

の植樹祭を開催する。 

 

２ 事 業 内 容 

（１）  平成３０年６月１０日に開催された第６９回全国植樹祭を契機に高まった県民の森林づくりへの意識を一過性で終わらせずに

将来へ引き継ぐとともに、震災から復興していく福島の元気な姿を定期的に全国へ発信する。 

 

３ 事業実施主体   ふくしま植樹祭実行委員会 

 

４ 予 算 額   ２０，０００千円 

 

５ 補 助 率   － 

 

６ 事業実施期間   平成３０年度～令和２年度                                         

  【担当課：森林林業総室森林保全課 ０２４－５２１－７４４１】  
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ふくしま植樹祭開催事業

元気なふくしまの姿を全国に知ってもらう

・未来を担う子どもたちが、緑豊かな森林の中で、 自然環境を学べる森林づくり
・震災の記憶と教訓を次の世代へつないでいく、ふるさと繁栄への思いを込めた森林づくり

・県内外から多くの方に、来て、見て、実感していただき、復興支援への感謝の気持ちを発信

ふくしま植樹祭
〈大会テーマ〉

育てよう 希望の森を
いのちの森を

〈大会コンセプト〉
ふくしまから

発信する森林づくり

第69回全国植樹祭

○開催コンセプト ｢未来につなぐ希望の森林づくり」

復興に向かう姿や安全な福
島を広く県外に発信
（風評払拭）

福島の実情の理解と福島へ
の思いの深化 （風化防止）

被災した海岸防災林等の森林
が多様な人の力で復旧・再生

様々な森林地域、年齢の人
が参加する絆づくりの場

・
開
催
理
念
の
継
承

・
県
民
の
高
ま
っ
た
森
林
づ
く
り
意
識
を
発
展
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別紙様式 

中山間地域等直接支払事業（継続） 

１ 趣    旨  

中山間地域は平坦部と比べ過疎化や高齢化が急速に進行するとともに、担い手の減少や耕作放棄地が増加することで多面的機能の低

下が懸念されている。 

このため、中山間地域において、農業生産条件の不利性を補正し、農業生産活動等の維持を通じて耕作放棄地の発生の防止、多面的

機能の確保及び地域の活性化を図る。 

 

２ 事 業 内 容 

（１） 中山間地域等直接支払事業 

中山間地域などの農業生産条件の不利な農用地において、農地の管理方法や維持活動、役割分担等を取り決めた協定を締結し、

５年以上継続して農業生産活動を行う農業者に対し、交付金を交付する。 

（２） 市町村推進事業 

市町村が制度の推進、確認事務、交付事務等に要する経費に対し、交付金を交付する。 

 

３ 事業実施主体   市町村、農業者で組織する団体 

 

４ 予 算 額   １，４７５，１２９千円 

 

５ 補 助 率   国１／２～１／３、県１／４～１／３、市町村１／４～１／３ 

 

 

 

 

【担当課：農村整備総室農村振興課 ０２４－５２１－７４１６】  
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別紙様式 

多面的機能支払事業（継続） 

１ 趣    旨  

農業の継続的な発展と多面的機能の健全な発揮に不可欠な農地・農業用水等の資源については、過疎化・高齢化・混住化等の進行に伴

う集落機能の低下により、適切な保全管理が困難となっている。 

このため、農業者等が行う地域資源の基礎的な保全活動やその質的向上を図る多面的機能の増進に寄与する共同活動を支援する。 

 

２ 事 業 内 容 

（１） 農地維持支払交付金 

農業者等による活動組織が行う水路の泥上げや農道の路面補修等の地域資源の基礎的保全活動や農業の構造変化に対応した体制

の拡充・強化等など共同活動に対し、交付金を交付する。 

（２） 資源向上支払交付金 

地域住民を含む組織が行う水路、農道等の軽微な補修や植栽による景観形成等の農村環境の良好な保全を始めとする地域資源の質

的な向上を図る共同活動や施設の長寿命化のための活動に対し、交付金を交付する。 

 

３ 事業実施主体   農業者等で構成する団体 

 

４ 予 算 額   ２，４７０，４９９千円 

 

５ 補 助 率   国１／２、県１／４、市町村１／４ 

 

 

 

 

【担当課：農村整備総室農村振興課 ０２４－５２１－７４１６】  
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